
事業評価（総務部）

【総務部】

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・中学校活用率：69.6%、高校活用率：63.7%
○平成21年度の取組み状況
・配布数：中学校19,662部、高校20,022部
・活用促進のための文書の送付
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・活用率をあげるために、教育委員会と今まで以上に連携し、活用促進を働きかけ
る。
・現場の意見を元に、さらに活用しやすいように資料や教師用手引書の内容を検討
していく。

○平成20年度の取組みの成果
・H20年度に計画を策定した市町村：５市町村
○平成21年度の取組み状況
　計画未策定市町村の首長に直接働きかけるとともに、策定上の課題の解消、実務
上の助言等を行い計画策定を促す。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　計画策定済の市町村の策定後の成果等を示して、地域における取組みの温度差
を解消しながら策定に向け支援していく。

○平成20年度の取組みの成果
・男女共同参画アドバイザー派遣数：１１件
・男女共同参画推進事業者表彰：５社
○平成21年度の取組み状況
・商工団体等を通じて、企業・事業所へ積極的な利用を働きかけ
・労働雇用総室と連携し、応募への働きかけ
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・「ワーク・ライフ・バランスの推進」や「少子化対策」等を連携した企業・事業所へ働
きかけ
・事業者表彰の募集方法の工夫と男女共同参画推進のメリットの周知、受賞後の啓
発方法の工夫

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
　地域のＮＰＯ等との協働により、様々な慣行等地域が抱える課題の解決や、「女性
の起業」等特定の分野をテーマに、県民の実践活動を促す実学的な講座を実施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　社会実態に変化が見られるよう、各地域・分野における実情を踏まえ、解決すべき
課題に具体的に取り組む県民等を支援することにより、見直しが必要な慣行等の是
正を促していく。

○平成20年度の取組みの成果
　男女共同参画を様々な分野で推進する人材（地域リーダー）の育成：25人。地域に
おいて男女共同参画社会実現のために活動する推進員を38人配置。男女共同参画
週間（6月）にイベント等による啓発を実施し、男女共同参画への意識を高めた。
○平成21年度の取組み状況
　啓発活動を拡充し、6月～9月に各種団体・地域リーダーと連携したイベント等を実
施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　地域リーダー等がより自主的に各地域で活動し、県民自ら男女共同参画推進に取
組むことができるように、継続的な連携・情報提供等の支援を図る。

○H２０年度の取り組みの成果
・Ｈ２０年度女性相談研修会３回（7/25.11/5.2/5)開催
○Ｈ２１年度の取り組み状況
・平成２１年度女性相談業務研修会３回開催予定（8/10、11/30予定、1月予定）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
課題：相談内容の多様化、複雑化に対応するため研修の内容の充実。
改善：相談対応者のニーズを把握し、研修により相談員の資質向上及び相談体制
の連携強化を図る。

○平成20年度の取組みの成果
　要請のあった２１の高校に対し、講師を派遣してＤＶ未然防止教育を実施（8,000人
受講）。生徒がＤＶの加害者・被害者にならないための講義を行った。
○平成21年度の取組み状況
　教職員向けの研修や情報誌の発行により、県内講師の育成や未実施校での実施
支援を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　ＤＶ未然防止教育の学校独自での実施が進むよう教師用の手引きや生徒用ガイド
ブック等の資料や研修の充実を図る。

分　　野

長寿安心くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

男女共同参
画の推進

男女参画・
協働推進課

男女共同参画学習促進事
業

1,295
　学校における男女共同参画教育を進め
るため、中学生・高校生向けの学習資料
及び教師用手引書を作成・配布する。

市町村男女共同参画促進
事業

478

１　計画策定推進事業
　各地域振興局とともに計画策定市町村
を訪問し、首長に直接計画策定を働きか
ける。さらに、計画策定中又は計画策定に
着手する市町村への助言・情報提供を行
い策定を支援する。
２　市町村担当課長会議の開催
　男女共同参画に関する国の最新動向や
県の施策等について説明し、市町村の積
極的な取り組みを促す。

事業者等における男女共
同参画促進事業

806

１　男女共同参画アドバイザー派遣
　企業・団体・ＮＰＯ等が男女共同参画に
関する研修会等を実施する際に、企業等
の申請に応じて有識者をアドバイザーとし
て派遣し、研修会の充実を図る。
２　男女共同参画推進事業者表彰
　男女共同参画に積極的に取り組んでい
る事業者（企業・団体）を表彰し、広く県民
に周知することにより男女共同参画の気
運の醸成及び他の企業・団体等への波及
を図る。

男女共同参画実践支援事
業

2,907

　男女共同参画の意識を浸透させ、少子
高齢化や人口減少といった今日的課題に
対応した、男女がともに生きやすい社会
（地域）づくりを推進するため、市町村やＮ
ＰＯ等と協働して、女性の社会参画、男性
の家庭・地域生活への参画、性別役割分
担意識に基づく地域慣行の是正等を促
進・支援する実学的な講座を実施する。
①　テーマの選定
②　テーマに応じた実学的な講座の企画
をＮＰＯ等に募る。
③　外部審査員を含む審査会等での審
査、ＮＰＯ等への事業委託

男女共同参画センター事業
推進費

9,143

１　男女共同参画社会普及啓発事業
・県民への男女共同参画等に係る啓発活
動の実施
２　情報収集・発信事業
・県民への男女共同参画に関する情報提
供、各種情報の発信
３　地域リーダー育成事業
・県内において男女共同参画活動を推進
する人材の育成
４　企画調整事業
・会議、研修等への出席、情報収集、団体
支援のための情報作成・整理等
５　男女共同参画推進員設置事業
・地域における男女共同参画推進のため
の各種活動の実施

ＤＶ対策支援事業 8,493

１　女性相談員活動事業
２　ＤＶ防止及び売春防止啓発事業
３　身元保証人確保対策事業
４　ＤＶ対策ネットワーク事業
５　ＤＶ対策関係機関職員専門研修
６　ＤＶ相談法的対応強化事業
７　休日夜間電話相談事業

ＤＶ対策強化事業 982

１　ＤＶ民間シェルター支援事業
２　ＤＶ未然防止教育講師派遣事業
３　ＤＶ地域啓発事業
４　ステップハウス事業
５　ＤＶ被害者サポート事業
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事業評価（総務部）

政策評価（事業評価）重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
　本事業初年度である平成21年度は、私学文書課（文書収発室）において知的障が
い者３人及び業務支援員１人を配置し全庁的な文書収配業務等を担い、臨時職員
の配置見直しが進む各所属の負担軽減や障がい者雇用に対する職員の意識向上
に貢献。
　また、自動車税事務所及び菊池地域振興局においては、精神障がい者各１人を雇
用し 各課から依頼される事務作業を行っており、各所属の負担軽減や障がい者雇
用に対する職員の意識向上に貢献。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　障がい者の特性を踏まえ、その能力を引き出していくための業務メニューや支援
方法等について、ノウハウを蓄積し高めていくことが課題。

○平成20年度の取組みの成果
・自主防災組織率の向上、活動活性化のためのリーダー養成講座等を開催し、リー
ダーを育成した。
・市町村に対し自主防災組織の結成促進の働きかけや研修講師の派遣を行うととも
に防災セミナーの開催や啓発パンフレットの配布等を行い、県民の自主防災組織の
役割と重要性についての理解が深まった。
○平成21年度の取組み状況
・自主防災組織率の向上策について、県内外の成功事例や支障となる要因の調査
により効果的な対策を検討。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・自主防災組織率の向上、活動活性化に向け、より効果的な対策を講じる。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
　3カ年間で16市町村での実施を目標とし、平成21年度は5市町村での事業実施を
計画したが、計画どおり5市町村で事業に着手し、市町村防災訓練の実施の支援を
行っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　各市町村の目標とする防災訓練のレベルが異なることから、個々の市町村のニー
ズに対応して支援していく。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度単年度事業
○平成21年度の取組み状況
　各種防災情報をメール配信する防災情報メールシステムを整備した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・県民の自主的な防災活動を広く支援するため、より多くの登録者数を確保できるよ
う、周知、広報活動に取り組む。
・市町村が行う避難勧告等を円滑に配信するため、説明会等を行い市町村の体制
整備を行う。

○平成20年度の取組みの成果
・各ブロック消防広域化協議会の設置へ向けた調整を行った。
○平成21年度の取組み状況
・各ブロック消防広域化協議会の設置及び運営に対する支援を行っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・各ブロック消防広域化協議会において、消防本部統合に係る協議項目の検討・確
認を進めていくうえで、市町村（首長及び議会）の調整が課題である。
・県としては、広域化のメリットをさらに周知するとともに、当事者である消防本部を
バックアップし、市町村に対し消防広域化の推進を働きかけていく。

○平成20年度の取組みの成果
・市町村等担当者会議による当総室事業の周知及び指導を行った。
・消防長会との共催による消防吏員による救助技術大会を実施した。
・功績のある消防関係者のための叙勲、褒章等の推薦を行った。
○平成21年度の取組み状況
・消防職員等の訓練への支援及び叙勲等の表彰に対する支援を行った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・消防活動を維持・充実させるため、消防救助技術大会等の教育訓練を引き続き実
施するとともに、各種会議において新型インフルエンザ対応や制度改正など新たな
課題についても各本部間の連絡調整を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・市町村が行う消防団車両整備に対し補助を行った。（９市町村１３台）
○平成２１年度の取組み状況
・経済危機対策臨時交付金を活用し事業規模を拡充したうえで、市町村が行う消防
団車両整備、消防団拠点施設整備に対し補助を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・Ｈ２１は経済危機対策臨時交付金活用により、市町村の要望にすべて応えることが
できた。しかし、Ｈ２２は予算が大幅減となることから、市町村の要望に対し、優先順
位をつけ、真に緊急性の高いものから整備を行っていく。

○平成20年度の取組みの成果
・火災等に伴う消防庁調査の消防本部への照会及び取りまとめを行った。
・火災予防運動時における消防本部との連絡調整を行った。
○平成21年度の取組み状況
・住宅用火災警報器の設置促進を図るため、広報活動等を行った。
・幼年消防クラブ、婦人防火クラブに対する表彰を実施した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・住宅用火災警報器の設置促進を図る。

障がい者の地
域生活支援

人　事　課
知的・精神障がい者雇用促
進事業

7,642

　知的障がい者等を非常勤職員として雇
用し、県での雇用期間中に障がい者就労・
生活支援センター・ハローワーク等と連携
して、県での任期終了後に民間企業等で
の一般就労につながるよう取り組んでい
く。

防災対策の
推進

危機管理・
防災消防総
室

自主防災組織率向上対策
事業

1,152

熊本県防災情報メールシス
テム構築事業

7,552

消防費 1,885

火災予防費 7,871

１　市町村・消防本部等に対する働きかけ
２　自主防災組織連絡協議会の開催
３　防災講師派遣事業
４　地域防災リーダー養成等講座
５　自主防災組織普及啓発パンフレット作
成

市町村防災訓練実施支援
事業

1,620

　平成21年度から平成23年度までの３ヵ年
間を取り組み強化期間として、市町村防災
計画に基づく市町村の防災訓練実施に係
る支援を行う。

　災害が予見される状況において、気象注
意報・警報や河川水位等の防災情報を県
民へ直接メール配信するシステムを構築
し、県民の自主的な避難活動等「自助・共
助」　を支援する。

消防広域化推進事業 6,534
１　県消防広域化推進委員会の運営
２　消防広域化の普及啓発

１　消防指導教育に係る事業
・消防関係各種会議、市町村消防事務担
当者指導
２　消防関係表彰に係る事業
３　消防体制強化促進に係る事業
・施設、設備補助、消防施設科学化、救急
業務等の体制強化

市町村等消防施設整備補
助

34,824
・消防団活動活性化対策
（消防団拠点施設整備のための補助、消
防用車両に対する補助）

１　火災予防事業
・火災予防運動、予防関係会議、防火対
象物査察指導
２　幼少年婦人防火クラブ育成・活動支援
事業
３　住宅防火対策推進事業
・協議会・幹事会の開催、パンフレット配
布、住宅用火災警報器の共同購入促進
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事業評価（総務部）

政策評価（事業評価）重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

○平成20年度の取組みの成果
・消防団員、消防職員の指導育成及び消防業務の振興を図るため、財団法人熊本
県消防協会の各種会議、事業等を展開するための運営費補助を行った。
○平成２１年度の取組み状況
・引き続き、消防団員、消防職員の指導育成及び消防業務の振興を図るため、財団
法人熊本県消防協会に対し補助を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・年々減少している消防団員の確保を図るため、機能別団員制度の導入や女性消
防団員の確保等を更に推進する効果的な協会事業となるよう支援していく。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
１　①夢教育アドバイザー事業（私立教員対象　1回実施）
　　②「夢の道しるべ」事業（高校生対象2回、専修学校等対象2回実施）
　　③スーバー高校生育成事業（高校生対象　3回実施）
　　④がんばる高校生県表彰事業（高校生対象　１回実施）
　　⑤熊本私学高校生応援事業（授業料減免補助対象者の拡大を4月から実施）
２　熊本私学夢プラン（仮称）検討会議を12月に設置
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　熊本私学夢プラン（仮称）検討会議の検討内容等を踏まえながら、より私学のニー
ズにあった取組みに改善し、関係団体と連携しながら、計画的・効率的に実施する
必要がある。

県消防協会補助 2,915
　県内消防団員・職員の指導育成及び消
防業務の振興を図るため、財団法人熊本
県消防協会に補助金を交付する。

分　　野

人が輝くくまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

確かな学力の
向上

私学文書課 熊本私学夢教育事業 19,732

１　私立学校に通う生徒の夢を応援するた
めの環境整備を行うため、次の事業を行
う。
　①夢教育アドバイザー事業（教員研修）
　②「夢の道しるべ」事業（講演等）
　③スーバー高校生育成事業（特別授業）
　④がんばる高校生県表彰事業（表彰）
　⑤熊本私学高校生応援事業（授業料減
免補助）
２　熊本私学夢プラン（仮称）検討会議を
設置し、「くまもとの夢４カ年戦略」及び「く
まもと『夢への架け橋』教育プラン（熊本県
教育振興基本計画）」に掲げられている
「私学振興」に係る具体策をまとめた「熊本
私学夢プラン（仮称）」を策定する。
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事業評価（地域振興部）

【地域振興部】

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・３８名のテレワーカーが業務に従事し、受注金額は約24,000千円であった。
○平成21年度の取組み状況
・業務量の更なる増加を図るため、庁内及び市町村等に対し業務発注を依頼し、ま
た、緊急雇用創出基金を活用して２名を雇用し営業の強化を図った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・全体的な仕事量の不足が課題であることから、営業の強化により仕事量の拡大を
図る。併せて、研修等によりテレワーカーの技能の向上を図る。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
　第一期指定管理の最終年度として、利用者に対するサービスの向上と県立劇場の
利用促進に努めた結果、県劇入場者数、コンサートホール及び演劇ホール利用率と
もに目標数値を上回った。
　　　平成20年度入場者　　　　　　目標445,000人　　　実績530,458人
　　　文化事業参加者　　　　　　　　目標 37,000人　　　実績  41,947人
      コンサートホール利用率　　　目標71%　　　　　　　実績71.7%
　　　演劇ホール利用率　　　　　　 目標82%              実績82%
○平成21年度の取組み状況
　第二期指定管理の1年目として施設利用の増加を図るため、来館者や利用者への
一層のサービス向上の充実に努めている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　施設及び設備の安全・快適な利用の提供等指定管理者によるサービスの向上等
に努めるとともに、県立劇場文化事業を核として熊本文化の向上と情報発信を図
る。

○平成20年度の取組みの成果
・オープニング事業として制作・上演した「熊本能―清正―」がＮＨＫ－ＢＳで全国放
送されるなど、熊本文化の全国への情報発信に繋がった。
○平成21年度の取組み状況
・全参加事業数１７０。オープニング事業として製作・上演した「バレエ［白鳥の湖］
（全幕）」により、バレエの据野の拡大と県内バレエ団体のレベルアップ、活動発展の
契機とすることができた。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・参加事業の拡大、オープニングステージ事業の効果的な実施やパブリシティ広報
の有効活用による県内外への情報発信により、文化団体と協同し、熊本の文化の
活動の活性化を図る。

○平成20年度の取組みの成果
　フィールドミュージアムや企画展、シンポジウム等を実施し、熊本の自然・歴史・文
化に対する理解を深めた。
○平成21年度の取組み状況
　フィールドミュージアム等の博物館活動を通じて、熊本の自然・歴史・文化への理
解を深めるための学習支援メニューの充実に取り組んでいる。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　熊本の自然・歴史・文化に対する理解を深めるために、県内の他の博物館等と連
携しながら、松橋収蔵庫の収蔵資料の有効活用を促進する。

○平成20年度の取組み成果
　鉄道高架下にＪＲ九州が主体となり生鮮品市場を設置することが確認され、市電
の駅舎乗り入れを早急にとりまとめること及び駅周辺のデザインをトータルな視点で
助言するアドバイザー制度を設置すること等が確認された。
○平成21年度の取組み状況
　市電の駅舎乗り入れや東口駅前広場のデザインについて関係機関と協議をしてい
る。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　熊本市の政令市移行を踏まえ、駅周辺整備に係る県市間の役割分担等につい
て、再度、協議を進める必要がある。また、新熊本合同庁舎の移転については、駅
周辺のまちづくりの核となる重要な施設であることから、県市連携して国等へ働きか
けを行う。

○平成20年度の取組みの成果
　「新幹線元年戦略」を８月に策定するとともに、民間の方々からなる「新幹線元年委
員会」を９月に組織し、新幹線元年事業の方向性等について議論を開始した。
○平成21年度の取組み状況
　新幹線くまもと創りプロジェクト推進本部会議（７月開催）で「新幹線元年事業基本
計画（案）」が承認されるとともに、小山薫堂氏へのアドバイザー就任依頼を決定し
た。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　平成２３年３月の全線開業時を中心に展開する新幹線元年事業（熊本エリア及び
各地域エリア）を早期に作り込むとともに、県民の機運醸成等のための情報発信を
行う。

地域政策課
新幹線元年
戦略の推進

障がい者の
地域生活支
援

　平成23年3月の九州新幹線全線開業の
開業効果を最大化するため、「新幹線元
年戦略」に基づく取組みを県民総参加で
実施。
・新幹線元年事業（開業記念事業等）の事
業シナリオ策定。
・開業１年前プレ事業の開催　等。

新幹線くまもと創り（元年戦
略）推進事業
(6補含む）

89,790

　平成23年3月の九州新幹線全線開業に
向け、熊本駅周辺地域整備基本計画を踏
まえたまちづくりの推進と、魅力ある駅周
辺整備のための取組みの実施。

熊本駅周辺
の整備

地域政策課
熊本駅周辺都市機能誘導
等推進事業

4,800

・県内各地の自然や文化資源を活用した
フィールドミュージアムや移動体験教室、
講師派遣などの実施。
・県内の博物館、資料館等と連携した企画
展示等の実施。

くまもと文
化の創造と
継承、発信

文化企画課

博物学関係資料活用・学
習支援事業

14,934

・指定管理者制度による熊本県立劇場の
施設の管理運営。（指定管理者：(財)熊本
県立劇場）
・舞台芸術を中心とした芸術文化の振興
等に資することを目的に、県と指定管理者
共同による文化事業の企画・実施。

熊本県芸術文化祭推進事
業

12,100

　本県の芸術文化の振興を図ることを目
的とした、文化関係団体との協働による熊
本県芸術文化祭の開催（９～１２月）。
・開催コンセプトである「芸術を高め、文化
を広める」を具現化するために、オープニ
ング事業としてバレエ「白鳥の湖」の全幕
公演を制作・上演。
・期間中県内各地で開催される約170の参
加事業の全体広報の実施。

県立劇場管理運営事業 379,901

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

Ｈ２１年度事業の概要

Ｈ２１年度事業の概要

分　　野

品格あるくまもと

情報企画課
チャレンジド・テレワー
ク推進事業

6,324

　在宅就労可能な障がい者のテレワーク
を活用した就労機会の拡大を図るための
業務委託の実施（業務委託先：熊本ソフト
ウェア㈱）
・業務受注量拡大のための営業活動
・障がい者の技能向上研修等の実施。

分　　野

長寿安心くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）
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事業評価（地域振興部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　熊本都市圏の一部地域において、産品販売交流等の地域間での交流を実施した
結果、個別の地域間の交流が芽生え始めた。
○平成21年度の取組み状況
・今年度から熊本都市圏構成市町村職員を対象とした職員共同交流研修を毎月１
回実施し、都市圏課題抽出を行い、政策提案の準備を行っている。
・熊本都市圏の一体感の醸成を図るため、バスツアーや産品販売交流を11月に実
施する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　都市圏住民の連帯感の醸成を図っていくために、都市圏が一体となった政策的な
取組みを進めていく。

○平成20年度の取組みの成果
  九州新幹線鹿児島ルート建設事業費の確保のため、関係道府県と連携して要望
活動を行い、所要額の確保が図られた。
○平成21年度の取組み状況
　平成23年3月の全線開業に向けた建設事業費の確保と利便性の高い運行形態の
実現のため、引き続き関係機関への要望活動を行っていく。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　九州新幹線の全線開業をもって本事業は終了（平成22年度）

○平成20年度の取組みの成果
・バス路線単県運行費補助（単県）　45市町村　203系統に対し補助
・ノンステップバス5台分につき購入費補助
○平成21年度の取組み状況
・20年度と同様の制度で、地方公共交通を支援している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・県内の路線バス利用者が減少の一途をたどる中、県内でも多くの市町村がデマン
ド型乗合タクシー等のコミュニティ交通を導入し、地域の実情に応じた交通施策に取
り組んでいる。県としてはこのような市町村の積極的な取組みを支援する必要から
平成22年度より補助金を交付金化し、地域住民の生活、ニーズに最も身近な市町村
の自主決定権を尊重する制度への転換を行うこととしている。
　併せて新幹線全線開業を目前に控え、県においては各地域の公共交通に係る取
組状況や成果を一元化し、情報発信するための施策が期待されているところであ
る。

○平成20年度の取組みの成果
　天草エアラインが使用する機材に係る重整備やエンジン整備等に対し、地元市町
（天草市・上天草市・苓北町）との協調補助を行った。
　その結果、天草エアラインの安全かつ安定的な運航が維持され、天草地域と福
岡・熊本都市圏との間を結ぶ唯一の高速交通機関として、７１千人超の方々に利用
された。
○平成21年度の取組み状況
・機材の重整備等に限定していた天草エアラインに対する地元市町との協調補助の
対象を、安全運航に不可欠な機材整備（通常整備）にまで拡充した。
・天草空港利用促進協議会（事務局：天草市）や会社等と連携しながら天草エアライ
ンを活用したツアー造成の促進や天草エアラインのＰＲ等の利用促進策に積極的に
取り組んでいる。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・天草エアラインは天草地域と福岡・熊本都市圏とを結ぶ唯一の高速交通機関であ
る中で、天草地域の人口減少や経済情勢が厳しさを増し、天草エアラインの旅客収
入は頭打ちとなる一方、機材の整備費等の営業費用は増加傾向にあり、今後の運
航継続を図るための方策を検討する必要がある。
・当面は、天草エアラインの安全運航を維持するため、機材整備費用に対する県と
地元市町との協調補助を行いながら、今後の形成改善を図るための方策を検討す
る。

交通対策総
室

地方公共交通対策事業 394,413

　県内の生活交通の維持を図るため、公
共交通事業者や生活交通確保に向けた
取り組みを行う市町村に対する支援等の
実施。
・地方バス路線維持に対する補助
・熊本県バス対策協議会負担金

天草空港運航支援対策事
業

158,501

　天草エアラインの安全運航に必要な整
備等に対する支援及び天草エアライン利
用促進対策の実施。
・航空機のエンジン整備に対する補助
・安全運航に必要な整備に対する補助
・天草空港利用促進協議会負担金

交通対策総
室

九州新幹線建設促進事業 3,828

・新幹線建設事業費の確保及び利便性の
高い運行形態確保のための関係機関へ
の要望活動の実施。
・九州新幹線全線開業に向けた広報、啓
発事業の実施。

　九州新幹線全線開業を見据え九州内の
拠点性向上に向けた熊本都市圏の一体
感や機運の醸成を図るため、熊本都市圏
構成市町村間での様々な分野での交流・
連携事業の実施。
・職員共同交流研修の実施。
・地域間交流イベントの実施。

熊本都市圏総合調整推進
事業

2,818
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事業評価（健康福祉部）

【健康福祉部】

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・熊本県健康増進計画概要版の市町村等への配布(10，000部）
・ 5月31日世界禁煙デーを初日とする禁煙週間や3月1日を初日とする女性の健康
週間、大型ショッピングセンター等において、メタボリックシンドローム予防の啓発
キャンペーンを実施。
・学校と連携して児童・生徒を対象とした喫煙防止教育の実施（受講者2,282人）。
・市町村健康増進計画の策定状況：平成２０年度末時点で２３市町村が策定済み
（策定率48.9％）。
○平成21年度の取組み状況
・くまもと２１ヘルスプラン推進委員会において計画の進捗状況について協議。
・保健所毎に地域における課題に対し、歯の健康、喫煙防止・飲酒防止など適切な
生活習慣の定着を目指して普及啓発に取組む。
・受動喫煙対策では、学校や体育館、病院等の約１,９００施設を対象に受動喫煙防
止状況調査を実施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・生活習慣病の予防のため、子どもの頃からの適切な食生活や運動習慣を身に付
けることが重要であることから、子どもを取り巻く家庭や学校、地域と連携して普及
啓発や環境づくりに努める。

○平成20年度の取組みの成果
・3月に健康づくりキャラクターとしてASO坊健太くんを決定。
・１０月には「健康日本２１全国大会」を開し健康づくりの気運醸成を図った。
・9月には健康づくり関係を中心とした44団体が参画した「健康づくり県民会議」を開
催。
・地域・職域連携推進会議を二次医療圏毎に開催し、働き盛りの健康づくりについて
協議した。
・食環境整備の一環として健康づくり応援店を指定。H20年度末現在202店舗登録。
○平成21年度の取組み状況
・10月に健康づくり県民会議（４３団体の参画）を開催し、健康づくりへ取り組んでい
る４団体を表彰。
・健康づくり月間には、県庁地下展示場にパネルなど展示。
・健康づくり応援店については、２５０店舗以上の指定を目指し引き続き指定を受付
中。
○今後の事業推進の課題及び改善の方向性
・メタボリックシンドローム予防を推進するため、広報課と連携した積極的な広報展
開や、本県の健康づくり全般の専用ホームページ「くまもと健康応援ナビ」など、あら
ゆる機会や手段を通じた広報啓発の実施。
・健康づくり県民会議、地域・職域連携推進会議、市町村や教育委員会など関係機
関と連携した予防体制づくりの推進。

○平成20年度の取組みの成果
 ・啓発用ポスター・チラシを作成し、8020シンポジウム（県民公開講座）を実施（参加
者502名） 。
 ・医療機関連携に関する検討会、医療機関の診診連携に関する調査、8020運動と
歯周疾患予防に関する研修会を実施（参加者　延べ825名）。
○平成21年度の取組み状況
・普及啓発の企画及び医療機関連携のためのワーキング委員会を開催。歯科医師
会と調整し、菊池、天草地域をモデル地域をして選定し、医師会等との連携方策の
検討を実施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・歯周病予防及び歯周病に起因する生活習慣病、早産等のリスク低減の支援体制
づくりを推進することが重要。

○平成20年度の取組みの成果
・市町村国保における特定健康診査の実施率24.9％（負担金ベース）
・特定健康診査等の実践者の育成にかかる各種研修会を保険者協議会と合同で開
催（延参加者数402名）
○平成21年度の取組み状況
・特定健康診査等の円滑な実施を支援するため、二次医療圏域毎に市町村及び保
健所並びに関係する実施機関等の担当者間での意見交換会の実施。
・特定健康診査及び特定保健指導実践者の育成にかかる各種研修会の開催（現在
までの延参加者数131名）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・特定健診及び保健指導にかかる課題を把握し、保険者協議会とも連携しつつ実施
率の向上と円滑な実施に向け支援する。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・１０月に、市町村や保健所の担当者を対象とした、糖尿病保健医療連携体制整備
事業関係者研修会及び事業検討会を開催し、糖尿病の保健医療連携体制の課題
等について協議。
・市町村における糖尿病予防の取り組みなどについて実態把握。
・１２月に病院、診療所を対象（９３５カ所）に糖尿病の療養指導等の実態調査を実
施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・二次医療圏毎に糖尿病保健医療連携体制を整備するために、保健所を中心に圏
域毎の状況に応じた体制整備を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・市町村の取組みに対し、ヒアリング等を実施し、事業内容の把握等を実施。
○平成21年度の取組状況
・市町村へのヒアリングを実施し、事業の進捗状況の確認や取組みの方向性などの
協議を実施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・市町村によっては実施されていない事業等があることから、ヒアリング等の実施や
実施状況の公表等により、健康増進事業の市町村のサービス格差の是正を図る。

糖尿病予防総合対策事業 1,643

　増加する糖尿病に対し、医療機関や行
政、関係団体が連携した、糖尿病の発症、
重症化、合併症予防のための総合的な予
防対策を推進するため、糖尿病の医療機
能調査による実態調査、関係者からの意
見聴取及び関係者会議を開催する。

市町村健康増進事業 76,724

　市町村が実施する健康手帳の交付、健
康相談、機能訓練、訪問指導等の健康増
進事業に対し助成を行うことにより、県民
の健康増進を図る。

4,593

　歯周病と糖尿病や早産などの全身の健
康状態との関係など、県民に広く周知を図
るとともに、歯科医療機関と他の医療機関
との連携し、歯周病予防のための連携体
制の整備を進める。

特定健康診査等実施事業 273,351

　平成20年度からすべての医療保険者に
義務付けられた特定健康診査と特定保健
指導について、国民健康保険法第７２条
の５に基づき、市町村国民健康保険の実
施に要する費用の３分の１に相当する額を
負担し、県民の生活習慣病予防対策を推
進する。

Ｈ２１年度事業の概要

健康増進・長
寿づくりの推
進

健康づくり
推進課

健康増進計画推進事業 11,558

　平成19年度に改定した熊本県健康増進
計画(第２次くまもと２１ヘルスプラン）に基
づき、生涯を通した健康づくりの推進を図
るため、身体活動・運動、栄養・食生活、
休養・こころの健康づくり、たばこ、アル
コール及び歯の健康の６分野における適
切な生活習慣の定着を図るため、人材育
成や啓発などを実施する。

メタボリックシンドローム予
防戦略事業

4,720

　県民ひとり一人が、健康的な生活習慣の
重要性を認識し、自分に合った健康づくり
に主体的に取り組むことができるよう、メタ
ボリックシンドロームに関する普及啓発や
関係機関が連携した予防のための取組み
を推進する。

ヘル歯ー元気８０２０支援
事業

分　　野

長寿安心くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・保健所における人材育成研修の実施（７６回　延べ２，２７２名）。
○平成21年度の取組み状況
・１０月に、「全国食生活改善推進員団体リーダー中央研修会」を開催し、食生活推
進員の交流と研修による活動の強化を図った。
・地域における健康食生活に向けた関係機関との情報交換等を実施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・地域で検討された健康食生活のための問題解決策について、関係機関と連携し、
具体的な実践と評価を行うことが必要。

○平成20年度の取組みの成果
・県下の各保健所において、親と子どもの参加型の健康教室を実施（子ども83名、
親68名の参加）。
・親子共に、中性脂肪や空腹時血糖値について、一定の改善効果が見られた。
○平成21年度の取組み状況
・県下全保健所にて、親子ドッグや健康教室、個々人に応じた個別健康教育を実
施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・市町村が実施主体となり取り組む必要があり、事業のノウハウや成果について県
が事業を実施する中で引継ぎを行い、波及させる。

○平成20年度の取組みの成果
・指標「県内の自治体病院における常勤医師数」は目標に対して９２．３％達成
・事業推進後に明らかになった課題：依然医師不足状態が続いている。

○平成21年度の取組み状況
・「医師修学資金貸与事業」ほか４事業を新たに開始

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・地域の医師不足は依然として深刻であり、引き続き重点的に取り組む。
・「熊本県地域医療再生計画」の各事業との整合性ある推進
・H21開始の各事業の効果と課題の検証

○平成20年度の取組みの成果
・３名の入学枠を新たに確保
○平成21年度の取組み状況
・平成21年度は２名が入学、在学生は１４名
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・へき地を取りまく医師不足は深刻なため引き続き事業に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・自治医科大学生に対して夏期研修を実施し、地域医療への意識付けを強化
○平成21年度の取組み状況
・自治医科大学生及び熊本大学の県修学資金貸与学生を対象に夏期研修実施
・前期研修３名、後期研修１名を実施
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・将来地域へ派遣する医師への地域医療への意識付け強化

○平成20年度の取組みの成果
・看護師等養成所運営事業　１２課程（８養成所）
・病院内保育所運営事業    １０施設
○平成21年度の取組み状況
・看護師等養成所運営事業　１４課程（１０養成所）
・病院内保育所運営事業    　９施設
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・今後、両事業とも補助対象施設の増加が見込まれている。
・多様化する社会ニーズに対応できる資質の高い看護職員を養成するため、又、看
護職員を確保するために必要な事業であり、現状のまま当該事業を継続していくこ
とが必要。

○平成20年度の取組みの成果
・研修受講者(教員：延401名､実習指導者：延201名)
・実習施設33機関から345名受講
課題であった学校と実習施設の教育の相違が、改善されつつある。
○平成21年度の取組み状況（4月～9月）
・年10回の研修実施予定　対象；教員及び施設実習指導者
・大学・看護師養成所専任教員3回（述493名）
・准看護師養成所専任教員3回（述90名）
・実習施設45機関からの受講
・実習施設の役割を担う人材の確保に繋がっている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・研修内容を具体的な教育に繋げるためのカリキュラム作成等の必要性
・受講者数の調整（希望者多数のため）

　安心・安全で質の高い医療が受けられる
体制の確立を目指し、看護教員の養成力
の充実と看護職員の育成強化を行い、質
の高い看護職員の確保のため看護職員
の資質向上を図る。
１　専任教員再教育事業
　看護師等学校養成所の専任教員の再教
育研修を実施(年2回 各5日間)
２　実習指導者養成講習会事業
　実習施設の実習指導者等に対する講習
会の開催

　県内のへき地等における医療の確保と
向上を図るため、へき地医療を担う医師の
育成を行う。
１　自治医科大学生等公衆衛生活動参加
事業
　熊本県出身の自治医科大学生及び熊本
大学の県修学資金貸与学生を対象に夏
期研修を実施
２　自治医科大学卒業医師臨床研修委託
事業
　前期研修（医師免許取得後、2年間の臨
床研修）、後期研修（前期研修・3年間のへ
き地等勤務後の1年間の専門研修）を実施

看護師養成所等運営費補
助事業

195,046

　看護職員の確保、資質向上、離職防止
及び就業促進、看護師等養成所における
教育内容の向上を図る。
１　看護師等養成所運営事業
　民間看護師等養成所運営に要する人件
費、講師謝金、事務費等の経費を補助
２　病院内保育所運営事業
　保育所を設置する病院に対し、保育士等
の人件費を補助

　へき地や過疎地域などの地域における
医師確保について、医療機関や女性医
師、研修医及び医学生等を対象にした確
保対策を総合的に推進することにより、安
全・安心な地域医療体制の整備を図る。
１　熊本県医療対策協議会の運営
２　女性医師就業継続支援事業
３  医師の無料職業紹介制度(ﾄﾞｸﾀｰﾊﾞﾝｸ)
事業
４　臨床研修医確保事業
５　自治体病院内保育所設置事業
６　寄附講座開設事業
７　医師修学資金貸与事業
８　救急勤務医師確保事業
９　産科医等育成・確保支援事業
10　へき地診療所等医師確保支援事業
11  短時間正規雇用勤務支援事業
12　医師派遣緊急促進事業
13　女性医師復職研修支援事業

自治医科大学経常運営負
担金

128,700

　医師不足が深刻な山村や離島において
住民の保健と医療を確保するために、全
国４７都道府県の総意によって設立された
自治医科大学の経常運営負担金を支払
う。自治医科大学に対し、H21年度経常運
営負担金128,700千円を支払い（本県出身
者2人が入学、現在、本県学生14人が在
学）

地域医療体
制の整備

医師確保総合対策事業 166,669

へき地派遣医師確保対策
事業

3,936

看護教員等研修事業 3,235

健康食生活の推進（健康増
進計画）

12,300

　「くまもと２１食生活指針」の普及啓発の
ため、各保健所毎に食生活指針普及評価
会議や人材育成の研修を実施するととも
に、専門的な栄養相談等を実施。また、今
年度は全国食生活改善大会等の開催を
通し食生活改善推進員の組織の強化を図
る。

親子健やか生活習慣定着
事業

3,684

　メタボリックシンドロームの予防を図るた
め、各保健所毎に親子で取り組むモデル
事業を実施。関係機関・団体で構成される
予防戦略会議や健康教室等を実施し、効
果の高い事例については事例集を作成
し、学校や地域への普及を図る。
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・相談件数（来所、電話、メール等）：約1万件　就業者数：498人
・看護職員需用施設、離職者調査（回収率：44.5%）、情報誌発行（3回）、ﾘｰﾌﾚｯﾄ等印
刷、配布等、ﾅｰｽｾﾝﾀｰ運営委員会（1回）

○平成21年度の取組み状況（4月～9月）
・相談件数（来所、電話等）：約4,800件　就業者数：216件
・看護職員需用施設、離職者調査（回収率：43.1%）、情報誌発行（1回）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・求人側と求職者の就業条件のミスマッチにより就業に至らない事例が多い。求人
施設への就業環境等の改善に向けての働きかけが必要。求人施設の相談に積極
的に応じる体制を作っていく。

○平成20年度の取組みの成果
・ヘリ搭乗回数　医師169件

○平成21年度の取組み状況
・救命救急ｾﾝﾀｰに対し80,000千円を運営費補助

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・救急医の不足等の厳しい社会環境の中、県民の生活に直結する、救命救急機能
を確保していく。

○平成20年度の取組みの成果
・電話相談事業の拡充(H20.７月～)。相談数8651件(前年比1.3倍増)

○平成21年度の取組み状況
・地域医師研修事業の地域拡大(H20までの実施圏域7→9圏域)
・電話相談事業　相談件数5425件(4～9月)

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・小児科医師数が少なく、熊本市に集中する中、単独で２４時間小児救急患者を受
け入れることのできる病院は、限られており、集約化・重点化を含め、各圏域の実情
に応じた医療体制を構築していく必要がある。

○平成20年度の取り組みの成果
・へき地医療拠点病院に運営費として17,501千円を補助、へき地診療所に運営費と
して3,176千円を補助
○平成21年度の取組み状況
・へき地医療拠点病院に運営費として18,461千円を補助、へき地診療所に運営費と
して14,719千円を補助予定
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・効率的な補助と運営費積算の精度強化

○平成20年度の取り組みの成果
・平成20年度は、へき地医療拠点病院に設備整備費として50,323千円、へき地診療
所に設備整備費として5,067千円を補助
○平成21年度の取組み状況
・平成21年度は、へき地医療拠点病院に設備整備費として28,651千円、へき地診療
所に設備整備費として5,067千円を補助予定
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・効率的な補助と補助対象設備の選別強化

へき地医療施設運営費補
助

39,190

　へき地医療支援機構の運営、へき地医
療拠点病院及びへき地診療所の運営に
対し補助することにより、へき地における
医療の確保を図る。
１　へき地診療所運営費補助
　へき地診療所（山都町、八代市、上天草
市、芦北町）の運営に係る赤字に対する補
助
２　へき地医療拠点病院運営費補助
　へき地医療拠点病院(公立多良木病院､
蘇陽病院､上天草総合病院)が行うへき地
診療所への支援､へき地保健活動事業に
対する補助
３　へき地医療支援機構運営費補助
　公立多良木病院(専任担当官の人件費
及び運営経費)に対する補助

へき地医療施設・設備整備
事業

53,419

　へき地医療拠点病院及びへき地診療所
の施設整備や設備整備に対し補助するこ
とにより、へき地における医療の確保を図
る。
１　へき地診療所設備整備費補助
　へき地診療所として必要な医療機器整
備に関する補助
２　へき地医療拠点病院設備整備補助
　へき地医療拠点病院として必要な医療
機器整備に関する補助

　県内の救急医療体制を維持確保するた
め、三次の救急医療体制（救命救急セン
ター）の充実・確保、及び、救命救急セン
ター等へのヘリコプター搬送における医師
同乗ができる体制を整備する。
１　第三次救急医療体制の充実・確保
　救命救急センター（熊本赤十字病院）の
運営に要する経費に対する補助
２　ヘリコプター等添乗医師等確保事業
　ヘリコプター等添乗医師等に係る保険料

小児医療対策事業 129,330

　小児（救急）医療の確保を図るため、下
記の事業を実施。
１　小児救急医療拠点病院運営事業
　小児救急医療拠点病院(天草地域医療ｾ
ﾝﾀｰ､熊本地域医療ｾﾝﾀｰ､熊本赤十字病
院)に対し人件費等を補助
２　小児救急地域医師研修事業
　小児救急医療に関する研修に係る講師
謝金等の経費及び運営委員会経費を補
助
３　小児救急電話相談事業
　小児科医又は看護師による小児の急病
等に関する電話相談事業。相談員研修経
費、通信経費等を補助

ナースセンター事業 12,474

　次によりナースセンター事業を行う。
１　未就業者の就業を促進し、医療機関に
おける看護職員不足の解消を図り、併せ
て県の保健医療の向上を図る。
 ・無料職業紹介事業(求人休職相談･情報
提供)
 ・離職者、看護師等需要施設調査
２　中・高校生及び学校の進路指導者等を
対象に看護についての知識と理解を深め
させるためにＰＲ活動を行い、看護職をめ
ざす優秀な学生を確保する。
 ・看護に関する啓発事業(高校生の1日看
護体験､中･高校への出前講座等)
３　訪問看護従事者に対する支援事業を
行い、在宅医療の推進を図る。
 ・訪問看護従事者からの相談、交流会等

医療政策総
室

救急医療施設運営費補助 80,511
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・在宅緩和ケア推進会議2回、企画部会2回開催
・在宅緩和ケアフォーラム4回開催（952名参加）
・在宅緩和ケアアドバイザー派遣2回
・在宅緩和ケア等専門研修（41名参加）

○平成21年度の取組み状況
・在宅緩和ケア推進会議１回、企画部会１回開催、在宅緩和ケアフォーラム１回開催
（菊池圏域）、在宅緩和ケアアドバイザー派遣５回、在宅緩和ケア等専門研修（看護
協会委託）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・医療の必要な在宅療養者も増えてきており、訪問看護の普及啓発及び質の向上に
向けての支援が必要。

○平成20年度の取組みの成果
・災害時を想定した広域災害医療情報ｼｽﾃﾑによる訓練の実施
○平成21年度の取組み状況
・ＤＭＡＴ設立準備会議を開催。
・災害派遣医療ﾁｰﾑ運営要綱の策定
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・ＤＭＡＴ整備医療機関の増加が必要
・ＤＭＡＴ活動に必要な資機材の整備

○平成２０年度の取組みの成果
・平成１９年度と２０年度の２年間は、国の示す登録事務の標準化の体制整備を実
施。平成２０年度登録件数：１１,２００件。報告書「熊本県のがん登録」を２,０００部作
成し、関係機関に配布。
○平成２１年度の取組み状況
・ハード面で、登録室の準備は整ったが、通常の登録事務と平行して、届出表記入
手引書や作業マニュアル等の作成を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・さかのぼり調査や届出漏れのチェックを徹底するなど、データの精度向上を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・熊本県がん診療連携協議会（拠点病院、県、医師会等で構成）で、診療連携体制
の整備等を推進。
○平成21年度の取組み状況
・がん診療連携拠点病院の機能強化を図り、既存の拠点病院では医療機関との広
域的な連携が困難な圏域において、新たな拠点病院の整備を促進する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・がん診療連携拠点病院による地域連携クリティカルパス（治療からリハビリ、在宅
までの切れ目のない医療体制）の整備を支援し、地域での医療連携の構築を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・周産期医療協議会を開催（H21.2.26）し、早産予防対策モデル事業、母体・新生児
搬送に関する調査等について協議を行い、周産期医療体制の推進を図った。
○平成21年度の取組み状況
・周産期医療協議会を開催（H21.9.29）し、周産期医療体制整備指針の改定、熊本
市・城南町・植木町合併に伴う周産期医療圏域の変更、地域産科中核病院の追加
などについて協議を実施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・周産期医療協議会に諮りながら、周産期医療体制の整備を推進する。

○平成20年度の取組みの成果
・総合周産期母子医療センター（熊本市民病院）への運営費の補助、周産期医療ス
タッフに対する新生児心肺蘇生法講習会の開催により、周産期医療体制の充実を
図った。
○平成21年度の取組み状況
・総合周産期母子医療センター（熊本市民病院）への運営費の補助の実施。
・新生児心肺蘇生法講習会の開催。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・ＮＩＣＵ等の整備により、母体・新生児の県外搬送を減らす必要がある。
・新生児死亡を増加させないため、新生児心肺蘇生法講習会等の開催により医療
従事者のスキルアップを図る。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・「早産予防対策モデル事業」を実施した天草地域におけるH19年度出生児の調査。
・対象予定地域の産科医療機関、歯科医療機関、行政に対する説明会の開催。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・単年度毎の事業評価のみならず、継続的に事業の事後評価を行う必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・H21.6.1からＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターを配置。
・H21.7.23には、ＮＩＣＵ入院児支援事業連携会議を開催。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・地域における在宅小児医療体制の充実や医療依存度の高い在宅児童に対する福
祉サービスの充実が必要。

ＮＩＣＵ入院児支援事業 2,690

　ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）に長期に入
院している児童が円滑に在宅へ移行でき
るよう、ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーター
を配置するとともに、ＮＩＣＵ入院児支援事
業連携会議を開催し、ＮＩＣＵ入院児とその
家族の支援体制の構築を図る。

周産期母子医療対策事業 24,030

　安心して子どもが産み育てられるよう、
高度専門的な周産期医療体制の整備を
図るため、総合周産期母子医療センター
に対する運営費の補助や周産期医療関
係者に対する研修を実施する。

早産予防対策モデル事業 8,926

　早産予防として有用であると考えられる
方策を実施することで、早産が原因である
周産期死亡や極低出生体重児の出生を
抑えると共に、その効果、方策を産科、歯
科、行政に普及させる。

健康づくり
推進課

がん登録事業 6,495

　死亡原因の第１位である「がん」に対す
る対策の一環として、がん罹患の測定、が
ん患者の受診状況の把握、生存率の測定
を行い、本県におけるがん対策の推進と
医療水準の向上を図る。

がん対策推進事業 41,200

　がん医療水準の向上と地域格差の是正
を図るため、がん診療連携拠点病院を整
備し、緩和ケアの提供、院内がん登録、患
者や家族への相談支援等の機能を強化
するとともに、地域の医療機関との連携を
推進する。

周産期医療対策事業 383

　熊本県における周産期医療の基盤整備
と周産期医療システム等について協議し、
周産期医療体制の確立を図るため、熊本
県周産期医療協議会を設置・運営する。

在宅緩和ケア推進事業 2,857

　高齢化率の増加及びがんによる死亡率
の増加に対し、在宅療養を希望するがん
患者等終末期を迎えた患者が在宅で安心
して療養し、看取りまで支援できるよう在
宅緩和ケアの提供体制の整備を図り、安
心安全な地域医療体制を推進する。
１　在宅緩和ケア推進会議の開催
　医療機関や在宅医療に関わる医師､薬
剤師､看護師､介護支援専門員等やﾎｽﾋﾟｽ
ｹｱ関連団体代表者､学識経験者､一般住
民等
２　在宅緩和ケアアドバイザー派遣事業の
実施
　保健所や訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ等の看護師
等を対象に実施
３　在宅緩和ケアフォーラムの開催
　保健所主催で３圏域開催
４　在宅緩和ケア等専門研修
　訪問看護ステーションや医療機関の看
護師を対象とした研修会を開催

災害時派遣医療チーム支
援事業

528

　災害時にＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）
が対応できる体制を整える。
１　ＤＭＡＴ運営会議の設置・運営
　熊本ＤＭＡＴ運営会議の開催(ＤＭＡＴ研
修受講済病院､14災害拠点病院､医師会､
消防関係者など)
２　ＤＭＡＴ隊員障害保険費
　ＤＭＡＴ隊員に係る障害保険の加入
（@5,249円×5名×9チーム）
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・H21年5月に５医療機関の産科及び小児科にＰＨＳを配備し、救急搬送の受け入れ
の相互調整を開始。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・配備先の医療機関からは好評を得ており、事業の継続が必要。

○平成20年度の取組みの成果
・第３期計画の評価を踏まえ、熊本県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健
福祉推進部会での４回の議論を経て、「くまもと・健やか・長寿プラン」を策定した。ま
た、平成２１年度高齢者関係資料集を作成した。
○平成21年度の取組み状況
・第３期計画の実績を把握するとともに、最終的な評価を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・くまもと・健やか・長寿プランで設定した数値目標が確実に達成されるように取り組
む。

○平成20年度の取組みの成果
・法定負担金のため、制度実施に要した費用から、法令に定められた割合を適正に
交付した。
○平成21年度の取組み状況
・制度実施に要する費用から、法令に定められた割合を適正に交付することとしてい
る。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・高齢者人口の増加に伴い、今後も負担金の増加が見込まれるため、その財源確
保が課題である。

○平成20年度の取組みの成果
・第３期計画に基づく必要な施設整備を行うことができた。
○平成21年度の取組み状況
・くまもと・健やか・長寿プラン及び経済危機対策により必要な施設整備を行うことと
している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・サービスの質の向上のため、ユニットケアの普及に努めていく。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業

○平成21年度の取組み状況
・補助対象事業者を募集中（第１次募集（１０月）、第２次募集（１１月～１２月）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・中山間地等に新規に事業所を開設しようとする事業者に対する補助事業の効果的
なPRが必要であり、多角的な事業周知を検討する。

○平成20年度の取組みの成果
・軽費老人ホーム設置者が利用者からの利用料を減免した経費に対して、補助金を
交付し、低所得者の利用を支援した。
○平成21年度の取組み状況
・同上。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・適正な補助金の執行を通じて、軽費老人ホーム利用者の利便性に資する。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・国が定めた補助単価に基づき、くまもと・健やか・長寿プラン及び経済危機対策に
伴う介護基盤の整備計画及び消防法施行令の改正に伴いスプリンクラー設置が義
務づけられた施設のスプリンクラーの設置の支援について、県に基金を造成した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・市町村等が実施する事業等が計画通りに進むことができるよう基金を造成し、それ
を原資に整備を行う。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・くまもと・健やか・長寿プラン及び経済危機対策に伴う介護基盤の整備計画及び消
防法施行令の改正に伴い、スプリンクラーの設置が義務づけられた施設のスプリン
クラーの設置について、助成金を交付する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・介護基盤の整備及びスプリンクラーの整備が市町村や事業所の計画どおりに整備
ができるよう適正な補助金の交付に努める。

○平成20年度の取組みの成果（修了者数）
・実務研修：409名　基礎研修：211名　更新研修：860名　専門研修：8名
・再研修：121名　　主任ケアマネ研修：69名
○平成21年度の取組み状況（修了見込み者数）
・実務研修：約400名　基礎研修：約200名　更新研修：約680名　専門研修：約130名
・再研修:約60名　主任ケアマネ研修：約150名
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・受講生のアンケート結果等を踏まえ、講師との検討会において、研修内容の精査
を図る。

　地域の介護ニーズに対応するため、地
域密着型介護老人福祉施設等の小規模
福祉施設の基盤整備の促進、及び消防法
施行令の改正に伴い、スプリンクラーの設
置が義務づけられた施設のスプリンクラー
の設置を支援するなど、高齢者及び社会
福祉施設の安心、安全を確保するために
介護基盤等を緊急に整備する。

ケアマネジメント活動推進
事業

7,219

　適切な介護保険サービスを提供するた
めのケアマネジメントを担当する介護支援
専門員について、その資格更新や資質向
上のための研修を実施する。

　家庭環境、住宅事情等の理由により居
宅において生活することが不安な高齢者
が、施設を低額な料金で利用し、健康で明
るい生活を送れるようにすることを目的と
する。軽費老人ホーム設置者が利用者か
らの利用料（事務費の一部）を減免した場
合、その減免した経費に対して補助金を
交付する。補助対象は旧ケアハウス、経
過的軽費老人ホームＡ型。

介護基盤緊急整備等臨時
特例基金事業(補正）

4,325,702

　地域の介護ニーズに対応するため、地
域密着型介護老人福祉施設等の小規模
福祉施設の基盤整備の促進、及び消防法
施行令の改正に伴い、スプリンクラーの設
置が義務づけられた施設のスプリンクラー
の設置を支援するため、県に基金を造成
する。

　くまもと・健やか・長寿プラン等に基づき、
社会福祉施設等の整備を行う社会福祉法
人等に対し、施設整備費について補助を
行う。

地域ケアの充実による待機
者解消支援事業

27,750

　居宅介護サービス事業者が、中山間地
等における居宅介護サービスの提供・充
実・向上を図るために行う費用の一部を助
成する。
①新たに居宅介護サービス提供のために
要する費用
②新たに出張所等（サテライト事業所）を
開設するために要する費用
③「２４時間の対応」「通院等のための乗
車又は降車の介助」等居宅介護サービス
の充実、その他サービス供給体制の向上
に要する費用補助率　所要額の１／２以
内、補助金の額　１０万円以上７５万円以
内

①熊本県社会福祉審議会高齢者福祉専
門分科会保健福祉推進部会の開催
②くまもと・健やか・長寿プラン策定２年目
における各種の事業実施状況の把握と分
析
③市町村計画の支援
④高齢者関係資料集の作成

介護給付費県負担金交付
事業

18,798,354

　市町村が実施主体である介護保険制度
実施に伴う費用のうち、法(介護保険法123
条）で定められた割合を負担するもので、
制度実施に要した費用から介護サービス
利用者負担（原則1割）を除き、１２．５％
(施設分は１７．５％）に相当する額を市町
村へ交付する。

要介護高齢
者への支援

高齢者かがやきプラン評
価・推進事業

3,773

老人福祉施設整備等事業 766,086

軽費老人ホーム事務費補
助事業

473,533

介護基盤緊急整備等事業
(補正）

2,969,162

周産期医療ホットライン事
業

896

　総合周産期母子医療センター、地域周
産期母子医療センター等の産科、小児科
にＰＨＳを配備し、産科医療施設からの母
体及び新生児搬送の迅速な受入れができ
るよう体制を整備する。
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組の成果
・「認知症介護の技術と地域活動」研修修了者：２１２人
・「生活機能の維持・向上を目指したホームヘルプ（リハビリテーション・介護予防的
視点）」研修修了者：１０４人
○平成21年度の事業の取組み状況
・「認知症介護の基礎知識と技術」
・「身体介護技術演習（心身に負担を掛けない為に）」
・「利用者の立場に立った訪問介護計画の作成と実践」
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・参加した訪問介護員からアンケートを取って、現場の訪問介護員が一番望んでお
り、必要性が高い研修を行っていく。

○平成20年度の取組の成果
・国保連の苦情処理報告をもとに状況の把握を行い、必要に応じて事業者指導や監
査を実施した。
○平成21年度の事業の取組み状況
・国保連の苦情処理報告をもとに状況を把握し、介護サービスの質の向上を図るた
め、引き続き指導・監査を実施していく。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・介護保険制度は定着してきているものの、数年おきに見直しとなる基準・報酬の改
定等や事業者の不適正なサービス等により、利用者等から寄せられる苦情相談件
数は一定数あり、今後も本事業のより一層の推進が必要である。

○平成20年度の取組みの成果
・県民介護講座については、開催回数１１２回で延べ２，６８４人の参加を得て、県民
介護講座を実施した。
○平成21年度の取組み状況
・介護機器・住宅改修についての相談体制を充実させ、介護機器・住宅改修のさらな
る普及を図る。
 ○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・参加者数をさらに増やすため、センターでの講座とともに、センター以外での出前
講座を充実させる。

○平成20年度の取組の成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の事業の取組み
・経済危機対策に伴い、介護職員の処遇改善を図るための介護職員処遇改善交付
金を県内の事業者に交付するため、県に基金を造成した。
 ○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・介護職員の処遇改善が円滑に進むよう基金を造成し、それを原資に介護職員処遇
改善交付金の交付を行う。

○平成20年度の取組の成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の事業の取組み状況
・H21.9.1から申請受付開始
・H21.10末現在の申請率：７２％
 ○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・なるべく多くの事業者が本交付金を利用して、介護職員の処遇改善に取り組むよ
う、未申請事業者に対して、再度周知を行い、申請促進を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・左記の認知症疾患医療センター（熊本モデル）、認知症対応強化型地域包括支援
センター、認知症コールセンターの平成２１年度設置に向けた制度構築等の準備作
業を行った。

○平成21年度の取組み状況
・認知症疾患医療センターについては、基幹型は熊本大学医学部附属病院を平成２
１年５月１日に、地域拠点型は７つの精神科病院を７月１日（１カ所のみ８月に指定
し、同日）から運用を開始した。
・認知症対応強化型地域包括支援センターについては、関係市町村と協議を進め、
要件に合致した５つの地域包括支援センターを１０月１日に指定し、同日から運用を
開始した。残り２つの市町についても現在調整を進め、早期の指定を目指している。
・認知症コールセンターについては、平成21年５月末に認知症の人と家族の会と委
託契約を締結し、７月から本格的に運用を行っている。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・３つのセンターとも本年度から新たに取り組んだ事業であることから、来年度は本
年度の運用における課題を分析し、より一層の充実を図る必要がある。特に、認知
症疾患医療センターについては、かかりつけ医をはじめ、関係者への周知を進める
とともに、認知症の早期発見を進めるため、市町村や地域包括支援センター、事業
者等との連携を強化する。

介護職員処遇改善交付金
事業(補正）

1,252,025

　介護職員の雇用環境を改善し、今後増
加する人材需要に応えるため、平成２１年
度の介護報酬（＋３．０％）に加えて、介護
職員の賃金の確実な引き上げなど介護職
員の処遇改善に取り組む事業者に助成を
行う。

認知症診療・相談体制強化
事業

54,607

１　認知症疾患医療センター運営事業
   県民が身近な医療機関で認知症の相
談・受診を行うことができるよう、地域での
拠点機能を担う「地域拠点型」認知症疾患
医療センター７カ所、県全体を統括する
「基幹型」認知症疾患センター１カ所を整
備（熊本モデル）し、運用する。
２　地域包括支援センター認知症対応力
強化モデル事業
　地域拠点型認知症疾患医療センター（７
カ所）が設置される市町村の地域包括支
援センターに認知症連携担当者を配置し、
地域拠点型認知症疾患医療センターやか
かりつけ医との連携を図り、在宅の認知症
高齢者の早期診断を促すとともに、他の
地域包括支援センターとのネットワークを
構築し、医療と介護の連携を促進する。
３　認知症家族支援体制強化事業（「認知
症ほっとコール」設置）
  認知症の初期段階から、認知症の知識・
介護技術の向上、適切な医療機関の紹介
及び精神面も含めた支援を行うため、認
知症の人と家族の会と協力して、電話相
談等の事業を行い、市町村や地域包括支
援センター、認知症医療疾患センターとの
連携を強化により身近で適切な家族支援
体制を強化する。

介護・実習普及センター運
営事業

14,950

　介護が必要な高齢者の在宅生活の質の
確保を図るとともに、高齢者を社会全体で
支える意識形成のため、介護実習・普及セ
ンターにおいて、県民に対する介護知識・
技術の普及及び介護機器・住宅改修につ
いての普及啓発、相談、情報提供を行う。

介護職員処遇改善基金事
業(補正）

6,714,278

　介護職員の雇用環境を改善し、今後増
加する人材需要に応えるため、平成２１年
度の介護報酬（＋３．０％）に加えて、介護
職員の賃金の確実な引き上げなど介護職
員の処遇改善に取り組む事業者に助成を
行うための交付金を受け入れる基金を造
成する。

訪問介護員資質向上推進
事業

1,796

　H20年度のアンケート結果から、特に訪
問介護員が必要としている次の３種の研
修を行う。
 ・「認知症介護の基礎知識と技術」５０人
×３クラス
 ・「身体介護技術演習（心身に負担を掛け
ない為に）」３０人×３クラス
 ・「利用者の立場に立った訪問介護計画
の作成と実践」　５０人×２クラス
　訪問介護員養成研修を行っている指定
事業者について、適正な研修が行われる
ように指導を続ける。

介護保険苦情処理体制整
備事業

3,826

  熊本県国民健康保険団体連合会（以下
「国保連」という。）が行う苦情処理の体制
確保等に要する運営経費等を県が助成す
る。
  なお、国保連が提供する事業者情報等
をもとに、県は必要に応じて事業者指導や
監査につなげ、介護サービスの質の向上
を図る。

高齢者支援
総室
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・認知症介護研修 ：487人が受講
・認知症サポート医養成研修：３人が受講
・かかりつけ医認知症対応力向上研修：１４９人が受講
・認知症サポーター養成講座：17,697人が受講

○平成21年度の取組み状況
・認知症介護研修 ：530人が受講予定
・認知症サポート医養成研修：３人が受講
・かかりつけ医認知症対応力向上研修：約140人が受講
・認知症サポーター養成講座：上半期で約14,000人が受講

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・認知症対策については、医療、介護、地域の３つの分野において施策を進める必
要があることから、４つの事業は今後も継続し、拡充する必要がある。しかし、厳しい
財政状況にあることから、民間活力の活用や受益者負担の見直し等を進め、効率的
に事業を遂行する。

○平成20年度の取組みの成果
・県内２市町（山鹿市、益城町）で平成１９～２０年度の２カ年で実施し、その事業成
果に関しては、医療、保健、介護、福祉の各分野の専門家からなる認知症地域支援
体制構築等推進会議で評価し、併せて、市町村を対象とするフォーラムを開催し、そ
の普及を行った。
○平成21年度の取組み状況
・平成２１～２２年度においては、新たに７市町村（玉名市、菊池市、合志市、西原
村、八代市、水俣市、錦町）をモデル地域として、事業を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・認知症の人とその家族に対する地域支援体制の構築は非常に重要。また、平成２
２年度までで９市町村で展開しているが、未実施市町村へのモデル事業の成果の普
及が重要であることから、各市町村への働きかけを強めていく。

○平成20年度の取組みの成果
・県からの働きかけもあり、市町村の高齢者虐待防止等ネットワークの設置要綱等
が整備されている市町村数は、平成１８年度では２２市町村、平成１９年度では３０市
町村、平成２０年度では３２市町村なっている。
○平成21年度の取組み状況
・引き続き、各地域振興局単位で市町村ネットワークの構築を支援していく。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・設置要綱未整備市町村においてもネットワークが存在することから、ネットワークの
質の向上に向け、引き続き、取組みを進める。

○平成20年度の取組みの成果
・県補助事業や情報提供等立ち上げ支援に取り組み、「地域の縁がわ」が181個所と
増加した。
○平成21年度の取組み状況
・整備補助金に対して、14団体より交付申請があり（申請総額16,902千円）、9団体へ
の交付を決定した（交付決定額9,941千円）。また、立ち上げ支援として相談窓口を設
置した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・500個所の整備に向けて更なる普及・推進に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・県整備補助金を創設し、８団体に交付決定。各団体においては、施設整備を行い、
ま　た地域との連携を深めながらサービス提供体制づくりに取り組んでいる。
・地域ふれあいホームがお互いに学び合うための連絡会を設立。研修会や情報交
換会を開催し、提供サービスの質の向上に取り組んでいる。また、市町村への普及
のための研修会の開催や情報提供等実施。県内への普及推進に取り組んだ。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・小規模多機能型居宅介護事業所等、地域密着型サービス事業を実施する事業所
が地域ふれあいホームに取り組むよう立ち上げのノウハウ情報の提供や研修会等
を開催し、連絡会への参加を促進する。

○平成20年度の取組みの成果
・全ての市町村において、小地域ネットワーク活動が行われるようになった。
・ほとんどの市町村（43市町村）において、ふれあいいきいきサロンが実施されるよう
になった。
○平成21年度の取組み状況
・小地域ネットワーク活動への参加や支援の方法等を調整するコーディネーターを
養成するため、「ネットワーク活動支援員養成講座」を開催する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・小地域ネットワーク活動において、災害時における要援護者の実効的な避難支援
ができるよう、研修会の開催等を通じて小地域ネットワーク活動の強化を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・県地域福祉支援計画の推進に寄与する28団体の取組みに対して助成を行い、地
域福祉の推進を図った。
○平成21年度の取組み状況
・事業の公募を行った結果、28団体から応募があり、審査会の結果、8月に17団体に
対して交付決定を行った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・引き続き事業の積極的な啓発を図り、民間の地域福祉活動団体等が行う多様な取
り組みを助成することにより、「県地域福祉支援計画」の着実な推進を目指す。

地域の結いづくり推進事業 8,367

　 誰もが住み慣れた地域で安心して生活
できるよう、地域住民相互で支え合う体制
の基盤となる「小地域ネットワーク活動（声
掛け、訪問見守り活動）」及び「ふれあいい
きいきサロン」の県内全域での普及推進
に、県社会福祉協議会と連携して取り組
む。

地域共生くまもとづくり事業 10,375

　地域福祉の推進を図るため、支え合い
の地域づくりや地域福祉の担い手育成な
どの活動で、先駆的又はモデル的な活動
を行う民間団体の活動経費を助成する。

認知症地域支援ネットワー
ク推進事業

637

　今後認知症高齢者の増加が予想される
中で、高齢者の一人ひとりが住み慣れた
地域で安心して暮らせる体制づくりを進め
ることが必要である。そのため、全市町村
に地元関係機関による高齢者を見守り支
えるネットワークが構築されることを目標
に、地域振興局単位に関係機関・団体に
よる連絡会議を設置し、市町村を支援す
る。

健康福祉政
策課

地域の縁がわづくり推進事
業

11,910

　 子ども、高齢者、障がい者など対象者を
限定することなく、誰もが集い、支え合う地
域福祉の拠点「地域の縁がわ」づくりを行
う団体に対し、施設改修等の費用への助
成を行うと共に、情報提供や相談窓口の
設置等による立ち上げや運営の支援を行
う。

地域ふれあいホーム整備
推進事業

21,599

　「地域の縁がわ」づくりに取り組みなが
ら、介護や子育て等日中及び夜間の支援
を行う小規模多機能サービス施設「地域
ふれあいホーム」を整備する団体に対し、
施設改修等費用の助成を行うと共に、研
修会や情報交換会の開催等に取り組む。

認知症介護研修等事業 6,096

１　認知症介護研修
　認知症高齢者等へのケアの質の向上を
図るため、介護施設・事業所の従事者を
対象に、認知症の知識や介護技術等を習
得する研修を実施する。
２　認知症サポート医養成研修
　認知症専門医を養成するため、国が主
催する「認知症サポート医養成研修」に医
師を派遣する。
３　かかりつけ医認知症対応力向上研修
　２で養成したサポート医等を講師として、
県内の各地域のかかりつけ医に対し、認
知症の早期発見に係る知識の習得及び
専門医による早期治療につなげるための
手法等についての研修を県医師会に委託
して実施する。
４　認知症サポーター養成講座
　認知症の人を地域で支えていく為に、認
知症に関する正しい知識を広く県民に周
知するため、認知症サポーター養成講座
を開き、平成２３年度までに約５万人（累
積）を養成することとしている。

認知症地域支援体制構築
等推進事業

23,071

　認知症高齢者とその家族が、住み慣れ
た地域で安心して暮らせるような支援体制
を構築するために、モデル地域を指定し、
地域支援体制の強化に向けた事業を実施
する。
　具体的には、コーディネーターを配置し、
地域資源マップの作成、徘徊SOSネット
ワーク等のネットワークの構築、地域ケア
等のサポート等の事業を進める。
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・福祉人材無料職業紹介事業等において求職者と求人事業所のマッチングに取組
み、９７人の就職に結びつけた。
○平成21年度の取組み状況
・福祉人材無料職業紹介事業のほか、福祉人材合同選考会（福祉の就職総合フェ
ア）を開催し、福祉・介護人材の確保に取り組む。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・近年、福祉・介護分野においては、厳しい労働環境などから、参入者が少なく、また
離職率が高く人材が定着しないなどの課題があるため、新たな人材の掘り起こし、
潜在的有資格者の呼び戻し及び定着支援に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・事業の積極的な推進により、利用者が前年度の493人から551人へ増加した。
・事業の実施体制の充実強化を図るため、県社協から市町村社協への業務の全面
委託を推進し、33市町村社協への全面委託が完了した。
○平成21年度の取組み状況
・前年度に引き続き、県社協から市町村社協への業務の全面委託を推進し、7市町
村社協への全面委託手続が完了した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成22年度までに残り7市町村社協への全面委託手続を進め、利用者の利便性、
業務の迅速性を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・障がい者の自立と地域生活への移行を進めるため、地域移行や一般就労等の目
標とそのために必要なサービス見込量等を定めた県障害福祉計画を策定した。
○平成21年度の取組み状況
・平成２３年度からの次期障がい者計画の策定に向けて、現行計画の評価・検証、
各障がい者団体との意見交換を行っており、今後、検討委員会の設置の準備を進
める予定。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・障害者自立支援法の廃止後の制度が不透明。このため、計画の検討において、根
幹となるサービス体制等をどう整理するかが課題。

○平成20年度の取組みの成果
・全市町村において、必須事業（相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常
生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業）を始
め地域の実情に応じた事業（日中一時支援事業、社会参加促進事業等）を実施。
○平成21年度の取組み状況
・同上
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・各市町村において、必須事業の確実な実施と、地域のニーズに応じた事業に取り
組むための支援を行う。

○平成20年度の取組みの成果
・市町村審査会事務局担当者を対象とする研修を開催し、事務レベルでの課題・問
題点の共有化を図った。また、認定調査員（現任）研修において、実例をもとにした
研修を導入するなど、資質の向上に寄与した。
○平成21年度の取組み状況
・福祉総合相談所や県内４ブロック毎のリーダー（市町村保健士）と連携し、より現場
に即した題材を取り入れている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・障害の特性を反映しにくいシステムであるため、研修内容をさらに充実させ、平準
化に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・報酬改定や利用者負担減に対応し、所要額を措置した。
○平成21年度の取組み状況
・平成20年度分の実績報告を受け、確定させた。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・障害者自立支援法施行後、当該費用は毎年５～６％増加しており、持続可能な制
度とする必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・H20実績･･･開催回数：１回（認容）
○平成21年度の取組み状況
・H21実績･･･開催回数：１回（認容）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・関係法に基づき、厳正に対応する。

○平成20年度の取組みの成果
・発達障がい者支援体制整備検討委員会、医療機関関係者や保健師等を対象にし
た発達障がい研究会を開催した。
○平成21年度の取組み状況
・発達障がい者支援体制整備検討委員会、発達障がい者支援セミナー及び発達障
害研究会を開催する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・発達障害の早期診断、早期治療を推進するため医師及び心理士等を対象に研究
会を複数回実施する。

○平成20年度の取組みの成果
・老朽改築１件（知的障害者更生施設「迎幸学園」。施行後、障害者支援施設「サ
ニーサイド」設置）
○平成21年度の取組み状況
・日中活動系サービス事業所　創設２件
・グループホーム・ケアホーム　創設６件、改修４件
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・昭和４０～５０年代に整備した施設の建て替え、新体系サービスの移行に向けた事
業所の創設、改修が増加する見込みだが、財政状況が厳しく、所要の予算確保が
困難な状況。

　障がい者福祉施設の創設や改修を行う
社会福祉法人や医療法人等に対し、その
経費の一部を補助する。

　市町村の介護給付費等にかかる処分に
不服がある障害者が、知事に対して提起
した審査請求を審理する機関として、障害
者介護給付費等不服審査会を設置する。

発達障害者支援体制整備
事業

490

　発達障がい者支援支援体制整備検討委
員会を設置し、支援体制のあり方検討・県
支援計画の作成、発達障害児（者）の実態
把握等を行うとともに、発達障害に係る普
及啓発を行う。

　全国共通の基準に基づき、市町村にお
いて客観的かつ公平公正な障害程度区分
認定が行われるよう、認定調査員、市町
村審査会委員及び主治医研修を実施す
る。

障害福祉サービス費等負
担事業

4,545,529

　障害者及び障害児の福祉の増進を図る
ため、市町村が支弁する自立支援給付費
の支給に要する費用の一部（四分の一）を
負担する。

　「くまもと障害者プラン」に掲げる施策の
着実な推進・実現を図るため、関係機関等
への働きかけや協議・調整を行うととも
に、当事者である障がい者の視点で評価
し、必要な見直しを行う。

市町村地域生活支援事業 197,682

　市町村が、地域の特性や利用者の状況
に応じた柔軟な事業形態により、障害者自
立支援法に基づき、障がい者（児）が、地
域において自立した日常生活又は社会生
活を営むことができる社会の実現のため、
地域生活支援事業に要する経費の一部を
補助する。

障がい者の地
域生活支援

くまもと障害者プラン推進
事業

2,537

障害程度区分認定調査員
等研修事業

1,186

障害者介護給付費等不服
審査会設置運営事業

2,348

障がい者福祉施設整備費 195,027

福祉人材センター運営事業 24,295

　福祉・介護サービスを支える社会福祉従
事者の確保及び従事者の質の向上を図る
ため、福祉人材センターにおいて、福祉人
材無料職業紹介事業及び社会福祉従事
者研修事業等を実施する。

日常生活自立支援事業 41,526

　認知症高齢者等判断能力が不十分な
方々が、地域において自立した生活を送
れるよう、（社福）熊本県社会福祉協議会
が行う日常生活自立支援事業を支援す
る。
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・自立支援協議会を開催し、相談支援体制の課題を整理した。
・相談支援専門員研修により、資質の向上に寄与した。
○平成21年度の取組み状況
・相談支援専門員（初任者）研修を開催した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・地域自立支援協議会の活性化と相談支援専門員の専門性の向上

○平成20年度の取組みの成果
・熊本、有明、宇城、山鹿の4圏域において、条件が整えば退院可能な精神障がい
者44名に対して個別の支援を実施し、うち23名が退院・地域移行。
○平成22年度の取組み状況
・熊本、菊池、阿蘇、天草圏域において事業を実施中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・これまでの実施結果を踏まえ、いくつかの圏域における事業の進め方が課題となっ
ている。これらの圏域について、本年度中に今後の事業の進め方を関係機関と協
議。

○平成20年度の取組みの成果
・相談件数　10,948件（H19年度比104%）、１日平均　30件
○平成21年度の取組み状況
・電話相談　10:00～22:00（１日１２時間）、年中無休で実施。
・電話カウンセラー養成研修　新人研修及び継続研修を実施
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・自殺予防対策の一翼を担う事業であり、今後とも本事業が適正に運営できるよう補
助する。

○平成20年度の取組みの成果
・H20年度は、年間約660件の利用（電話相談、通院、入院等）あり。
○平成21年度の取組み状況
・救急医療輪番表作成及び当番病院の空床確保については、熊本県精神科病院協
会に委託。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・複雑・多様化する相談内容等に対応できるよう「精神科救急情報センター」設置に
向けた、具体案を検討する（機能、設置場所、職員配置等）。

○平成20年度の取組みの成果
・H20年7月に高脳機能障害支援センター（熊本大学）を指定、10月から支援コーディ
ネーターを配置。
・相談事業：８５件、研修会：５２０人、連絡協議会：１５０人の参加
○平成21年度の取組み状況
・相談支援事業・普及啓発及び研修・関係機関への情報提供の業務を委託。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・高次脳機能障害支援センターの周知を図るとともに、関係機関とのネットワークの
構築に努める。

○平成20年度の取組みの成果
　・精神障害者生活訓練施設３件、精神障害者通所授産施設３件、精神障害者福祉
ホームＢ型２件の計８件の施設に対し、運営費の補助を行った。
○平成21年度の取組み状況
　・精神障害者生活訓練施設３件、精神障害者通所授産施設２件、精神障害者福祉
ホームＢ型２件の計７件の施設に対し、運営費の補助を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　・新体系サービスへの速やかな移行を促進することが必要。

○平成20年度の取組みの成果
・H19年度から２年間１３０名の方に身体障がい者相談員の業務を委託。
・H20年度は、年間約１７００件の相談を受ける。
○平成21年度の取組み状況
・H21年度から新たに２年間１２７名の方に身体障がい者相談員の業務を委託する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・複雑・多様化する相談内容に対応できるよう、「身体障がい者相談員強化事業」等
を有効に活用し、また、相談員、行政、相談支援事業所等の連携を深め、ニーズに
的確な活動ができるように努める。

○平成20年度の取組みの成果
・H19年度から２年間３６名の方に知的障がい者相談員の業務を委託。
・H20年度は、年間約８７０件の相談を受ける。
○平成21年度の取組み状況
・H21年度から新たに２年間３６名の方に知的障がい者相談員の業務を委託する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・複雑・多様化する相談内容に対応できるよう、「知的障がい者相談員強化事業」等
を有効に活用し、また、相談員、行政、相談支援事業所等の連携を深め、ニーズに
的確な活動ができるように努める。

○平成20年度の取組みの成果
・補装具費の判定件数　　　　　 2,366件数
・自立支援医療費の判定件数　   4,662件数
・身体障害者手帳の交付件数     7,764件数
○平成21年度の取組み状況
・補装具費、自立支援医療費及び身体障害者手帳の速やかな判定、交付に努め
た。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成２２年４月１日付けで身体障害者福祉法施行令の改正が予定されており、新た
に「肝臓機能障害」が追加されることとなった。肝臓機能障害に係る新規交付申請の
増加が見込まれるが、速やかな手帳交付に取り組む。

知的障がい者相談員設置
費

830

　県内の各地域に相談員を設置すること
により、知的障がい者の家庭における各
種相談及び施設入所、就学、就職等の相
談を行い、知的障がい者の自立した日常
生活、社会生活の実現のための業務を行
う。

更生相談所費 23,094

・身体障害者の医学的、心理学的判定を
行うと共に、必要に応じて、補装具の処方
及び適合判定を行う。
・市町村からの依頼に基づき、自立支援医
療（更生医療）の適用に関する要否判定を
行う。
・身体障害者手帳交付申請に係る審査と
認定を行い、身体障害者手帳の交付を行
う。

精神障害者社会復帰施設
運営費補助

222,151

　精神障害者の社会復帰の促進を図るた
め、精神障害者社会復帰施設の運営主体
に対し、その運営に要する経費を補助（対
象経費の10/10）する。当該施設は、障害
者自立支援法の施行に伴い、新たな障害
福祉サービス体系へ移行することとなるが
（法施行はH18.10.1から）、既存施設につ
いては、法施行後概ね5年間の経過措置
が設けられている。

身体障がい者相談員設置
費

2,657

　身体障がい者からの各種相談に応じる
とともに、関係機関の業務に対する協力等
を行うことにより、身体障がい者の自立し
た日常生活、社会生活の実現のための業
務を行う。

精神科救急医療システム
整備事業

16,424

　精神疾患の急発又は急変のため医療及
び保護を必要とする者に迅速かつ適切な
医療を提供するため、休日や夜間におけ
る精神科救急医療システムを整備、運用
する。

高次脳機能障害対策推進
事業

4,045

　高次脳機能障害の家族や本人の相談に
応じるとともに、医療機関や福祉サービス
事業所が、当事者に適切な対応ができる
よう指導に努める。

精神障害者地域移行支援
特別対策事業（退院促進）

5,379

　条件が整えば退院可能な精神障がい者
に対して個別の支援を提供することで、退
院可能な精神障がい者の地域移行及び
自立を促進する。
　事業については、各保健所圏域をスライ
ドさせながら実施しており、本年度は熊
本、菊池、阿蘇、天草圏域で実施する。
【実施期間：平成19年度～23年度】

熊本こころの電話運営補助 900

　社団法人熊本県精神保健福祉協会が実
施する「熊本こころの電話」事業に対する
運営費を補助する。

※「熊本こころの電話」：精神的健康を損
ねている人に対し、一定期間、養成研修を
受けたボランティアの電話カウンセラーが
年中無休で電話相談に応じている。

障がい者相談支援推進事
業

3,259
　相談支援体制の質的向上を図るため、
自立支援協議会を設置するとともに、相談
支援専門員の養成研修に取り組む。

障がい者支
援総室
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・関節置換術や心臓ペースメーカー埋め込み術、人工透析療法など、身体障がい者
の更生のために行った医療に係る本人の自己負担額の軽減のため、公費負担を
行った（対象者：９，９４０人）。※（参考）公費負担割合：国1/2、県・市町村各1/4
○平成21年度の取組み状況
・前年度と同様、対象となる障がい者に公費負担を行っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・国において障害者自立支援法の廃止の方向性が示されたため、今後の動向を注
視しながら業務に支障がないよう対応する。

○平成20年度の取組みの成果
・市町村が実施した重度心身障がい者への医療費助成（平成20年度末現在受給
者：45,978名、助成件数：473,349件）に対し、補助金を交付することにより、全県的な
制度運営を確保し、重度障がい者の医療費負担の軽減に寄与した。
○平成21年度の取組み状況
・前年度と同様、事業実施市町村に対し、補助を実施する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・障がい者の日常生活を下支えする全国普遍的な制度であることから、地方交付税
等での財源措置を国に対して引き続き要望を行うとともに、政令市等との負担割合
の見直し事例を踏まえた検討が必要である。

○平成20年度の取組みの成果
・受給者に対し、治療に要した医療費のうち公費負担分について、適正に執行した。
○平成21年度の取組み状況
・請求内容等の審査を実施しながら、法令に定められた負担割合について適正に支
出する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・国において自立支援法の廃止の方向性が示されたため、動向を注視しながら業務
に停滞がないよう実施する。また、精神疾患は増加傾向にあり、今後も医療費の増
加が見込まれるため、その財源確保が課題となる。

○平成20年度の取組みの成果
・措置入院となった者に対し、治療に要した医療費を適正に執行した。
○平成21年度の取組み状況
・請求内容等の審査を実施しながら、適正な支出を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・措置入院は減少傾向にあるが、精神疾患は増加傾向にあり、今後も医療費の増加
が見込まれるため、その財源確保が課題となる。

○平成20年度の取組みの成果
・精神保健福祉センター等関係機関と連携し、適正に実施。
　H20年度手帳交付件数：5,946件　H20年度末手帳所持者数：10,945名
○平成21年度の取組み状況
・ 同上
　H21.4～10手帳交付件数：3,738件　H21.10末現在手帳所持者数：11,309名
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・処理件数は年々増加しており、今後とも関係機関と連携し、速やかな手帳交付に
努める。

○平成20年度の取組みの成果
・療育手帳交付（判定）件数　　1,651件
○平成21年度の取組み状況
・新規申請、再判定申請件数の増加に対応するため、定期的に集中判定日を設け、
判定件数の増加を図った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・療育手帳は、面接の上、発達検査・知能検査を実施し判定しており、１件の判定に
時間を要する。今後も、集中判定日を設定するなど、判定件数の増加を図り、療育
手帳の速やかな交付に努める。

○平成20年度の取組みの成果
・１７市町村　２０件　補助額5,554千円
○平成21年度の取組み状況
・予算額11,929千円を確保し、障がい者の在宅での自立支援、寝たきり防止及び介
護者の軽減を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・今後も、複雑・多様化するニーズに応えられるよう、市町村と連携・協力し、個別に
協議しながら事業実施に努める。

○平成20年度の取組みの成果
・(社福)熊本県社会福祉事業団に福祉ホーム（定員20人）の管理運営を委託し、住
居を必要としている障がい者に対し、低額な料金で居室等を提供した。
○平成21年度の取組み状況
・ 同上。なお、入居者アンケートの結果、高い満足度を得ている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成22年度から民営化するため、事業廃止。

○平成20年度の取組みの成果
・1,933件（2月定期払い時の件数。県分（町村）のみ）　・164,868千円（年間支払総
額）
○平成21年度の取組み状況
・予算額170,851千円を確保し、手当の認定、支給事務を実施している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・受給者の増加から予算の不足が予想されるため、補正予算により増額予定。

特別障害者手当等給付事
業

170,851

　精神・知的又は重度の障がいにより、日
常生活において常時特別の介護を必要と
する在宅の障がい者（町村居住者）等に対
して、国及び県がその重度の障がいにより
生じる負担の軽減を図る一助として手当を
支給する。
（市福祉事務所分は各市において認定、
支払い）

障がい者住宅改造助成事
業

11,929

　重度の身体障がい児（者）及び知的障が
い児（者）がいる世帯に対し、住宅改造に
必要な経費を助成する市町村に助成費の
１／２を補助することにより、障がい者の
在宅での自立支援、寝たきり防止及び介
護者の軽減を行う。

熊本県りんどう荘管理委託
事業

5,895
　熊本県りんどう荘の管理運営を指定管
理者に委託し実施する。

精神障害者保健福祉手帳
交付事業

2,973

　精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律第４５条の規定に基づき、精神疾患を
有する者のうち精神障がいのために長期
にわたり日常生活又は社会生活へ制約が
ある者に対して県知事が手帳を交付す
る。

療育手帳交付 1,944
　知的障害者（児）に対して、一貫した指導
相談を行い、各種の援助措置を受けやす
くするため療育手帳を交付する。

精神通院医療費 2,642,075

　障害者自立支援法第５８条の規定に基
づき、県知事が支給認定した精神障がい
者が病院や調剤薬局等の指定自室支援
医療機関において要した通院医療費を公
費で負担する。

精神保健医療費 181,808

　精神保健予備精神障害者福祉に関する
法律第２９条の規定に基づき、県知事が
措置入院させた精神障がい者に係る入院
医療費を公費で負担する。

更生医療費 541,645

　身体障がい者の障がいを軽減・回復させ
る手術を行う等、身体障がい者の更生に
必要な医療（自立支援医療（更生医療））
の実施に対して公費負担を行う。
　障害者自立支援法に基づき市町村が行
う自立支援医療（更生医療）費の給付に要
する費用の４分の１を県が負担する。

重度心身障がい者医療費
助成事業

1,854,572

　重度心身障がい者の福祉の増進を図る
ため、重度心身障がい者への医療費助成
事業を行う市町村に対して補助金を交付
する。
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・心身障害者（年金受給権者）に対して、月額2万円（又は4万円）の年金を毎月着実
に給付することにより、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に寄与した。（平成
20年度末年金受給者数：446名）
○平成21年度の取組み状況
・ 同上
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・熊本市が政令市へ移行した場合、熊本市の区域の加入者は全て引き継ぐことにな
ることから、当該加入者に混乱が生じないよう、その準備等適切に対応する必要が
ある。

○平成20年度の取組みの成果
・障がい者モデル支援施設の選定・支援、経営講座の開催、ホームページによるオ
ンラインショッピングの立ち上げ、大型商業施設での販売会の開催などに積極的に
取組み、４９１円の工賃アップを図った。
○平成21年度の取組み状況
・大型商業施設での販売会を１カ所１回から４カ所５回開催に増やし、工賃アップに
取り組んでいる。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・官公庁をはじめ、民間企業等を含めた優先発注の促進や製品等の共同受発注シ
ステムの構築に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・施設の改修等の各事業に積極的に取り組んだ結果、目標とする地域移行（累計２
６８人）や一般就労への移行（年６９名）は、計画に沿って順調に進んだ。
○平成21年度の取組み状況
・平成20年度の緊急経済対策に伴い原資となる基金が延長、積増しされ、事業も延
長された。これをうけ、施設の改修等をはじめメニュー事業についても引き続き積極
的に実施している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・国の障害者自立支援対策臨時特例交付金による平成２３年度までの期限付きの
事業であり、終了後の対応について要検討。

○平成20年度の取組みの成果
・相談支援体制の整備や市町村、事業者への支援等の各事業に取り組んだ結果、
障害者の地域生活に向けた環境整備を進めることができた。
○平成21年度の取組み状況
・平成20年度の緊急経済対策に伴い原資となる基金が延長、積増しされ、事業も延
長された。これをうけ、相談支援体制の整備等をはじめメニュー事業についても引き
続き積極的に実施している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・国の障害者自立支援対策臨時特例交付金による平成２３年度までの期限付きの
事業であり、終了後は何の対応も必要ないのか要検討。

○平成20年度の取組みの成果
・県補助事業や情報提供等立ち上げ支援に取り組み、「地域の縁がわ」が181個所と
増加した。
○平成21年度の取組み状況
・整備補助金に対して、14団体より交付申請があり（申請総額16,902千円）、9団体へ
の交付を決定した（交付決定額9,941千円）。また、立ち上げ支援として相談窓口を設
置した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・500カ所の整備に向けて更なる普及・推進に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・県整備補助金を創設し、８団体に交付決定。各団体においては、施設整備を行い、
また地域との連携を深めながらサービス提供体制づくりに取り組んでいる。
・地域ふれあいホームがお互いに学び合うための連絡会を設立。研修会や情報交
換会を開催し、提供サービスの質の向上に取り組んでいる。また、市町村への普及
のための研修会の開催や情報提供等実施。県内への普及推進に取り組んだ。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・障がい者就労支援を行う事業所等が地域ふれあいホームに取り組むよう立ち上げ
のノウハウ情報の提供や研修会等を開催し、連絡会への参加を促進する。

○平成20年度の取組みの成果
・全ての市町村において、小地域ネットワーク活動が行われるようになった。
・ほとんどの市町村（43市町村）において、ふれあいいきいきサロンが実施されるよう
になった。
○平成21年度の取組み状況
・小地域ネットワーク活動への参加や支援の方法等を調整するコーディネーターを
養成するため、「ネットワーク活動支援員養成講座」を開催する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・小地域ネットワーク活動において、災害時における要援護者の実効的な避難支援
ができるよう、研修会の開催等を通じて小地域ネットワーク活動の強化を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・県地域福祉支援計画の推進に寄与する28団体の取組みに対して助成を行い、地
域福祉の推進を図った。
○平成21年度の取組み状況
・事業の公募を行った結果、28団体から応募があり、審査会の結果、8月に17団体に
対して交付決定を行った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・引き続き事業の積極的な啓発を図り、民間の地域福祉活動団体等が行う多様な取
り組みを助成することにより、「県地域福祉支援計画」の着実な推進を目指す。

地域の結いづくり推進事業
（再掲）

8,367

　 誰もが住み慣れた地域で安心して生活
できるよう、地域住民相互で支え合う体制
の基盤となる「小地域ネットワーク活動（訪
問見守り活動、ふれあいいきいきサロン活
動等）」等の県内全域での普及推進に、県
社会福祉協議会と連携して取り組む。

地域共生くまもとづくり事業
（再掲）

10,375

　地域福祉の推進を図るため、支え合い
の地域づくりや地域福祉の担い手育成な
どの活動で、先駆的又はモデル的な活動
を行う民間団体の活動経費を助成する。

障害者自立支援法施行円
滑化事業

140,847

　障害者自立支援法の円滑な施行を図
り、障がい者が自立し安心して地域生活を
送ることができるよう、相談支援体制の整
備等、市町村や事業所等に対する支援を
行う。

健康福祉政
策課

地域の縁がわづくり推進事
業
（再掲）

11,910

　子ども、高齢者、障がい者など対象者を
限定することなく、誰もが集い、支え合う地
域福祉の拠点「地域の縁がわ」づくりを行
う団体に対し、施設改修等の費用への助
成を行うと共に、情報提供や相談窓口の
設置等による立ち上げや運営の支援を行
う。

地域ふれあいホーム整備
事業
（再掲）

21,599

　「地域の縁がわ」づくりに取り組みなが
ら、介護や子育て等日中及び夜間の支援
を行う小規模多機能サービス施設「地域
ふれあいホーム」を整備する団体に対し、
施設改修等費用の助成を行うと共に、研
修会や情報交換会の開催等に取り組む。

障がい者支援施設工賃
アップ推進事業

6,880

　障がい者支援施設等の経営改善を図る
ことにより、施設利用者の工賃アップを図
り、経済的自立を促進する。そのために、
展示商談会、販売会、モデル施設の支
援、管理者・職員対象の経営講座等を実
施する。

障害者自立支援法移行促
進事業

286,784

　旧法施設の（障害者自立支援法に規定
する）新体系施設への移行、施設入所者
や長期入院者の地域移行及び障がい者
の一般就労移行を促進するため、施設や
作業所等に対する助成等の支援を行う。

心身障害者扶養共済事業 251,894

　心身障がい者の保護者が生存中に一定
額の掛金を納付することにより、加入者
（保護者）が死亡又は重度障がいの状態
になったとき、障がい者に終身一定額の年
金を支給する。
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・福祉人材無料職業紹介事業等において求職者と求人事業所のマッチングに取組
み、９７人の就職に結びつけた。
○平成21年度の取組み状況
・福祉人材無料職業紹介事業のほか、福祉人材合同選考会（福祉の就職総合フェ
ア）を開催し、福祉・介護人材の確保に取り組む。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・近年、福祉・介護分野においては、厳しい労働環境などから、参入者が少なく、また
離職率が高く人材が定着しないなどの課題があるため、新たな人材の掘り起こし、
潜在的有資格者の呼び戻し及び定着支援に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・事業の積極的な推進により、利用者が前年度の493人から551人へ増加した。
・事業の実施体制の充実強化を図るため、県社協から市町村社協への業務の全面
委託を推進し、33市町村社協への全面委託が完了した。
○平成21年度の取組み状況
・前年度に引き続き、県社協から市町村社協への業務の全面委託を推進し、7市町
村社協への全面委託手続が完了した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成22年度までに残り7市町村社協への全面委託手続を進め、利用者の利便性、
業務の迅速性を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・H21年度中に新事業へ移行するうちの６施設に対して、設備等整備の補助を行っ
た。
○平成21年度の取組み状況
・H22年度中に新事業へ移行予定のうちの８施設に対して設備等整備の補助を行
う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・新体系への移行期限がH23年度中であり、H22～H23年度に移行予定の施設が多
いため、本事業を利用予定の施設の状況を把握し、優先順位をつけていく必要があ
る。

○平成20年度の取組みの成果
・所要額を措置し、事業者の激変緩和や利用者負担軽減に寄与した。
○平成21年度の取組み状況
・新たた事業を追加し、事業者の運営安定策を講じている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・Ｈ２４までの基金事業であり、事業終了後の対応について、恒久的な対策を講じる
必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・相談支援：１２６７件、発達支援：９件、就労支援：３０件、普及啓発及び研修：３４９
回を実施した。
○平成21年度の取組み状況
・上記支援・普及啓発研修等を行うとともに、支援機関職員のスキルアップを効率的
に行えるように、関係機関と連携しながら体系的な研修体制の構築に取り組む。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・幼少期に比べ支援が十分でない思春期・成人期の自立のための社会参加支援、
就業支援への取組みの強化に取り組んでいく。

○平成20年度の取組みの成果
・地域療育センターによる支援事業実施件数：４，４０４件
・障害児等療育支援事業実施件数　難聴児：２０６件、発達障害：４８７件
○平成21年度の取組み状況
・障害者自立支援法に規定された都道府県地域生活支援事業のひとつであり、専
門性の高い相談支援事業として強化を図っていく。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・各地域療育センターの機能及び専門性の向上、連携体制の確立、発達障害児の
早期発見・療育についての手段・システムの確立のため、こども総合療育センターに
よる療育支援を継続して実施するとともに地域療育ネットワーク会議等の活用により
各県域内の体制整備を推進する。

○平成20年度の取組みの成果
・利用登録者数は年々増加しており、５施設で２０５人の利用登録者があった。
○平成21年度の取組み状況
・前年度と同様の体制で実施する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・本事業は、在宅の重度心身障がい児(者)にとって、数少ない在宅支援事業であり、
利用者の利便性を考慮した配置や、熊本市実施分の枠拡大などが要望されている
が、国の障害児支援のあり方の見直しに関する検討会報告においては、法的位置
付けや実施主体等について検討するとされており、今後、国の動向を見ながら対応
を検討していく。

○平成２０年度の取組みの成果
・地域療育関係者からの要請に応じた支援が６６９件、専門的療育機関から地域へ
の移行に伴う支援が１０５件であった。
○平成２１年度の取組み状況
・基本的には前年度と同様に取り組むが、特に地域療育に関わる人材育成を目的と
して、地域療育関係者に対する「間接支援」を強化する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・この事業により、各地域療育センターの機能が向上し、相談件数も年々増加してい
る。今後はより専門的な視点から助言・指導できる人材の育成や、在宅の障がい児
（者）が利用できる社会資源の掘り起こしなど、療育の裾野を拡げていくこと、それを
有効に利用できる支援体制整備が主なテーマとなる。また、自立支援法に代わる新
法案の成立後は、この法案への対応も大きな課題である。

療育拠点施設・地域療育等
支援事業

3,239

　在宅の障害児（者）に対して、身近な地
域で必要なサービスの提供ができるよう
に、県内10圏域の地域療育センターと連
携し、地域における支援体制整備と、地域
療育関係者の資質向上を目的とした支援
を行う。

地域療育総合推進事業 30,619

　在宅障害児の地域における生活を支え
るため、身近な地域で療育指導、相談支
援等が受けられる体制を充実し、福祉の
向上を図る目的で、地域療育ネットワーク
推進事業、地域療育センター事業、障害
児等療育支援事業を行う。

重度心身障害児（者）通園
事業

88,365

　在宅の重度心身障がい児(者)に対して、
通園の方法により機能訓練等の必要な療
育を行うことにより運動機能低下を防止す
るとともにその発達を促進し、併せて保護
者等への療育技術指導を行う。県内５か
所で実施する。

障がい者支

障がい者就労訓練設備等
整備費

98,000

　障害者自立支援法の施行に伴い、障が
い者施設が就労移行支援等の障がい福
祉サービスへ移行する際に必要となる設
備等の購入に要する経費を補助し、障が
い福祉サービスへの円滑な移行を促進す
る。

障害福祉サービス事業者
等運営安定化事業

264,890
　旧体系施設等に対する報酬の90％保障
及び日中活動サービス事業所に対する送
迎サービス費を助成する。

発達障害者支援センター事
業

24,576

　発達障がい児(者)に対する支援を総合
的に行う拠点として、相談支援、発達支
援、就労支援、普及啓発及び研修等の事
業を実施する。（発達障がい児(者)を多く
受け入れている知的障害児（者）施設を運
営している社会福祉法人　三気の会に委
託）

福祉人材センター運営事業
（再掲）

24,295

　福祉・介護サービスを支える社会福祉従
事者の確保及び従事者の質の向上を図る
ため、福祉人材センターにおいて、福祉人
材無料職業紹介事業及び社会福祉従事
者研修事業等を実施する。

日常生活自立支援事業
（再掲）

41,526

  知的障がい者等判断能力が不十分な
方々が、地域において自立した生活を送
れるよう、（社福）熊本県社会福祉協議会
が行う日常生活自立支援事業を支援す
る。
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・平成２０年度は４１１名が受講した。
○平成21年度の取組み状況
・平成２１年１２月から平成２２年３月にかけて開催予定。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・受講者間のレベル差があるため、一定の受講要件を検討する必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・児童相談所や福祉総合相談所と連携し、事業に取り組んだ。
○平成21年度の取組み状況
・通常の事務と並行して、熊本市児童相談所開設に伴う、熊本市への引継、事務支
援を行っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成22年４月熊本市児童相談所の開設に伴い、熊本市出身児童の支援が県から
熊本市へ移管するため、適正な事務執行に配慮する必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度限りの事業
○平成21年度の取組み状況
・(社)熊本県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に左記物件の表示登記を委託し、
この完了を受け、登記嘱託により保存登記を適正に執行、完了した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・当該事業は、平成21年度単年度事業のため廃止。
　（なお、平成22年度は登記嘱託により、移転登記を実施予定）

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度限りの事業
○平成21年度の取組み状況
・(社)熊本県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に左記物件の表示登記を委託し、
この完了を受け、登記嘱託により保存登記を適正に執行、完了した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・当該事業は、平成21年度単年度事業のため廃止。
　（なお、平成22年度は登記嘱託により、移転登記を実施予定）

○平成20年度の取組みの成果
・(社)熊本県精神科病院協会に熊本県あかね荘（自立訓練　定員50人）、熊本県あ
かねワークセンター（就労継続支援Ｂ型　定員30人）、熊本県あかねホーム（福祉
ホーム　定員10人）の管理運営を委託し、障がい者の自立や地域移行の支援を行っ
た。
○平成21年度の取組み状況
・ 同上。なお、入居者等へのアンケートの結果、高い満足度を得ている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成22年度から民営化するため、事業廃止。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度限りの事業
○平成21年度の取組み状況
・民営化の引受団体である(社)熊本県精神科病院協会に対し、その必要経費として
県が認めた、経営合理化のための激変緩和の経費や短中期の修繕経費に対する
補助を行い、平成22年度からの民営化に向けた条件整備を行った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成22年度から民営化するため、事業廃止。

○平成20年度の取組みの成果
・協議会を年2回開催し、①「うつ」に関するキャンペーン、②遺族や未遂者に対する
支援体制の構築、③地域資源を活用した支援介入プログラムの策定、④相談を受
けるスタッフ研修会、⑤自殺予防教育を行った。
○平成21年度の取組み状況
・同上（①～⑤の事業の継続及びまとめ）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・国の全額補助事業により、平成１９年度から３カ年事業に取り組んでいる。　モデル
地域で構築した本事業の成果「地域介入プログラム」を作成し、他の地域へ波及さ
せる必要がある。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・県補助事業や情報提供等立ち上げ支援に取り組み、「地域の縁がわ」が181個所と
増加した。
○平成21年度の取組み状況
・整備補助金に対して、14団体より交付申請があり（申請総額16,902千円）、9団体へ
の交付を決定した（交付決定額9,941千円）。また、立ち上げ支援として相談窓口を設
置した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・500個所の整備に向けて更なる普及・推進に取り組む。

Ｈ２１年度事業の概要

子育てへの多
様な支援

地域の縁がわづくり推進事
業
（再掲）

11,910

　 子ども、高齢者、障がい者など対象者を
限定することなく、誰もが集い、支え合う地
域福祉の拠点「地域の縁がわ」づくりを行
う団体に対し、施設改修等の費用への助
成を行うと共に、情報提供や相談窓口の
設置等による立ち上げや運営の支援を行
う。

分　　野

人が輝くくまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

あかねの里民営化移行経
費補助

91,493
　平成22年度からの民営化に当たり、引
受団体がその移行のために必要な経費を
補助する。

地域自殺対策推進事業費 3,894

　自殺者数の減少を図るため、関係機関・
団体と連携し、自殺対策を総合的に推進
する。また、熊本県自殺対策連絡協議会
を設置し、各種自殺予防事業を実施する。

県立身知的体障がい者福
祉施設等整備事業

692

　平成22年度からの民営化に当たり、引
受団体に対し譲渡する施設の移転登記の
ため、その前提となる保存登記等を実施
する。

熊本県あかねの里施設運
営委託費

89,267
　熊本県あかねの里の管理運営を指定管
理者に委託し実施する。

障害児施設給付費等支給
事業

3,862,448

　知的障害児施設等の障害児施設におい
て、障害のある児童に対する保護、訓練
等を行い、障害児の福祉向上を図る。　障
害児施設給付費の支給と、障害児施設へ
の入所措置等を行う。

県立身体障がい者福祉施
設整備事業

3,150

　平成22年度からの民営化に当たり、引
受団体に対し譲渡する施設の移転登記の
ため、その前提となる保存登記等を実施
する。

サービス管理責任者研修
事業

463

　在宅の重度心身障がい児(者)に対して、
通園の方法により機能訓練等の必要な療
育を行うことにより運動機能低下を防止す
るとともにその発達を促進し、併せて保護
者等への療育技術指導を行う。県内５か
所で実施する。

障がい者支
援総室
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・県整備補助金を創設し、８団体に交付決定。各団体においては、施設整備を行い、
また地域との連携を深めながらサービス提供体制づくりに取り組んでいる。
・地域ふれあいホームがお互いに学び合うための連絡会を設立。研修会や情報交
換会を開催し、提供サービスの質の向上に取り組んでいる。また、市町村への普及
のための研修会の開催や情報提供等実施。県内への普及推進に取り組んだ。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・子育て支援を実施する事業所が地域ふれあいホームに取り組むよう立ち上げのノ
ウハウ情報の提供や研修会等を開催し、連絡会への参加を促進する。

○平成20年度の取組みの成果
・全ての市町村において、小地域ネットワーク活動が行われるようになった。
・ほとんどの市町村（43市町村）において、ふれあいいきいきサロンが実施されるよう
になった。
○平成21年度の取組み状況
・小地域ネットワーク活動への参加や支援の方法等を調整するコーディネーターを
養成するため、「ネットワーク活動支援員養成講座」を開催する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・小地域ネットワーク活動において、災害時における要援護者の実効的な避難支援
ができるよう、研修会の開催等を通じて小地域ネットワーク活動の強化を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・県地域福祉支援計画の推進に寄与する28団体の取組みに対して助成を行い、地
域福祉の推進を図った。
○平成21年度の取組み状況
・事業の公募を行った結果、28団体から応募があり、審査会の結果、8月に17団体に
対して交付決定を行った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・引き続き事業の積極的な啓発を図り、民間の地域福祉活動団体等が行う多様な取
り組みを助成することにより、「県地域福祉支援計画」の着実な推進を目指す。

○平成20年度の取組みの成果
・福祉人材無料職業紹介事業等において求職者と求人事業所のマッチングに取組
み、９７人の就職に結びつけた。
○平成21年度の取組み状況
・福祉人材無料職業紹介事業のほか、福祉人材合同選考会（福祉の就職総合フェ
ア）を開催し、福祉・介護人材の確保に取り組む。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・近年、福祉・介護分野においては、厳しい労働環境などから、参入者が少なく、また
離職率が高く人材が定着しないなどの課題があるため、新たな人材の掘り起こし、
潜在的有資格者の呼び戻し及び定着支援に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・市町村長、議長、教育長を対象に「子どもの笑顔があふれるまち作り」をテーマに
大阪市立大学　山縣文治氏の講演会を行った。
○平成21年度の取組み状況
・市町村長、議長、教育長を対象に「次世代育成支援のこれまでとこれから」をテー
マに熊本学園大学　伊藤良高氏の講演会を行った。
・外部有識者等27人で構成する子育ち・子育て推進協議会及び庁内推進会議を開
催し、行後期行動計画を策定する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・後期計画の確実な推進のために、市町村への意識啓発を行う。
・市町村の後期計画の進捗状況の把握を行い、必要に応じて指導・助言を行う。

○平成20年度の取組みの成果
【戦略の指標】達成率
・くまもと子育て応援の店・企業の登録数　70.5%
・「肥後っ子の日」を知っている県民の割合（％）7.1%
・くまもと子育て応援の店・企業の登録数が順調に増加する等、地域ぐるみの子育て
支援が充実しつつあるが、更に、子育て支援サービスの拡充や子育て支援ネット
ワーク等の環境整備や啓発等が必要。

○平成21年度の取組み状況
・肥後っ子の日推進事業はサークル学習会実行委員会にモデル事業を委託し、６団
体が実施。
・くまもと子育て応援の店・企業の登録数は順調に増加している。
・サークルリーダー等研修会では、パレア版１６８名参加、地域版は１０月～１２月実
施。
・ファミリー・サポート・センター設置推進のための研修を来年1月ごろ開催予定
・子育て支援コーディネーター養成講座は、県北版26名、県南版19名受講。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・地域や県民ぐるみで子育てを支援する気運の醸成のために｢肥後っ子の日｣の普
及・啓発やイベント等を展開する。
・子育て支援者や当事者を「応援の店活性化推進員（仮称）」として登録し、応援の
店の拡充、質の向上、また事業に対するご意見番として活動を依頼する。

健康福祉政
策課

地域ふれあいホーム整備
推進事業
（再掲）

21,599

　「地域の縁がわ」づくりに取り組みなが
ら、介護や子育て等日中及び夜間の支援
を行う小規模多機能サービス施設「地域
ふれあいホーム」を整備する団体に対し、
施設改修等費用の助成を行うと共に、研
修会や情報交換会の開催等に取り組む。

地域の結いづくり推進事業
（再掲）

8,367

 　誰もが住み慣れた地域で安心して生活
できるよう、地域住民相互で支え合う体制
の基盤となる「小地域ネットワーク活動（訪
問見守り活動、ふれあいいきいきサロン活
動等）」等の県内全域での普及推進に、県
社会福祉協議会と連携して取り組む。

6,576

①肥後っ子の日推進事業
　子ども輝き条例に定める「肥後っ子の
日」の取り組みを、子育てサークル活動団
体、ＰＴＡ等地域の様々な実施主体で取り
組んでもらうことにより、地域の実情に応じ
た子育て支援を推進するとともに、「肥
後っ子の日」の理解を深め、地域ぐるみで
子どもの育ちを支える気運を高める。
②くまもと子育て応援の店・企業推進事業
　子育てを支援する企業、店舗等を「子育
て応援団」として募集・登録し、その活動を
広報、支援することにより、子育てを地域
ぐるみで支え合う意識の啓発の輪を広げ
る。また、今年度から子育て支援者や当事
者を「応援の店活性化推進員（仮称）」とし
て登録し、応援の店の拡充、質の向上、ま
た事業に対するご意見番として活動を依
頼する。（H21.10.16現在登録数：1876件）
③子育てサークル等研修・連携事業
　子育てサークルのリーダーや子育て支
援実践者等を対象として、子育て支援の
援助や組織づくり・運営の手法、ネットワー
ク化の方法等の研修を行い、子育て支援
の人材養成や資質向上を図る。
④ファミリーサポートセンター設置推進事
業
 ファミリー・サポート・センターの設立を促
進するために必要な指導、啓発、その他
の援助を行う。

　地域福祉の推進を図るため、支え合い
の地域づくりや地域福祉の担い手育成な
どの活動で、先駆的又はモデル的な活動
を行う民間団体の活動経費を助成する。

福祉人材センター運営事業
（再掲）

24,295

　 福祉・介護サービスを支える社会福祉
従事者の確保及び従事者の質の向上を
図るため、福祉人材センターにおいて、福
祉人材無料職業紹介事業及び社会福祉
従事者研修事業等を実施する。

地域共生くまもとづくり事業
（再掲）

10,375

次世代育成支援行動計画
推進事業

3,749

１　市町村トップセミナー
　行動計画を周知し、推進するために市町
村長等を対象にしたトップセミナーを開
催。
２　行動計画推進協議会
　行動計画のフォローアップを行うための
庁外推進体制での協議・情報交換等を行
う。
３　後期行動計画策定
　後期行動計画（２２～２６年度）の策定。

地域で子育て活性化事業
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度限りの事業
○平成21年度の取組み状況
・子育て応援の店・企業が取り組む「子育て支援活動」及び「子育て環境整備」に対
して補助を行い、「肥後っ子の日」の周知及び子育てがしやすい環境づくりに努め
る。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・より、大きな成果が得られるよう、特に郊外型大規模店や商店街等を中心に事業
の周知・広報を行う。

○平成20年度の取組みの成果
・実践事例集の作成・配布。
・作品募集では、絵画・作文が４８７点集まった。
・くまもと子育てトークは、３会場で６７０名の参加があった。
○平成21年度の取組み状況
・作品募集では、絵画・作文が９９２点集まった。
・くまもと子育てトークは５月～１１月に実施。県民集会は１２月実施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・子育てに関するプラスイメージが広がるように、実践事例集、作品募集等を通じて
県民の子育てに関する意識の啓発を行う。

○平成20年度の取組みの成果
・放課後児童クラブに対する支援を実施し、児童の安全・安心な居場所の確保を進
めた。
　（Ｈ19：39市町村209クラブ、Ｈ20：39市町村216クラブ）
・ガイドラインを策定し、放課後児童クラブの質の向上を図った。
○平成21年度の取組み状況
・放課後児童クラブに対する支援（39市町村224クラブ）。
・クラブの質の向上を図るため、指導員研修会を開催した（8月実施、157名参加）。
・ガイドラインの手引きを作成し、ガイドラインに対する関係者の理解を深めるように
した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・引き続き、市町村に対して、ニーズを踏まえた取り組みを働きかけるとともに、クラ
ブの質の向上を図り、　子育てと仕事の両立を支援する。

○平成20年度の取組みの成果
・放課後児童クラブの整備（７件（前年３件））や支援（運営費助成：２１６クラブ（前年
２０９クラブ））を実施し、放課後の児童の安心・安全な場所の確保を進めた。今後
は、未実施の８市町村にクラブの設置を働きかけるなど更なる体制整備が必要。
○平成21年度の取組み状況
・放課後児童クラブの施設整備（５件）への補助を実施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・放課後児童クラブの未実施市町村に対して、地域のニーズ等を踏まえて積極的な
取り組みを促す。

○平成20年度の取組みの成果
・保育所入所児童数 H20:31,804人(4/1現在）、負担額：3,926,050千円
○平成21年度の取組み状況
・入所児童の増加に伴い、負担額も増加するが、所要額を負担する予定。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・児童福祉法に基づき、適正に負担する。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・H21:9市町村13箇所
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・待機児童解消のための定員増を伴う整備や児童の安全確保のための耐震化整備
事業等を推進していく。

○平成20年度の取組みの成果
・スポーツ（野球・バレーボール・サッカー・バドミントン）大会やキャンプを熊本県養護
協議会等と共催して実施した。
・児童福祉施設に入所している児童を激励するため年末に訪問した。
○平成21年度の取組み状況
・スポーツ（野球・バレーボール・サッカー・バドミントン）大会やキャンプを共催で実
施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・来年度、熊本市に児童相談所が設置され施設の所管が移ることから、同市と協力
して実施する必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・一時保育：155箇所32市町村、特定保育：２箇所１市、休日保育：24箇所15市町、夜
間保育１箇所１市、病児・病後児保育：11箇所10市町、保育所障がい児受入促進：６
か所３市
○平成21年度の取組み状況
・一時預かり（旧一時保育）：64箇所21市町村、特定保育：４箇所２市町、休日保育：
23箇所14市町村、夜間保育１箇所１市、病児・病後児保育：13箇所11市町村、保育
所障がい児受入促進：４箇所４市町
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・実施主体である市町村において、次世代育成支援行動計画に数値目標を掲げて
実施しているが、目標どおりに事業が進んでいない市町村もあるため、市町村に対
して事業実施の働きかけを行う。

児童福祉施設運営指導 624

　児童養護施設に入所している児童を対
象に、その体力の増進と融和を図り、明朗
闊達な人間性の形成に資するとともに、児
童福祉の向上に寄与する。

特別保育総合推進事業 458,317

　安心して子育てが出来る環境づくりを総
合的に推進するため、一時預かり事業や
休日保育事業等を取り組む市町村に対し
補助を行う。（負担割合：国1/3、県1/3、市
町村1/3）

市町村にかかる保育所運
営費負担金

4,041,602
　私立保育所の市町村支弁額から保護者
負担金をを控除した額について、県費で１
／４を負担。

保育所等緊急整備事業 1,086,953

　保育所（公立を除く）の施設整備費の補
助を実施。負担割合：安心こども基金1/2
（2/3）、市町村1/4（1/12）、社会福祉法人
1/4　※（ ）内は、待機児童が多く、財政力
が乏しい市町村における保育所の新設等
についての負担割合

１　県民意識啓発事業
　実践事例集、パンフレット、ホームページ
等により子育て支援に関する情報を提供
する。
２　くまもと子育てトーク
　著名人や子育て支援関係者の基調講演
や参加者が子育ての悩みを語り合う分科
会を行う。
３　子育てポジティブキャンペーン
　・県民集会の開催
　・子育てに関する作品募集

児童健全育成事業 461,690

　地域における児童の健全育成を図る児
童館活動等を推進するとともに、放課後児
童にとって安全・安心な居場所であり、保
護者の仕事と家庭の両立を支援する放課
後児童クラブの活動を支援する。
（補助率：国1/3、県1/3、市町村1/3）

放課後児童クラブ施設整備
事業

58,030

　放課後児童健全育成事業（放課後児童
クラブ）を実施するための専用室を創設す
ることで、保護者の仕事と子育ての両立を
支援する。
○児童厚生施設等整備費
　放課後児童クラブ室を創設する場合の
施設整備補助。
○放課後子ども環境整備事業
　既存施設を改修し放課後児童クラブを実
施する場合の施設整備補助。

子育て応援の店活性化・登
録促進事業

31,901

　地域における子育て力を育み、コミュニ
ティの活性化を図るため、子育て応援の
店･企業が取り組む「子育て支援活動」及
び「子育て環境整備」に要した経費に対し
て補助を行う。特に、「熊本県子ども輝き
条例」に定める、毎月１５日の｢肥後っ子の
日※｣を中心とした活動を促進する。

みんなで子育て啓発事業 5,141
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・保育指針研修会、カウンセリング研修会、発達障がい研修会（２回）、児童虐待研
修会（２回）、危機管理研修会（４回）を実施し、延べ９７９人が受講した。
○平成21年度の取組み状況
・受講機会の拡大のため、研修の実施回数を平成20年度の約２倍に増やした。
・また、新たに市町村が実施する研修会等に対しても事業の１／２を補助することと
した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・より効果的、効率的に研修会を実施するため、同様の研修を実施している保育団
体等との連携を更に深める。

○平成20年度の取組みの成果
・児童分は９市町村１７施設で実施、職員分は８市町村１４施設で実施し、認可外保
育施設の安心安全の確保に役立った。
○平成21年度の取組み状況
・前年度と同程度で実施予定。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・認可外保育施設の安心安全を図るため、事業を継続する。

○平成20年度の取組みの成果
・補助実績　H19:93件、H20:80件
○平成21年度の取組み状況
・県の財政難のため、補助率を10/10→2/3に削減するものの、継続して事業を実
施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・児童等の処遇を確保するため、今後も事業を推進する。

○平成20年度の取組みの成果
・対象者数:14,930人、補助額:663,788千円
○平成21年度の取組み状況
・所要額を交付する予定。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・福祉サービスの質の向上を図るため、今後も事業を推進する。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・１０市町村１５施設に対して交付決定を行った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・経済対策交付金を活用した事業であるため、本年度限りとする。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・周産期メンタルヘルスコーディネーター養成講座の開催　基礎コース・実践コース
・モデル事業の実施
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・全市町村への周産期メンタルヘルスコーディネーターの設置を目指し支援体制整
備を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・拡充制度（同時入所の要件を撤廃した無料化）を実施している市町村は、平成19
年度には35市町村だったが、平成20年度には39市町村に拡大した。
○平成21年度の取組み状況
・拡充制度実施市町村は39市町村となっている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・拡充制度実施市町村数は確実に増えてきているものの、次世代育成支援行動計
画において目標としている全市町村実施までは進んでいないため、今後も未実施市
町村に対し実施を働きかけていく。

○平成20年度の取組みの成果
・児童手当法に基づき、県負担分を交付。
・支給対象児童数　2,071,780人（延月人数）
○平成21年度の取組み状況
・児童数減少に伴い、児童手当交付金も減少の見込み
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・児童手当法に基づき、適切に給付するよう努める。

○平成20年度の取組みの成果
・相談件数：３５８件
○平成21年度の取組み状況
・相談件数：１２７件（平成21年9月末現在、暫定）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・相談件数は、平成16年度から減少傾向が続いている。これは、民間電話相談体制
が整備されてきたこと、また、平成１７年度からは児童相談の第一義的窓口が市町
村とされたことなどが原因であり、今後、事業内容を検討する必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・相談件数　４,２９６件
・研修会を実施　６月（県庁にて）、１１月（玉名市にて）
○平成21年度の取組み状況
・研修会を実施　６月（県庁にて）、１１月（八代市にて）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・県福祉事務所設置の子ども相談員の場合、ほとんどが教員経験者であることか
ら、児童福祉、児童虐待相談への対応等の研修が継続的に必要である。今後、市
町村合併に伴い、配置について見直しが必要である。

少子化対策
課

こども１１０番設置事業 2,484

　福祉総合相談所において、専門の相談
員を配置し、児童及びその家族に関する
問題等について、電話による相談援助活
動を行う。
①設置場所：福祉総合相談所内
②相談時間：
　 月曜日～金曜日  9:00～16:00
　 ※日曜日、祝祭日、年末年始を除く。

子ども相談員事業 19,572

　児童や家庭に関する問題（児童虐待・不
登校・障がい等）に、地域の中で相談に応
じ支援するため、各福祉事務所に相談員
を配置し、問題の早期発見・対応を図る。
また、年２回の研修会を実施し、相談員や
児童担当職員の資質の向上を図る。

多子世帯子育て支援事業 232,796

　同一世帯から３人以上の就学前児童が
保育所等に入所等している世帯の保育料
を軽減又は無料化することにより、多子世
帯の子育て支援を行う。（補助率：県1/2、
市町村1/2）

児童手当市町村交付金 3,856,508

　小学校修了前の児童を養育している者
に、家庭における生活の安定と児童の健
全な育成等を目的として児童手当を支給
する市町村に対し、児童手当法で定めら
れた県の負担分を交付金として給付する。

認可外保育施設あんしん・
あんぜん確保事業

10,350

　保育所の認可、認可外を問わず、児童
の安心安全を確保する必要があるため、
一定基準に達している認可外保育施設に
対して、児童の安全に関する維持修理、
設備整備の補助を行った市町村に補助を
行う。

周産期ママサポート事業 1,219

　妊娠・出産・育児期をとおして、子育ての
不安や母親のこころの悩み等に対して予
防的なかかわりや産後うつ病等の早期発
見・支援などをコーディネーターできる人
材を養成し、母親等が安心して子育てでき
るような支援体制を構築する。

児童福祉施設等産休等代
替職員補助

20,233

　社会福祉施設の職員が、出産又は傷病
のために長期間にわたって継続する休暇
を必要とする場合は、その職員の職務を
行わせるための代替職員を任用すること
で、職員の母体の保護又は専心療養の保
障を図りつつ、施設における児童等の処
遇を確保する。

社会福祉施設職員等退職
手当共済事業

696,082

　民間の社会福祉施設等に勤務する職員
の退職手当金の支給に要する費用の一
部を補助することにより、施設施職員の福
利厚生に寄与し、社会福祉事業に従事す
る人材を確保し、福祉サービスの安定的
な供給と質の向上を図る。

保育充実専門研修事業 8,201

　保育所における保育の質の向上を図る
ため、保育所職員を対象とした研修会を
実施するとともに、同様の研修会を実施し
た市町村に対し補助を行う。

認可外保育施設児童等健
康管理支援事業

877

　認可外保育施設が認可保育所の補完的
役割を果たしている現状に鑑み、一定基
準に達している認可外保育施設の入所児
童及び職員の健康診断の経費に対して補
助を行い、児童処遇の向上を図る。
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・研修会：受講者　２４３人（県全体の６９％）
○平成21年度の取組み状況
・熊本市と協力しながら２月に全県の主任児童委員に対し研修会を開催予定。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・関係機関と連携し、要保護児童相談に対応できるよう資質の向上を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・相談件数：４，８４３件、うち児童虐待：３９１件
○平成21年度の取組み状況
・養護（虐待）、育成、非行、障害（療育手帳を除く）の相談受理件数は、昨年度の約
７割にまで達しており、本年度も件数の増加が見込まれる。
　平成20年度：６３９件
　平成21年度：４４２件(10/22現在）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・相談件数が増加し、緊急対応を要する事案も増加すると見込まれることから、今後
も体制の充実・強化が求められる。

○平成20年度の取組みの成果
・医師の診察：１，２４７件、巡回判定訪問：５０４件
○平成21年度の取組み状況
・前年とほぼ同様に事業を進めるとともに、より専門的な診断や指導を実施してい
る。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・医師不足もあり、医師の確保が難しくなってきている。今後も、発達障がい等に対
応できる専門的な医師の確保が必要である。

○平成20年度の取組みの成果
・相談件数：７０５件、うち児童虐待：７３件
○平成21年度の取組み状況
・相談件数：２３５件、うち児童虐待：２３件（平成21年10月末現在暫定）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・相談内容が複雑化し、単一機関のみの対応では問題解決が困難となっている。ま
た,発達障がい児への対応等が増加し、より専門性が求められるようになっている。
このため、各市町村及び要保護対策地域協議会への支援による関係機関連携強
化、国や各種団体が主催する研修会への職員派遣による資質向上を行う。

○平成20年度の取組みの成果
・平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・今年度初めて、一般の方を対象とした里親講演会を実施予定。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・一人でも多くの方に、里親制度の周知を図っていくとともに、里親の資質の向上を
図る。

○平成20年度の取組みの成果
・相談受付件数（年間1,320件）
○平成21年度の取組み状況
・児童相談所との連絡会議を定期的に開催し、情報の共有及びケース相談を実施し
ている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・関係機関との連携を強化し、協力して業務に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・事業利用児童数：5名
・事業実施後の状況：ほぼ毎日登校（2名）、断続的な登校（1名）、状態変わらず（2
名）
○平成21年度の取組み状況
・ハートフルフレンド登録予定者を対象に児童福祉に関する研修を5月に実施。
・現在、3名の児童に対してハートフルフレンドを派遣している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・事業の周知が十分行き届いていないことから、教育委員会等への更なる周知徹底
を図るとともに、通常のケースワーク業務において保護者への働きかけを行ってい
く。

○平成20年度の取組み成果
・１歳半・３歳児精密健診・事後指導事業：２９１件
・軽度発達障がい集団通所事業：１１５件
○平成21年度の取組み状況
・両事業とも前年とほぼ同様に事業を進めるとともに、軽度発達障がい集団通所事
業では、新たにSST（生活技能訓練）を取り入れた。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・１歳半・３歳児精密健診・事後指導事業については、今後も市町村の指導に取り組
む。また、軽度発達障がい集団通所事業については、市町村等の療育機関の充実
により、平成21年度まででこれを廃止する。

○平成20年度の取組みの成果
・2,932,845千円支弁。
○平成21年度の取組み状況
・児童福祉法に基づき、適正に支弁している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・児童福祉法に基づき、適正に支弁するよう努める。

○平成20年度の取組みの成果
・25,301千円支弁。
○平成21年度の取組み状況
・児童福祉法に基づき、適正に支弁している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・児童福祉法に基づき、適正に支弁するよう努める。

県措置にかかる児童保護
措置費の支弁

2,877,008

　保護者のいない児童又は保護者に監護
させることが不適当と思われる児童の養
育を児童福祉施設や里親に委託した際
に、必要な経費（施設等の運営に必要な
人件費等の事務費及び子どもの養育にか
かる生活費等の事業費）を支弁する。

県にかかる母子生活支援
施設等運営費の支弁

23,802

　県福祉事務所長が児童福祉法第22条
（助産施設入所）及び第23条（母子生活支
援施設入所）に基づく入所委託を行った場
合に、法第50条に基づき、入所後の入所
者の保護に要する費用を負担する。

不登校児童等総合対策事
業

548

　不登校でひきこもり等の子どもに対して、
子どもの兄又は姉に相当する世代で児童
福祉に理解と情熱を有する大学生（ハート
フルフレンド）を家庭に派遣して当該子ども
の福祉向上を図り、ひいては不登校児童
の減少に資する。

児童幼児等育成指導事業 5,082

　１歳半・３歳児健康診査の結果、精神発
達に問題があり、精密健康診査を必要とさ
れた児童に対して、事後指導を実施するこ
とにより、当該児童の発達状態、問題点を
把握するとともに、保護者に対して適切な
関わり方を指導し、当該児童の精神発達
の促進と保護者の精神的安定を図る。

里親推進事業 3,386
　里親制度の充実を図り委託を進めていく
ため、里親支援を総合的に実施し、里親
制度の充実、委託の促進を図る。

児童家庭支援センター事業 9,415

　地域レベルの児童問題について相談・助
言等を行うとともに、児童相談所、児童福
祉施設等との連絡調整等を総合的に行
い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図
ることが必要であり、24時間対応可能な児
童家庭支援センターを児童養護施設等に
附置し、地域に根ざした相談支援体制を
確立する。

中央児童相談所巡回相談
判定事業

4,938

　１８歳未満の被虐待児童、不登校児童
等、様々な児童に対して、知能や社会生
活能力等を医学的・心理学的な面から診
断・分析し、その結果を基に、当該児童の
成長、発達を高めるための方法を保護者
や児童に提供する。また、児童相談所に
来所困難な児童、保護者に対して、医師・
心理判定員等が現地に出向き、診断、指
導を行う。

八代児童相談所相談判定
事業

2,411

　児童に関する各般の問題につき家庭そ
の他関係機関等からの相談に応じ、児童
の有する問題や児童のおかれた環境を的
確に捉えたうえで、児童の最善の利益の
ために個々の児童や家庭に最も効果的な
援助を実施する。（１電話相談、２ 面接相
談、３通告受理、４判定・診断（児童）、５カ
ウンセリング、６家庭・関係機関訪問、７市
町村等関係機関支援、８障害児施設給付
費決定事務）

主任児童委員活動推進事
業

839

　深刻化する児童虐待や非行等の早期発
見、早期対応等のため、児童相談所と一
体的に援助活動を行うとともに、地域住民
に対して児童虐待や非行等の防止に関す
る広報啓発を行うなど、地域の協力員とし
ての活用を図る。

児童相談所相談事業 5,444

　児童福祉法第１１条、第１２条の規定に
基づき、児童福祉の増進のため、住民の
相談に応じ、その援助について検討し、必
要に応じて同法第２７条に係る措置又は
委託等を行う。
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事業評価（健康福祉部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・9,215千円支弁。
○平成21年度の取組み状況
・児童福祉法に基づき、適正に支弁している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・児童福祉法に基づき、適正に支弁するよう努める。

○平成20年度の取組みの成果
・入所児童延数・・・H19(133人）、H20（131人）
○平成21年度の取組み状況
・児童の抱える個々の課題を把握し、生活指導、学科指導、作業指導を行い、児童
の自立支援を図る。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成23年度までに公教育が実施できる体制を目指し、現在、熊本市と協議中。

○平成20年度の取組みの成果
・一時保護実人員：２０５人　（内訳　養護・虐待：１４２人、ぐ犯・触法：３１人、健全育
成：３２人）
○平成21年度の取組み状況
・一時保護された児童については、種別ごとに個別ケアによる生活指導を実施して
いる。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・現在の一時保護所は、居室数が少ないため、被虐待児童と非行児童を同室にせざ
るを得ない場合がある。今年度の居室改修により部屋数が増え、生活環境も改善さ
れることから、今後、より一層被虐待児童へのメンタルケアの充実を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・県下全市町村に対し助成を実施。（補助実績：589,687千円、助成延べ件数：
276,732人）
○平成21年度の取組み状況
・９月に全市町村に対し交付決定。（576,946千円）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・現行制度を維持した補助対象年齢の引き上げには、年齢引き上げが必要となる市
町村の協力や多くの財源が必要となるなどの課題がある。また、政令市等との負担
割合の事例を踏まえ、乳幼児医療費助成を含む三単県医療費助成について今後検
討する必要がある。

○平成２０年度の取組みの成果
※平成２１年度からの新規事業
○平成２１年度の取組み状況
・生活保護制度では、生活保護世帯から大学、短大、専修学校等へ進学する場合
は、進学者を世帯から分離して扱い、生活費は本人のアルバイト等により賄わなけ
ればならなかったが、この貸付制度を利用することにより生活費を確保でき、安心し
て勉学に勤しむことができるようになった。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・本年度は制度開始の年で周知が徹底しなかったこともあり、定員２０名に対し貸付
決定者は４名である（１０月末現在）。制度の周知を図るため大学等在学者及び高校
３年生のいる世帯に説明パンフを送付し、併せて利用の意向を調査した（１１月）結
果、今後、利用者は増加する見込みである。

○平成20年度の取組みの成果
・貸付件数、金額ともに昨年度より増加
・H19　227件　83，287千円　H20　269件　91，846千円
○平成21年度の取組み状況
・夢づくり教育資金を創設し、仮決定の導入や連帯保証人要件の緩和を行った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・経済的理由で進学をあきらめることがないように、貸付制度を充実する必要があ
る。

確かな学力の
向上

社会福祉課

少子化対策
課

生活保護世帯進学「夢」応
援事業

9,324

中央一時保護所管理運営
費

26,791

健康づくり
推進課

市にかかる母子生活支援
施設等運営費の負担金

8,889

　大学等への進学を希望する者又は在学
生（生活保護世帯出身者）に対して、その
生活費を支援することにより、自立の意欲
を高め将来的に貧困の連鎖を断ち切るこ
とを目的とする。
　大学等への進学が特に世帯の自立助長
に効果的であると認められる者に無利子
の貸付けを行う。
　・貸付期間は４年以内、償還期間は貸付
期間の５倍以内
  ・貸付内容は、月額３８，２９０円以内

母子寡婦福祉資金貸付金 96,274

　母子及び寡婦福祉法に基づき、母子家
庭又は寡婦の方への各種資金の貸付け
を通して、経済的に自立できるように助成
し、母子家庭及び寡婦の福祉の推進に寄
与する。

　児童福祉法第３３条の規定に基づき一
時保護を実施し、行動観察と短期入所指
導を行う。

乳幼児医療費助成事業 613,106

　乳幼児の疾病の早期治療を促進し、健
全な育成と保護者の経済的負担の軽減を
図るため、医療費の自己負担を助成した
市町村に対して補助を行う。

　市の福祉事務所長が児童福祉法第22条
（助産施設入所）及び第23条（母子生活支
援施設入所）に基づく入所委託を行った場
合に、入所後の入所者の保護に要する費
用の一部を負担するもの。

清水が丘学園管理運営費 27,431

　児童福祉法第４４条に基づき、不良行為
をなし、又はなす虞のある児童及び家庭
環境その他の環境上の理由により生活指
導等を要する児童を児童相談所の措置に
より入所させ、個々の状況に応じて生活指
導、学科指導、作業指導を行い、社会生
活に適応できるように自立支援を行うため
の施設の管理運営費。
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事業評価（環境生活部）

【環境生活部】

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
　仙酔峡園地の公衆トイレ及びその周辺駐車場において、障がい者・高齢者をはじ
め誰にでも使いやすい施設としての整備を行い、熊本の観光地の印象を向上させる
取組みの一翼を担った。
○平成21年度の取組み状況
　大観峰園地、兜岩園地の公衆トイレ等について同様の整備を実施中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　施設ごとに「使いやすさ」「分かりやすさ」の判断基準が異なるので、現場条件に応
じた施設整備を行っていく。

○平成20年度の取組みの成果
　自然公園内県有施設及び九州自然歩道の清掃管理を実施し、熊本の観光地の印
象を向上させる取組みの一翼を担った。
○平成21年度の取組み状況
　引き続き、利用者の利便性を向上させるため、清掃管理を実施中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　観光施設でもある自然公園施設の適正な管理を継続的に実施する必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
　草千里展望駐車場の転落防止柵などを補修することで利用者への安全性と快適
性を確保し、熊本の観光地の印象を向上させる取組みの一翼を担った。
○平成21年度の取組み状況
　自然災害等で破損した遊歩道等（下田～草千里歩道ほか）の改修実施中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　施設の安全性については表面上では把握しにくいので、定期的な点検活動により
安全確保を行っていく必要がある。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・景品表示法に基づく不当表示の改善指示を行った（1件）。
・多重債務者市町村サポート事業の開始により、全市町村の多重債務相談窓口の
機能強化が図られた。
○平成21年度の取組み状況
・特定商取引法に基づく行政処分（１件）・行政指導（１件）、景品表示法に基づく行政
指導（1件）を行った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　依然として悪質事業者による消費者相談が寄せられることから、法に則った適正な
行政処分・指導を進める。

○平成20年度の取組みの成果
　「金融経済情報の提供」、「生活設計の勧め」「金融教育の普及」を活動の３つの柱
として、各地域での研修会、講演会等を実施した（派遣件数３０８件、参加人員
13,803名）。
○平成21年度の取組み状況
　平成20年度と同様の研修会、講演会等を実施している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
金融商品・サービスの多様化等に伴うトラブルも依然として多いことから、教育委員
会との連携のもと、引き続き金融に関する消費者教育を推進していく。

○平成20年度の取組みの成果
　平成20年度の相談件数：11,312件、あっせん件数：232件、商品テスト：356件、多重
債務相談：1405件を実施し、消費者トラブルの被害防止・回復、製品事故等の再発
防止を図った。
○平成21年度の取組み状況
　平成21年度にセンターを県庁舎内に移転したことに伴い庁内関係課や警察と一層
連携強化し迅速かつ適切な相談への対応に努めている。また、消費者安全法の施
行に伴い消費者事故等への迅速な対応等を図っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　センターに寄せられる相談内容が複雑・多様化していることや、センターオブセン
ターとして、市町村への技術的援助が求められるていることなどから、新しい情報・
知識を絶えず更新する必要があるため、積極的に研修会に参加していく。

○平成20年度の取組みの成果
　平成20年度の啓発講座総数269講座・26,519人：、学生・生徒向け「消費者教育講
座」78講座・14,715人、企業各種団体向け「消費生活基礎講座」31講座・2,147人、悪
質商法から高齢者を守るための出前講座102講座・6,844人、市町村職員向けの消
費生活出前講座52講座・2,653人、くらし1日講座6講座・160人
○平成21年度の取組み状況
　平成21年度、消費者被害の未然防止と自立した消費者の育成を図るため各種講
座を実施する。また、新たな試みとして青少年向けの科学の祭典に出展。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　小中学生及び保護者を対象とした消費者啓発の機会が少ないことから、教育委員
会との連携のもと効果的な消費者教育を実施していく。また、市町村の主体的な啓
発事業への取り組みを促進する。

消費生活行
政の推進

食の安全・
消費生活課

　県民の消費生活に関するトラブルの解
決に向けた支援（助言、あっせん、情報提
供等）を行う。

消費者意識啓発事業 2,033

　多様化し、複雑化し消費者トラブルを未
然に防ぎ、早期に適切な対応をするため、
出前講座や情報提供等を行い、県民の情
報収集能力と合理的判断能力の向上を図
る。

消費生活相談事業 26,789

　消費者被害の防止・救済、契約の適正
化等を推進するため、熊本県消費生活条
例及び消費者保護関係の法令に基づき、
不当な取引を行う事業者の行政処分及び
指導を行う。

金融関連消費者教育推進
事業

1,410
　金融に関する消費者教育を推進し、自立
した消費者の育成を図る。

消費者行政推進対策事業 5,119

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

2,000

　自然公園内県有施設及び九州自然歩道
の利用者の安全確保と満足度の向上を図
るため、老朽化あるいは破損した施設等
の補修を実施。

分　　野

長寿安心くまもと

Ｈ２１年度事業の概要

歴史回廊くま
もと観光立県
の推進

自然保護課

自然公園(観光)施設ＵＤ整
備事業

22,640

　自然公園内県有施設（トイレ・駐車場等）
の利便性を向上させるため、障がい者・高
齢者をはじめ誰にでも使いやすい施設とし
ての整備を行う。
Ｈ２１は阿蘇市大観峰園地及び兜岩園地
の公衆トイレ等の改修を実施。

自然公園利用事業 47,461
　自然公園内県有施設及び九州自然歩道
の利用者の利便性を向上させるため、そ
の美化清掃等の管理を実施。

自然公園等施設リニューア
ル事業

分　　野

経済上昇くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）
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事業評価（環境生活部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
・基金を活用し、県センターの機能強化を図るとともに、市町村の新たな相談員の養
成事業や職員に対する研修、及び補助事業により、市町村の相談窓口の整備を進
めた。
・その結果、八代市が７月、人吉市が８月にセンターを開設し、天草市は今年度中に
開設の予定であり、その他の市町村でも窓口の強化が進められた。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・市におけるセンター開設を更に進めていくとともに、町村の相談窓口の充実強化を
図っていく。また、市町村の相談業務に対するサポートを更に図っていく。

○平成20年度の取組みの成果
・平成20年の刑法犯認知件数は、17,429件（対前年比10.9％減）と大幅に減少した。
・自主防犯活動団体が、平成20年末で589団体約47,000人と、地域における防犯活
動が着実に浸透している。
○平成21年度の取組み状況
・広報啓発、防犯リーダー研修会の開催や防犯対策の手引き書の作成、また、県下
３地域で「安全なまちづくり推進モデル事業」を実施するなど団体の育成と活動の活
性化を図っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・自主防犯活動団体は設立後日が浅く、組織的な基盤も弱いことから、警察や市町
村とも連携しながら、パトロール資機材の支援、地域の犯罪実態や活動ノウハウ、
先駆的な活動事例に関する情報提供等により自主防犯活動の活性化を図る。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・県民運動推進会議を立ち上げ、県内統一行動を定め、全県的な普及啓発を行っ
た。
・118人の地球温暖化防止活動推進員を任命し、地域での活動を支援した。
・熊本県ノーマイカー通勤デーを設定し、県民等に広く参加を呼びかけた（統一キャ
ンペーン）。

○平成21年度の取組み状況
・地球温暖化対策の推進に係る条例（仮称）の検討に着手したほか、新規のEcoプロ
推進事業やHPの運用について開始した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・条例を制定し、新たな仕組みづくりを進め、県民や事業者等の温室効果ガスの自
主的排出削減に向けた具体的な行動を促す。

○平成20年度の取組みの成果
・１１月に「くまもと環境フェア」を熊本市、くまもと温暖化対策センターと初めて合同開
催した。

○平成21年度の取組み状況
・１１月２８日～２９日に「総ぐるみ　くまもと環境フェア」を開催する。関係者間の連絡
協議会を開催し、熊本市、くまもと温暖化対策センターと連携して取り組んでいる。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・早期から関係者間の調整を図り、イベントの内容をより充実したものとする。

○平成20年度の取組みの成果
・平成２０年４月、ＩＳＯ１４００１規格に適合していることについて、従来の認証方式か
ら自己宣言方式に移行した。
・１０９項目の環境目的・目標を掲げ、各所属で実施計画に沿って取組みを行い、約
７割が目標を達成した（未達成事項の４割は目標値の９０％以上を達成）。

○平成21年度の取組み状況
・１０９項目の環境目的・目標を設定し、１２月に内部環境監査、１月に外部環境監査
を実施する。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・環境目的・目標の達成率アップに向けて、PDCAサイクルによる進捗管理の徹底に
取り組んでいく。

○平成20年度の取組みの成果
・平成20年6月、グリーン購入推進方針を改定した（本県独自の品目として、１品目を
追加）。
・グリーン購入方針適合品の購入率　98.8%。

○平成21年度の取組み状況
・平成21年7月、グリーン購入推進方針を改定した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・リサイクル建設資材の利用促進に向けて、庁内の連携強化を図っていく。

1,427

　平成２０年４月から自らの自覚と責任の
下、ＩＳＯ１４００１規格適合への「自己宣言
方式」へ移行し、県の実情に応じた運用を
進めている。
　本年も引き続き、ＩＳＯ１４００１により環境
目的・目標の進行管理を行うとともに、内
部・外部環境監査を実施し、環境配慮の
徹底を図る。

リサイクル製品利用拡大推
進事業

138

　国のグリーン購入推進基本方針を踏ま
え、熊本県グリーン購入推進方針を策定
する。
　また、リサイクル建設資材等をグリーン
購入推進方針に導入するための品目及び
調達要件等について検討する。

Ｈ２１年度事業の概要

県民総ぐるみ
による地球温
暖化対策とエ
コ活動の推進

環境政策課

ストップ温暖化県民運動推
進事業

8,199

　熊本県環境基本計画(H18～H22)を踏ま
え、家庭、産業、運輸等の各部門における
地球温暖化対策及び庁内関係部局や関
係機関と連携した取組等の一層の推進を
図る。
　主な取組みとして、県民運動推進会議の
運営、地域協議会の活動・設立支援、エコ
ドライブの推進、中小規模事業者の自主
的な温室効果ガス排出削減の支援  等。

環境立県くまもと推進普及
啓発事業

5,822

　地球温暖化や環境保全に関する県民一
人ひとりの知識や理解を深めるとともに、
自主的な取組みを促進するため、参加・体
験型のイベントを開催する。
　また、地域におけるＮＰＯや地域団体等
の環境保全等の取組みを促進するため、
マスコミと連携し、県民に広く紹介する。

環境管理システム推進事
業

分　　野

品格あるくまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

　国からの交付金を財源に消費者行政活
性化基金を造成し、平成２１～２３年度の３
年間で県・市町村の消費生活相談窓口の
機能強化、消費生活相談員のレベルアッ
プなどに取組む。
・県センターが高度な相談体制を確保する
ため弁護士による法律相談（顧問弁護士）
等を行う。
・市町村の消費生活相談員を養成するた
めの研修事業を実施する。
・市町村が消費者行政を強化するための
施策に対する補助を行う。

犯罪抑止総
合対策

交通・くらし
安全課

犯罪の起きにくい安全安心
まちづくり推進事業 2,711

　行政、警察、学校、事業者、ボランティ
ア、地域住民等が連携・協働して、犯罪の
起きにくい安全安心まちづくりを推進する
ことにより、県民が安全で安心して暮らせ
る地域社会の実現を目指す。
・防犯に関する広報・啓発
・地域防犯リーダーの育成
・地域安全マップ作製指導者の育成
・安全なまちづくり推進モデル事業の実施
・事業推進体制の整備

地方消費者行政活性化事
業

87,012
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事業評価（環境生活部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・マイバッグ・キャンペーンを実施
  （標語の応募2,227点、一斉行動参加店864店舗）

○平成21年度の取組み状況
・マイバッグ・キャンペーンを実施
  （標語の応募5,067点、一斉行動参加店994店舗）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・市町村に対し、レジ袋削減の取組みに向けた三者協定（住民、事業者、行政）締結
を促すなどにより３Ｒを推進する。

○平成20年度の取組みの成果
・ごみゼロ推進県民大会の開催（平成20年10月1日・参加者：約400人）
○平成21年度の取組み状況
・ごみゼロ推進県民大会の開催（平成21年10月1日・参加者：約300人）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・３Ｒの推進に資する購買活動を支援する。

○平成20年度の取組みの成果
・研修会の実施　５回　２１４名
・合同監視パトロール　１２回
・廃棄物性状調査　１３カ所
○平成21年度の取組み状況
・研修会の開催　２回
・合同監視パトロール　２回
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・民間団体等との継続的な連携強化

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
　当初予算では、１４００件の申請予定であったが、予定を大幅に上回ったため、補
正で予算を追加しており、予算額が591百万、申請件数が約3900件となる予定
・Ｈ２１年度導入効果の予測
　パネル総出力数　→　約１７ﾒｶﾞﾜｯﾄ　　環境効果　→　約７千トンのCO2削減
　経済効果　→約１０２億円の経済波及効果
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　今年度は、国の経済対策交付金で事業を実施しているため、来年度は、県の財政
に負担がかからず、広く普及を進めるための方策を検討する必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・環境センターを中心に環境教育・学習を実施し、入館者数延べ５０万人を達成し
た。

○平成21年度の取組み状況
・動く環境教室（出前講座）を実施しており、１０月末までに６２回開催、４，０９９人が
参加した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・館内学習の充実を図るとともに、環境体験学習事業や動く環境教室事業等を実施
し、学校、地域での環境教育・学習を支援していく。

○平成20年度の取組みの成果
・平成２０年９月に知事及び１３市町村長で構成する熊本地域地下水保全対策会議
において熊本地域の地下水を保全するための指針となる「熊本地域地下水総合保
全管理計画」及び翌２１年２月に今後５年間の取組内容等を示した「行動計画」を策
定。
・白川中流域において、新たな助成主体として菊陽町の（株）山内本店がＨ２1年度
から参加する事となり、H20.12.25に水循環型営農推進協議会との協定調印式が行
われた。
○平成21年度の取組み状況
・熊本地域地下水総合保全管理計画・行動計画に基づき、重要事業等に係る作業
部会（県及び各市町村の代表）を設置し、取組中。地下水保全条例の見直しや地下
水保全を図るための新たな推進組織の整備及び事業を行うための負担制度の創設
等などを検討している。
・白川中流域の水田湛水事業に関しては、山内本店が正式に事業に参加し、実施
予定面積は延べ面積で５３８．７ha、推定かん養量１，６１７万㎥と年々増加してい
る。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・熊本地域における新たな推進組織の整備及び事業を行うための負担制度の創設
は、既存組織の統廃合や水道事業者等取水事業者から従量制による費用負担を求
めるもので、関係団体や企業等の理解を得る必要がある。又、地下水保全条例の
見直しについては、公水・育水概念の導入、地下水採取に係る規制強化（届出→許
可制）の導入等、国内でも先導的な内容をもつ条例改正を検討しているが、超える
べきハードルも高い。

○平成20年度の取組みの成果
・県下２９の観測井でデータを継続して監視している。
○平成21年度の取組み状況
・これまで県の観測井が未整備の阿蘇地域（阿蘇市、高森町、南阿蘇村）や嘉島町
において４箇所の観測井を整備することとしている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・主要な地下水の帯水層があるにもかかわらず未整備の地域が県下各地にあるた
め、計画的な整備を図っていく必要がある。

　熊本県水資源総合計画に基づき、熊本
の大切な財産である水資源を次世代に引
き継ぐため、同計画のモデル地域である
熊本地域において、県民、事業者、行政が
パートナーシップを組んで必要な施策を推
進し、健全な水循環系を構築する。
①熊本地域地下水総合保全管理事業
②白川中流域水田湛水事業

地下水位監視事業 6,721

　本県の貴重な資源である地下水を将来
にわたり保全するため、地下水位の継続
監視を行う。県下の水道水源の約８割を
地下水に依存する中で、特に熊本地域は
水道水源のほとんど１００％を地下水に依
存しているが、台地部などでは地下水位
の低下傾向が見られる。このため、県下２
９の観測井のデータを継続して監視してい
る。

健全な水循環
と水環境の保
全

熊本地域地下水保全協働
推進事業

1,565

環境政策課

くまもとソーラー普及拡大
事業

175,778

  住宅用太陽光発電システム（以下「ＰＶシ
ステム」という。）の普及拡大は、低炭素社
会の実現、地球温暖化対策の有力な手段
であることから、ＰＶシステム設置に係る補
助制度を創設し、温室効果ガス排出削減
対策の推進を図る。
　ＰＶシステムを設置する者（家庭用に限
る）に対して、出力1kWあたり3.5万円の補
助を行う。

環境センター運営事業 58,734

　県環境センターを環境教育・学習の拠点
とし、身近な地域や地球規模で起こってい
る様々な環境問題について、正しい理解と
認識を深め、各地域における環境保全活
動の推進を図る。
　主な取組みとして、館内企画展示、こど
もエコセミナー、自然観察会、指導者派
遣、動く環境教室（出前講座）、こどもエコ
フェスタ、環境にやさしい絵画コンテスト
等。

廃棄物対策
課

ごみゼロ推進県民会議事
業

516

１　ごみゼロ推進県民会議の運営
　　総会、幹事会の開催を通じ、循環型
　社会構築のための県民、事業者、行政
　の連携を強化する。
２　マイバッグ・キャンペーンの実施
　　標語の募集、一斉行動参加店による
　レジ袋削減の取組みを実施する。
３　３Ｒ啓発事業
　　循環型社会情報誌「ばってんリサイク
　ルくまもと」の発行や県ＨＰ等による３Ｒ
　の啓発。

廃棄物リサイクル等啓発事
業

1,509

１　ごみゼロ推進県民大会の開催
①対象者
・一般県民、事業者、教育関係者、行政関
係者、各種団体
②内容
・マイバッグ・キャンペーン標語入賞者の
表彰、基調講演、ごみ減量・リサイクル事
例発表、３Ｒ関連展示ブースの設置等

不法投棄撲滅県民協働推
進事業

2,783

１　不法投棄未然防止のための県民との
連携強化
①　協定締結団体への研修会の実施
②　協定締結団体との合同監視パトロー
ルの実施
２　不法投棄者特定や不法投棄等周辺地
域の生活環境への影響の把握
①　情報提供地域の重点監視調査の実施
②　不法投棄者特定のための廃棄物性状
調査
③　投棄周辺地域の生活環境影響調査の
実施
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事業評価（環境生活部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・市町村と連携しながら、様々な媒体等を活用し県民に節水を広く呼びかけた。
・地下水保全条例に基づく地下水採取量の報告提出割合が例年７５％程度となって
いたため、未提出者に対する電話や文書による提出指導を行った他、モデル的に９
０件近くの未提出者に対する訪問調査指導を行ったところ、５０％近い提出があり、
提出割合は最終的に約８０％となった。
○平成21年度の取組み状況
・地下水採取量未報告者に対する訪問調査指導事業の効果が高いことが実証され
たため、平成２１年度は未提出者全戸訪問調査を実施することとしている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・地下水採取に係る規制強化等を内容とする地下水保全条例の改正作業を進めて
いるが、地下水採取量の報告が正確に行わなければ意味は無く、今後とも１００％
提出を目指して取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・くまもと・みんなの川と海づくりデーについては、宇城市若宮海水浴場をメイン会場
に県下各地で川や海の一斉清掃活動が行われた。また、県民大会については、阿
蘇市で開催し、過去最高の約５００名の参加があった。
○平成21年度の取組み状況
・中学生を対象とした水の作文コンクールは、８年連続日本一の応募者数を誇り、特
に今回は全国の応募総数の３割を超える５，２０８編の応募があった。
・くまもと・みんなの川と海づくりデーについては、甲佐町津志田河川自然公園をメイ
ン会場に県下各地で川や海の一斉清掃活動が行われた。また、県民大会について
は、菊池市で開催し、約４００名の参加があった。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・くまもと・みんなの川と海づくり県民運動については、県民が気軽に参加でき、運動
がさらに広がるよう体験型の啓発事業など内容を魅力あるものにする必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・前年度に作成した公共用水域水質測定計画に基づき、円滑に調査を実施すること
ができた。

○平成21年度の取組み状況
・前年度に作成した公共用水域水質測定計画に基づき、調査実施中（～Ｈ２２．３）。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・水質の改善が見られる環境基準点における類型等の見直しのためのデータ集積・
検証を行う。また、水環境保全の視点に「水生生物の生息又は成育環境の保全」が
加わり、平成１８年度から新たに「亜鉛」が環境基準項目として設定。環境基準のあ
てはめの調査準備が必要。

○平成20年度の取組みの成果
・平成20年度地下水質測定計画に基づき、調査地点等を見直し、平成21年度地下
水質測定計画に反映。

○平成21年度の取組み状況
・平成21年度地下水質測定計画に基づき、地下水の水質汚濁に係る環境基準項目
（26項目）の調査を実施し、環境基準不適合の井戸所有者に対し飲用指導を実施。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・地下水環境基準項目に新たに追加される「1,4-ジオキサン」、「塩化ビニルモノ
マー」、及び「1,2-ジクロロエチレン」の３物質の調査体系の確立。

○平成２０年度の取組の成果
・水道事業の認可等２９件
・飲用井戸等の衛生対策（行政検査）
省略不可能項目４００件、有害関係項目５０件
・水道普及率の向上
平成２０年度末現在の水道普及率８５．７％（対前年度比０．１％向上）

○平成２１年度の取組状況
・水道整備の促進を図るための簡易水道の補助事業の採択要件となっている簡易
水道事業統合計画書を平成２２年３月末までに関係市町村の策定を指導している
が、本年中には、概ね全市町村において計画策定の見込みである。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・財政基盤の脆弱な市町村においては、水道未普及地域の解消、水道施設の更
新、地震や渇水等の自然災害への対応といった施設整備には多大な経費が必要で
あり、国庫補助事業の継続等が必要不可欠であるが、採択要件等も厳しい状況に
あるなかで、各課題を解決するために各種の事業を展開している。

①水道事業の認可及び維持管理の指導
監督
・無認可水道の是正や小規模水道の統合
等を推進するとともに水道事業者等の維
持管理の徹底を図る。
②飲用井戸等の衛生対策（行政検査）
・水道普及率の低い地域や地下水汚染が
進んでいる地域等を対象として、飲用井戸
等の行政検査を実施して、県民の飲用水
の安全性の確保を図る。
③水道普及率の向上
・水道普及率の低い市町村に対して地域
別の研修会や住民説明会を実施すること
により、市町村の水道整備の促進を図る。
④テロ・災害時相互応援協定の連絡体制
・テロ・自然災害時に対して、九州・山口９
県が協力して被災県への応援給水等の連
携と情報収集を図る。
⑤クリプトスポリジウム対策
・耐塩素性病原微生物であるクリプトスポ
リジウムに対して、未然防止を図る観点か
ら、最新の技術講習会を受講するするとと
もに、発生の恐れが際には環境調査等を
実施する。
⑥ダイオキシン類対策
・水道水質管理計画に基づく広域的な水
質監視を県内の水道水質監視地点（表流
水・地下水）で継続的に実施する。

１　水質汚濁防止法第１５条に基づき実施
した公共用水域水質調査（河川、海域等１
７８地点）
２　主要水浴場水質調査（19箇所：年間利
用人口5000人以上）
　水質等の実態を把握するとともに、その
結果に基づく衛生指導を行う。
３  川の水環境調査
　河川環境基準点（３５地点）における水生
生物モニタリング調査（１０月～１１月）
４　水俣湾環境調査
(1)環境調査：水質２地点・４回、底質３地
点・１回、地下水２地点・２回
(2)魚類調査：水俣湾内の魚類を採捕し魚
類中の水銀値を分析する。
(3)海域プランクトン調査：水俣湾内のプラ
ンクトン中の水銀値を分析する。

地下水質監視事業 11,271

１ 水質汚濁防止法に基づく監視調査
　水質汚濁防止法第１５条に基づき、地下
水の常時監視調査を行う（６１９井戸）。
　また、調査結果については同法１７条に
基づき公表する。
２ 県条例に基づく事業場立入調査（９５事
業場）
　熊本県地下水保全条例に基づく対象事
業場に立ち入り、対象施設、帳簿書類及
びその他の物件について監視・指導を行
う。
(1)対象事業場に対する対象化学物質使
用管理状況の立ち入り調査
(2)対象事業場排水等の検査

　本県の水道使用量は、九州各県の平均
使用量と比べ高い状況にあり、水道水源
の８割を占める貴重な水資源である地下
水を保全するため、企業や水道事業者等
と連携して節水に取り組む。又、地下水保
全条例に基づく地下水採取量の把握を
行っている。

水環境教育・県民運動推進
事業

2,845

　熊本の宝である水を素材とした水環境教
育を推進することにより、熊本の地下水の
質の高さと豊富さ、そしてこの大切な水を
守り、活かし、引き継いでいくことの大切さ
を子どもたちにしっかりと認識としてもらう
とともに、大人に対しては、水環境保全活
動への具体的な取組みを促す。

水環境課

節水推進事業 979

水質環境監視事業 29,470

上水道事業 10,062
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事業評価（環境生活部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取り組みの成果
※平成21年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
　有明海及び八代海においてＣＯＤや全りんについて環境基準未達成となる海域が
確認されていることから、水質の濃度変動要因の推定等に資するための科学的知
見の充実を目的として調査を実施中。（～Ｈ２２．３）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　本調査は、有明海・八代海における水質環境の悪化を背景に今年度から5カ年計
画で水質等に係る重点的な調査を行っているものであり、今年度は八代海にて調査
を行っているところである。未だ調査を継続している段階であるが、今後、調査デー
タを解析することにより、有明海・八代海における水質環境の現状把握、本調査海
域での補足調査の必要性や22年度以降に予定している有明海における調査内容な
どについて検討する必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
※H２１年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
・水の戦略会議はこれまで２回の会議が開催され、地下水資源に恵まれた本県が目
指す「将来の姿（目標）」と、その姿に近づくために必要な「取組み」が議論の中心と
なった。これまでの主な意見としては、①水質・水量両面からの対策の必要性、②水
の歴史・文化を知り、地下水資源を活用、③熊本地域地下水総合保全管理計画等
の着実な推進と推進体制や財源の強化、④熊本県地下水保全条例改正による地下
水の保全管理強化、⑤県民に対する啓発強化の必要性などについての御意見をい
ただいた。
・熊本地域（台地部）地下水かん養実証事業については、湛水可能面積や推定かん
養量等の調査を３地域において行い、かん養事業実施に向けた基礎データを得るこ
とができた。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・水の戦略会議は、Ｈ２２年２月に第３回目の会議を開催し、提言を取りまとめる予
定。Ｈ２２年度まで継続することとしている。
・熊本地域（台地部）地下水かん養については、基礎調査の結果、可能性のある地
域において、事業の実現化を目指す。

水質環境重点調査事業 11,365

八代海の中～北部をモデル海域として、
実施する。
（１）水質調査
　海域の水質汚濁物質（COD、全りん等）
の現存量（表層～底層までの濃度等鉛直
分布）及びその季節変化を把握する。
・調査地点：八代海中～北部の環境基準
点（８地点）
・調査項目：水温、塩分、ｐH、溶存酸素、
COD、SS、全窒素・全りん、栄養塩、クロロ
フィルa等
・調査回数：月１回（年１２回）
（2）底質調査：底質の汚濁物質、化学的状
況を把握する。
・調査地点：水質調査と同じ
・調査項目：COD、全窒素・りん、強熱減
量、全硫化物　ほか
・調査回数：年５回（７月、８月、９月、１２
月、２月）
（３）負荷源調査
　モデル海域周辺の流入河川・水路等お
よびその流域を調査し、陸域からの汚濁
負荷の状況把握に資する。

熊本の水「夢戦略」事業 7,997

  水の戦略推進事業により、本県の優れ
た地下水資源を世界にアピールし、熊本
の地下水のブランドを確立し、熊本の地域
イメージの向上に寄与し、企業誘致や熊
本の農産品の付加価値化に結びつけられ
るよう、基本戦略の検討、湧水源の基礎
調査や顕彰さらには湧水源等の維持保全
活動の活性化や流域連携の推進、戦略的
地下水涵養実験（休耕田を利用した水田
湛水事業）の推進、企業の地下水保全活
動の推進、新たなウオータービジネス等に
取り組む。
  特に、水道水源のほぼ百パーセントを地
下水で賄う熊本地域では、既に住民、事
業者、行政が一体となって地下水保全に
取り組む指針として、平成２０年９月、熊本
地域地下水保全対策会議（県及び１４市
町村）において、平成３６年度を目標年次
とする「熊本地域地下水総合保全管理計
画」、平成２１年２月には平成２１年度から
５年間の「行動計画」を策定しており、いく
つかの事業は、その施策メニューの中にも
位置づけられている。
①　水の戦略推進事業
②　熊本地域（台地部）地下水かん養実証
事業
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事業評価（商工観光労働部）

【商工観光労働部】

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・企業誘致件数は、１８件であった。
　（うち半導体・自動車関連　１０件≒５５．５６％）

○平成21年度の取組み状況
・企業誘致件数は、９件（１０月１日現在）である。
　（うち半導体・自動車関連　４件≒４４．４４％）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・業界分析や企業動向の把握等による戦略的な誘致活動を行う。

○平成20年度の取組みの成果
・自動車トップセミナー（名古屋）を開催し、知事のトップセールスによる誘致活動（企
業数344社、面会者数468人）を展開した。

○平成21年度の取組み状況
・昨年に引き続き、トップセミナー等を開催し、知事のトップセールスを通じて、新たな
企業訪問のきっかけとなる人脈ネットワークの形成などに取り組む。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・企業に新規投資のパートナーとして「選ばれる熊本」となるため、企業の投資担当
者の関心が高い話題を提供できる講師や、本県立地のメリットをＰＲできる講師等の
講演が今後も必要。

○平成20年度の取組みの成果
・補助金交付件数は、１９件（1,980,535千円）であった。

○平成21年度の取組み状況
・半導体や太陽電池関連を中心とした大規模投資企業を積極的に誘致するため、補
助金交付限度額を５０億円に引き上げた。
・補助金交付件数は、２件（９４，００２千円、１０月１日現在）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・企業誘致に係る国内外の競争は激しく、今後とも他県との競争力を維持することが
課題である。

○平成20年度の取組みの成果
・菊池テクノパーク整備を計画し、環境影響調査を開始した。
・県南地域市町村が行う工業団地整備支援として、人吉市漆田地区で地下水取水
可能量調査を開始した。

○平成21年度の取組み状況
・菊池テクノパーク整備
　引き続き環境影響調査を進めるとともに、土地価格調査を実施している。今後、補
償物件調査及び団地基本整備計画に着手予定である。
・県南地域の工業団地整備支援
　人吉市漆田地区の調査を完了した。新たに適地候補を募集し、３地域の中から錦
町を選定し、直ちに調査に着手する予定である。
・大規模工業団地適地調査
　県内全域を対象として、適地候補を募集し、１１地域の提案があり、現在選定作業
を行っている。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・菊池テクノパーク整備
　用地取得を始め事業を円滑に推進するために、地元との緊密な連携を図ってい
く。

○平成20年度の取組みの成果
　補助金交付件数は、２件（104,171千円）であった。

○平成21年度の取組み状況
　BBコール㈱、㈱ミスミ、日本トータルテレマーケティング㈱への補助金を交付する。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　申請後速やかに手続きを行い交付する。

○平成20年度の取組みの成果
　企業誘致件数は、２件（戦略的企業誘致推進事業に含む）であった。

○平成21年度の取組み状況
　企業訪問による情報収集及び誘致活動を行っている。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　産業支援サービス業は都市型産業であるため、進出先が熊本市に集中しており、
周辺市町への誘導が課題。入居物件の情報収集に努める。

　県内人口集中地区に立地する以下の業
種に対して立地促進のための助成制度を
講じる。

①広域的業務拠点施設（支社、支店、コー
ルセンター等）

②産業支援サービス業務施設（インターネッ
ト付随サービス業、機械修理業等）

サービス産業振興事業（産
業支援サービス業等誘致
事業）

1,903

①誘致環境広報事業
　投資環境ＰＲのためパンフレット作成等

②立地情報収集等活動事業
　ターゲット企業への重点的かつ戦略的な
企業訪問や入居物件の情報収集を行う。

企業立地促進費補助

・本県の産業の振興を図るうえで重要と認
められる事業所の新設及び増設を促進する
ため助成措置を講じることにより、企業の設
備投資を容易にし、雇用機会の確保を図る
とともに、県土の均衡ある発展及び県民生
活の向上に資することを目的とする。

工業団地施設整備事業 97,242

・企業ニーズに即応した魅力ある工業団地
として菊池テクノパークの整備を行う。21年
度は整備のための各種調査を行う。
・県土の均衡ある発展のため、県南地域市
町村が行う工業団地整備支援として、適地
選定のための各種調査を行う
・今後、企業からのニーズが増加すると予
想される100ha規模の工業団地について、
県内全域を対象とした適地調査を進める。

Ｈ２１年度事業の概要

戦略的企業
誘致の推進

企業立地課

戦略的企業誘致推進事業 12,494

・本県経済を牽引する半導体及び自動車産
業のさらなる集積や、新たなリーディング産
業として推進している太陽電池産業の集積
を図ることを目的に、産業展示会出展やセ
ミナー開催で接触した企業への重点的かつ
戦略的な企業訪問等により本県への誘致
につなげる。

企業誘致トップセールス事
業

5,367

・トップセミナーは、短期間に多くの経営者
層に対し本県のアピールができることから、
半導体及び自動車業界にとって関心の高
い話題を提供するとともに、本県の立地環
境を紹介し、関係者相互の交流を深めるこ
とができるトップセミナーを通じて、本県へ
の一層の企業集積を促進する。

分　　野

経済上昇くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

3,947,647

サービス産業振興事業（立
地促進補助事業）

152,538
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事業評価（商工観光労働部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　平成２１年３月、「熊本県産業人材強化戦略」を策定。

○平成21年度の取組み状況
　同戦略に基づき、平成２１年６月、行政・教育界・経済界等による産業人材強化
ネットワーク会議を設置し、８月には、くまもとテクノ産業財団内にワンストップサービ
ス窓口を設置するとともに、来年１月には情報ポータルサイトの運用開始予定であ
る。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　取組内容について、広く県民に周知することが必要であり、マスコミ等メディアも活
用しながら ワンストップサービス窓口及びポータルサイトの利用を促進し、地元企業
のニーズに沿った人材の育成及び確保を目指す。

○平成20年度の取組みの成果
・本館等の実施設計を完成させ、実験棟１を新築。企業のものづくり技術向上を図る
試作支援機能の強化に寄与した。

○平成21年度の取組み状況
・実験棟２、本館整備に着手した。実験棟２については年度内に完成し、材料開発支
援機能の強化を図る予定。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・（独）科学技術振興機構による地域産学官共同研究拠点整備事業（※）と調整を図
りながら、平成２２年度竣工・オープンを目指し、産業支援機関としての機能強化に
取り組む。
※有機薄膜分野の研究機器等を産業技術ｾﾝﾀｰ内に整備する事業

○平成20年度の取組みの成果
・県産業技術センターの研究備品９機種を導入した。これにより、精密機械部品や半
導体回路表面の元素検出や品質評価を行うことができるようになるなど、顧客であ
る県内企業に対する新商品開発に関する技術指導や研究開発をより効果的に実施
することが可能となった。

○平成21年度の取組み状況
・研究備品５機種の導入については導入に向けた事務手続きを行っている。国の追
加経済対策交付金を活用し導入する数機種は、現在導入機種の選定を行ってい
る。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・県の財政が厳しい状況であるため、国補助等を活用した機器導入を検討する。

○平成20年度の取組みの成果
・補助金により熊本県中小企業団体中央会が、中小企業組合に対する指導・研修、
創業・経営革新に対する支援、新規事業の展開に対する支援等を実施したことによ
り、県内中小企業の組織化、組織の健全な運営、創業・経営革新等を図った。

○平成21年度の取組み状況
・補助金により熊本県中小企業団体中央会が、中小企業組合に対する指導・研修、
創業・経営革新に対する支援、新規事業の展開に対する支援等に加え、企業情報
発信の支援事業を実施している。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・熊本県中小企業団体中央会が平成１９年度に作成した中央会ビジョンに基づき、こ
れまでの中小企業の事業協同組合の指導に加えて、企業と大学等の研究機関や異
業種企業との連携を進めるコーディネート機能を充実させ、農商工連携・経営革新
等を推進できる体制整備を図る。

○平成20年度の取組みの成果
　中小企業団体が実施する、運営研究や情報の収集・提供、資質向上などの自主
事業が着実に実施され、団体機能の強化に繋がった。

○平成21年度の取組み状況
　継続的に自主事業を実施し、団体機能の強化を図った。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　中小企業の支援ニーズが多様化、高度化しており、それに対応できるよう指導員
資質強化のための研修を充実させる。

○平成20年度の取組みの成果
・指導監査の実施により、経営改善普及事業の効果的・効率的な執行が確保でき
た。
・経営革新申請者に対する適切な助言により、承認件数が増加した。
　（H19年度12件→H20年度20件）

○平成21年度の取組み状況
・実施予定23件のうち11件を実施済（10月末現在）
・経営革新計画承認件数19件（同上）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・経営革新について、案件発掘や支援件数増加のため、商工団体との情報交換、研
修会や会議への参加により連携を強化していく。

　つぎの２つの事業の実施に伴い必要とな
る経費（旅費、消耗品費等）である。

・小規模事業者の経営支援を行う商工会及
び商工会議所の適切な運営や機能を確保
するために行う指導監査
※H21年度実施対象　23団体

・経営革新計画承認申請に対する助言、並
びに承認事務
※H21年度承認目標件数　50件（商業案
件）

　熊本県中小企業団体中央会が行う、中小
企業の組織化並びに中小企業組合の事業
及び経営の指導、創業・経営革新等の支援
に要する経費を補助することにより中小企
業の育成を行う。

中小企業団体補助 13,861

　中小企業が産業・雇用の担い手として、活
力ある発展を遂げるよう中小企業を指導・
支援する団体の体制や機能強化を図るた
め、中小企業団体が実施する自主事業に
対して助成を行い、団体の効率的運営、指
導力を強化する。

産業技術セ
ンター

産業技術センター試験研究
備品導入事業

198,661

　現在整備中の産業技術センター本館等整
備に併せて試験研究備品を導入し同セン
ターの機能充実を図る。

【H21年度計画】
　研究備品５機種の導入について入札手続
を実施中。
【全体計画】
１）整備時期：H20年度～H24年度（５年間）
２）整 備 費：約１０億円

商工政策課

組織化指導費補助 142,022

小規模事業対策事務費 1,558

産業人材強化推進事業 8,120

　産業人材の育成・確保を担う県内各機関
（教育機関、職業訓練機関、企業・団体等）
による連携組織を設置するとともに、くまも
とテクノ産業財団内に、産業人材の育成・確
保にかかるワンストップサービス窓口及び
情報ポータルサイトを設置する。

産業支援課
産業技術センター本館等整
備事業

547,960

　熊本県産業技術センター整備基本計画を
踏まえ、産業支援の機能強化を図るため、
産業技術センターの施設整備を行う。
【主な工事】
・本館新築（～H22）
・実験棟２新築

労働雇用総
室

中小企業の
技術･経営･販
路開拓の支
援
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事業評価（商工観光労働部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・事業協同組合の設立及び運営に関する指導並びに中小企業団体関係法に基づく
認可、届出受理等の業務を行い、中小企業の組織化及び組織の適正な運営を図っ
た。

○平成21年度の取組み状況
・事業協同組合の設立及び運営に関する指導並びに中小企業団体関係法に基づく
認可、届出受理等の業務を実施している。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・中小企業団体関係法に基づく業務であり、引き続き事業協同組合の設立及び運営
に関する指導並びに中小企業団体関係法に基づく認可、届出受理等の業務を実施
する。

○平成20年度の取組みの成果
※平成２１年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
・8商工会、3商工会議所及び県商工会連合会へ補助

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・これらの取組みが地域に根付き広がりを持つよう、全国展開事業やＪＡＰＡＮブラン
ドといった国の補助事業を活用した事業展開を誘導する。

○平成20年度の取組みの成果
　小規模事業者に対する経営改善普及事業への取組みは継続的に実施するもので
あるため、明確な効果を期待できるものではないが、不況等の影響により、なお、一
層の取り組みが必要。

○平成21年度の取組み状況
　補助対象職員や事務局長の設置基準の見直しと併せて、商工会の合併推進や広
域連携等の検討により、人件費の抑制を行っている。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　合併と広域連携により経営指導員を複数配置して組織体制を充実させ、経営改善
普及事業の実施をより効率的・効果的にできるよう商工団体の体制を整える。

○平成20年度の取組みの成果
・新商品開発等事業化推進事業費補助等事業者向け補助金交付により３４件の新
商品・新技術開発や販路開拓を支援し、うち２件の新技術工業製品は全国展開中。

○平成21年度の取組み状況
・新商品開発や販路開拓の取組みについて10社採択し支援。
・ソーラーを活用した電気自動車や電動バイクの充電設備のインフラ整備等、方策
に関する調査を行い、新たな交通システムを構築し、ソーラーや電気自動車・電動バ
イク関連に関わる産業の育成、創出を目指した「電気エネルギーの活用による次世
代交通システム推進事業」に取り組んでいる。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・事業者における研究開発や新技術・新商品開発、販路開拓などの取組みを支援す
る施策を戦略的に実施していく必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・平成20年度は三菱電機熊本工場及びNECセミコンダクターズ九州・山口熊本川尻
工場が操業を開始してから４０周年になることを記念して、平成20年11月にくまもとテ
クノ産業財団（テクノポリスセンター）内に「くまもと半導体展示ホール」を開設すると
ともに、「第９回全九州半導体技術フォーラム」及び「組込みシステム産学官技術交
流会ｉｎ熊本」を開催した。
・「熊本発：地球を救うソーラー・グリーンコンシューマー運動」として環境にやさしい
太陽光発電を県内に普及拡大し、県内産業の振興を図ることを目的に太陽電池応
用製品普及促進キャンペーンやソーラーパーク認定運動を行い、またソーラー産業
参入予定企業への教育研修や太陽光発電を活用した新製品開発の支援等に取り
組んだ。
・組込みソフトウェア関連産業の振興を最重点課題とした「情報サービス産業振興戦
略」を平成１９年１０月に策定するとともに、組込みソフトウェアの人材育成支援にも
取り組んでいる。

○平成21年度の取組み状況
・平成21年度は、6月に知事特命の「くまもとソーラープロジェクトチーム」を設置し、
ソーラーの先進県を目指して、ソーラー関連産業の振興と太陽光発電システムの普
及拡大に取り組んでいる。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・「くまもとソーラープロジェクトチーム」の目標であるソーラー産業振興及び太陽光発
電システムの普及拡大への取組みをさらに進めていく。

ものづくりフォレスト・自動
車関連産業推進事業

134,821

　平成17年策定の「熊本ものづくりフォレスト
構想」に掲げる戦略に基づき、製造業にお
ける基盤技術の更なる高度化により、新商
品開発等の促進を図るなど競争優位性を
確保し、活力ある熊本の実現を目指す。

セミコンフォレスト・ソーラー
関連産業推進事業

21,418

　「熊本セミコンダクタ・フォレスト構想」及び
「熊本ソーラー産業振興戦略」、「熊本情報
サービス産業振興戦略」を推進することによ
り、世界のIT・半導体産業の拠点化と、ソー
ラー産業と情報サービス産業を新たな柱と
する産業の育成を目指す。

　やる気のある商工会等を通じて、地域資
源の掘り起こしや活用、農商工連携による
新商品開発や販路拡大等に取り組むことに
より、厳しい経営環境にある小規模事業者
等への支援につなげていく。

商工会商工会議所・商工会
連合会補助

2,248,292

　経営基盤が脆弱な小規模事業者に対す
る経営改善普及事業の充実を図るため、商
工会・商工会議所及び商工会に対する県商
工会連合会の指導推進を図り、小規模事業
者の振興と安定に寄与する。
※５４商工会、９商工会議所及び県商工会
連合会に対して補助

中小企業協同組合指導費 634
・中小企業団体関係法に基づく事業協同組
合等の設立推進及び運営指導を行う。

地域商工業夢づくり応援事
業

20,000
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事業評価（商工観光労働部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・インキュベーション施設の整備（ワークスペース（県北3区画、県南3区画）及び相談
室等の設置）を進めるともに、入居企業の募集及び選定を行い、平成21年5月に施
設を開所した。

○平成21年度の取組み状況
・インキュベーションマネージャーが施設に常駐し、他の支援機関との連携を図りな
がら利用者の創業支援に取り組むとともに、地域の創業・新事業創出支援窓口とし
て相談等に対応している。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・地域支援機関との連携による創業・新事業創出ニーズの掘り起こしが課題。
・県内に設置されている他のインキュベーション施設（夢挑戦プラザ21、くまもと大学
連携インキュベータ）の運営･起業家支援事業との統合により、各施設･インキュベー
ションマネージャーの連携や交流を円滑化し、それぞれのポテンシャル（専門性等）
を活かした、より効果的な起業家支援を実施する。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
・大学９件、高専１件、高校２件の計14件のビジネスプランの応募があり、ビジネスプ
ランのブラッシュアップ指導後、プレゼンテーション審査により大賞１件、優秀賞１件、
奨励賞６件を決定。
・大賞受賞者には、ベンチャーマーケット二火会でのプレゼンテーションの実施、ま
た、受賞者へ創業に必要なセミナーを実施。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・九州大会との連携
・各大学及び各教授等への事業周知・協力関係の体制構築

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
・知財戦略策定委員会の開催：第１回H21.7.6
・関連事業の実施：稼げる県づくりのための産学行政連携マッチング支援事業費補
助金　H21.9.1交付決定（企業２社）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成21年度中に知財戦略を策定予定。今後は、戦略に基づき、知財の観点から県
内企業を引き続き支援していく。

○平成20年度の取組みの成果
・総合相談窓口の設置により、創業予定者や中小企業から、2,835件の相談を受け
た。
・プロジェクトマネージャー及びサブマネージャーにより、個々の企業に対する一貫し
た支援を行った。
・専門的知識及び経験を有する専門家を２７１回派遣し、中小企業の課題解決を
図った。

○平成21年度の取組み状況
・中小企業の経営基盤の維持・強化のため、プロジェクトマネージャー及びサブマ
ネージャーにより、個々の相談に応じて一貫したコーディネート支援を実施した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・厳しさを増す中小企業の経営支援のため、より効果的で確実な企業ニーズへの対
応を実施するための支援体制の再構築。
・リーディング企業育成のため、フォロー対象企業の再構築。

○平成20年度の取組みの成果
・産業支援機関連携部会に施策連携等による支援が必要な企業の情報交換を行う
等、効果的な連携体制の構築を図った。
・投資家、取引先との出会いの場であるベンチャーマーケット二火会の活動により、
15社が発表し、25件の商談が成立した。

○平成21年度の取組み状況
・新事業に取り組むベンチャー・中小企業の更なる販路開拓支援のため、ベンチャー
マーケット二火会発表企業発掘及び参加企業等の増加に取り組んだ。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・より企業ニーズに応じたマッチング支援のため、産業支援機関連携体制の再構
築。

○平成20年度の取組みの成果
・投資事業：投資決定件数6件、投資額47百万円
・コンサルテーション：訪問件数63件（延べ111件）、来所件数73件（延べ115件）
・ベンチャーマーケット：開催回数4回、発表企業数16社

○平成21年度の取組み状況
・投資事業：投資決定件数2件、投資額20百万円
・コンサルテーション：訪問件数32件（延べ44件）、来所件数45件（延べ65件）
・ベンチャーマーケット：開催回数2回、発表企業数8社

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・投資件数の増加及びコンサルテーションの促進等。

創業・新分野進出推進助成
事業

8,775

　(財)熊本県起業化支援センターの以下の
事業実施に係る人件費に対して助成を行
う。

・創業初期やスタートアップ期の企業及び新
分野進出の企業に対する株式引受等の投
資事業
・財務・経営等に関する総合的なコンサル
テーションの実施
・ベンチャーマーケット「二火会」の開催
・起業化の推進に関する調査・研究　　等

県中小企業支援センタ－
事業

19,755

　創業者や経営革新への意欲を持つ中小
企業に対し、経営全般にわたりきめ細やか
な支援を行い中小企業の経営資源の強化
を図るとともに、地域における新たな事業の
創出を促進し、中小企業の振興、経営の安
定及び活力ある経済社会の構築に寄与す
ることを目的に、県中小企業支援センター
が行う中小企業支援事業の経費の一部を
補助する。

地域プラットフォ－ム活動
支援事業

29,856

　新事業創出に向けての研究開発から事業
化までの各段階を総合的に支援する地域プ
ラットフォーム体制の中核的支援機関として
実施する地域プラットフォーム活動支援事
業の経費の一部を補助する。

大学発ベンチャー・夢挑戦
ビジネス支援事業

899

　大学生・高専生・高校生を中心にした若者
から斬新なビジネスプランを募集し、優秀な
者を表彰するとともに、創業に必要なセミ
ナーを受講させることにより、若者の創造能
力とベンチャー精神の育成を図る。

知的財産推進事業 19,728

　知的財産の創造・保護・活用により県内企
業を支援する「熊本県知的財産活用戦略
（仮称）」を策定するとともに、関連事業を実
施することにより、既存産業の高度化や新
規産業の創出を図る。

産業支援課

地域連携型インキュベー
ション施設運営事業

14,140

　県北地域及び県南地域における新規創
業者等に対する支援の充実を図るため、菊
池市及び八代市にインキュベーション施設
を設置し、運営を行う。

・施設の設備、備品等の整備及び維持管理
・施設利用者の募集、審査
・インキュベーションマネージャーの配置に
よる利用者及び地域の創業支援　　　　等
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事業評価（商工観光労働部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・トライアル発注全国ネットワーク会議等出席
・中小企業総合展への出展協力及び参加
・新事業支援調達制度で新たに4社5品目を認定（購入は7箇所で5社9品目（H18年
度認定分～））
・バイオイブニングカフェ開催6回

○平成21年度の取組み状況
・トライアル発注全国ネットワーク会議等出席
・中小企業総合展への出展協力及び参加
・新事業支援調達制度で新たに6社6品目を認定
・トライアル発注件数5件、5品目
・バイオイブニングカフェ開催3回
・ライフサイエンスカフェ開催1回

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・新事業支援調達制度の趣旨の周知を図り県での購入を促進する。
・中小企業総合展を通じた取引の拡大。

○平成20年度の取組みの成果
　平成２１年３月、「熊本県産業人材強化戦略」を策定。

○平成21年度の取組み状況
　 同戦略に基づき、平成２１年６月、行政・教育界・経済界等による産業人材強化
ネットワーク会議を設置し、８月には、くまもとテクノ産業財団内にワンストップサービ
ス窓口を設置するとともに、来年１月には情報ポータルサイトの運用開始予定であ
る。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　取組内容について、広く県民に周知することが必要であり、マスコミ等メディアも活
用しながら ワンストップサービス窓口及びポータルサイトの利用を促進し、地元企業
のニーズに沿った人材の育成及び確保を目指す。

○平成20年度の取組みの成果
・熊本の地域資源である県産農林水産物を活用した新技術・新商品開発や販路開
拓の取組みに補助金を交付し、産業の枠を超えた横断的な取組みを支援した。
・平成２０年度は携帯電話を利用した農産品生産管理システムの開発への補助など
６件の事業を選定し、支援を行った。

○平成21年度の取組み状況
・平成２１年度は４件の事業を選定して支援を行った。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・今後は他の補助金との統合により、事業推進の改善を図る。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
・知財戦略策定委員会の開催：第１回H21.7.6
・関連事業の実施：稼げる県づくりのための産学行政連携マッチング支援事業費補
助金　H21.9.1交付決定（企業２社）

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　平成21年度中に知財戦略を策定予定。今後は、戦略に基づき、知財の観点から県
内企業を引き続き支援していく。

○平成20年度の取組みの成果
・関係団体及び県等で構成する「農商工連携推進協議会」を設立。
・農商工連携フォーラムやイブニングゼミ（事例発表会）を開催し、普及啓発と取組み
の推進を図った。

○平成21年度の取組み状況
・農商工連携100選第１次選定の実施、取りまとめ。（６７事例選定）
・農商工連携フォーラムによる施策紹介等による普及啓発。
・航空便を利用した販路開拓事業による商談会開催と首都圏への出荷

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・販路開拓の支援が課題であり、県外への販路開拓に向けて事業展開を検討してい
る意欲ある事業者に対するフォローアップ等の支援を検討。

商工政策課 農商工連携推進事業 1,000

１　農商工連携１００選の第１次選定
　県内における農商工連携の取組事例を取
りまとめ、広く紹介することにより一層の推
進を図るため、「くまもと農商工連携１００
選」第一次選定を実施。事例集を作成する
とともに、ホームページ等により広報する。

２　農商工連携フォーラムの開催
　「一日中小企業庁inくまもと」の中で「農商
工連携フォーラム」を開催。施策紹介や１０
０選の認定証授与式、パネルディスカッショ
ンなどを行い、農商工連携の取組みへの理
解を深めてもらう。

３　事例発表会の開催
　先進的な取組事例を紹介するとともに、参
加者の交流により新たな取組みを促進する
ため、事例発表会を開催。

４　航空便利用による販路開拓
　バイヤーとの商談会の実施及び首都圏へ
の出荷

産業支援課

ものづくりフォレスト・自動
車関連産業推進事業
（再掲）

134,821
【農商工連携推進事業】
　県産農産物を活用した新技術・新商品開
発、販路開拓への補助。

知的財産推進事業
（再掲）

19,728

　知的財産の創造・保護・活用により県内企
業を支援する「熊本県知的財産活用戦略
（仮称）」を策定するとともに、関連事業を実
施することにより、既存産業の高度化や新
規産業の創出を図る。

労働雇用総
室

産業人材強化推進事業
（再掲）

8,120

　産業人材の育成・確保を担う県内各機関
（教育機関、職業訓練機関、企業・団体等）
による連携組織を設置するとともに、くまも
とテクノ産業財団内に、産業人材の育成・確
保にかかるワンストップサービス窓口及び
情報ポータルサイトを設置する。

新事業創出促進費 2,029

　中小企業新事業活動促進法に基づく県事
業環境整備構想を推進するため以下の事
業を実施する。

・トライアル発注全国ネットワーク
・先端技術普及広報費
・先端技術推進費
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事業評価（商工観光労働部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・県産果実の保健機能効果の解明を行い、甘夏ミカンは、抗アレルギー作用が高く
加熱濃縮により低下することはないので、抗アレルギー作用を有する加工素材とし
て有望であることを明らかにした。

○平成21年度の取組み状況
・「簡易な品質管理マニュアル」については農産加工組織での飲料・瓶詰製品の加工
所の衛生管理状況の調査を、「県産農産物の一次加工技術」については青シソのフ
レーバー及び色調を保持したペーストの製造試験を、「新規用途米粉の利用拡大技
術」については米粉を利用した飲料の試作や米粉の糖化試験を実施中である。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・研究成果の普及が今後の課題（農産加工技術研修会等で普及予定）。

○平成20年度の取組みの成果
　中国、韓国、九州の２国１地域の産学行政が一堂に会する、環黄海経済・技術交
流会議等において、貿易、投資等に関する情報収集・提供を行った。

○平成21年度の取組み状況
　海外日本貿易推進機構（ジェトロ）、熊本県貿易協会及び熊本県輸出支援ネット
ワークと連携し、海外バイヤーを招聘した商談会を実施。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　県産品を海外の商社や消費者へＰＲするため、農林水産部や関係団体との連携を
強化し、一体となって取り組むことが必要である。

○平成20年度の取組みの成果
　海外に事務所を有し世界的にネットワークを持っている日本貿易振興機構（ジェト
ロ）と県内企業の取組みをサポートしている熊本県貿易協会の運営を支援した。

○平成21年度の取組み状況
　日本貿易振興機構（ジェトロ）及び熊本県貿易協会の運営に対する支援を行う。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　県産品を海外の商社や消費者へＰＲするため、農林水産部や関係団体との連携を
強化し、一体となって取り組むことが必要である。

○平成20年度の取組みの成果
※平成２１年新規事業

○平成21年度の取組み状況
・Ｈ２１．１１月にシンガポールにおいてシンガポール市場調査等を実施
・Ｈ２２．１月に農商工連携して知事のトップセールスを実施予定。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・更に関係機関と連携し、共同して「くまもと」を海外に売り込んでいく必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
※平成２１年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
・4/30～5/5に、「食博覧会・大阪」へ出展、観光物産等のPRを行った。
・11/18～11/23に、首都圏のイトーヨーカ堂２９店舗で「熊本県フェア」を開催。
・首都圏レストランフェアの実施（２～３月）に向け、県産品募集等に着手。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　県産品のPRと販路拡大のため、農林水産部や関係団体との連携を更に強化し、
一体となって取り組むことが必要である。

○平成20年度の取組みの成果
・アドバイザーを活用し、県内企業に対して適切なアドバイス等を行うとともに、海外
バイヤーの県内招聘に関し、情報提供や商談フォローを実施。（相談数１３９件）
・九州合同で上海における見本市に出展し、県産品の商談やＰＲを実施。（県内９
社：県内企業の個別商談数３２２件）

○平成21年度の取組み状況
・継続して情報提供や、商談フォローを実施し、新たな販路拡大が図られる見込み。
・九州合同で上海において商談会を実施予定。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・輸出支援機関で構成する熊本県輸出促進ネットワークを活用し、アドバイザーのさ
らなる活用に向けた周知や商談への支援を図る。

県産品販路拡大強化支援
事業

15,983

１　食博覧会・大阪出展事業
　４年に１度開催される日本最大級の食の
イベント「食博覧会・大阪」に出展。

２　首都圏レストラン販路開拓事業
　首都圏のレストランシェフ等を対象に、県
産品の魅力をPR。

３　首都圏百貨店・量販店販路開拓事業
　首都圏の百貨店やスーパー２カ所で「熊
本県フェア」を実施。

中小企業海外チャレンジ支
援事業

10,268

・上海・シンガポールにビジネスアドバイ
ザーを配置し、企業相談、レポート提出、随
時情報提供
・アセアン・中国への職員派遣
・九州貿易振興協議会負担金

貿易振興対策事業 2,010
・海外への販路開拓につなげるため、県内
の貿易支援機関との連携による海外バイ
ヤーとの商談機会を提供

くまもとブラ
ンド推進課

ジェトロ熊本貿易情報セン
ター運営事業

12,820

・県内事業者の海外とのビジネスを総合的
に支援するため、貿易に関する専門的なノ
ウハウを持つ日本貿易振興機構（ジェトロ）
及び熊本県貿易協会の運営を支援

中小企業海外チャレンジ支
援事業（農商工連携県産品
海外売り込み事業）

1,696
・シンガポールの市場調査を実施
・農林水産部が行うシンガポールにおける
知事トップセールスの支援

産業技術セ
ンター

農産加工研究開発事業 5,912

　食品産業や消費者が求めている「食品の
安全性確保」、「特徴のある県産加工原料
供給」、「米粉の利用拡大」の技術的課題の
解決のため以下の取組を行う。
１　簡易な品質管理マニュアルの作成
２　県産農産物の一次加工技術の開発
３　新規用途米粉の利用拡大技術に関する
研究
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事業評価（商工観光労働部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・年２回の観光キャンペーンで、鞠智城や世界文化遺産候補地、熊本城本丸御殿や
細川コレクション永青文庫、国宝に指定された青井阿蘇神社などの観光情報を発信
し、「歴史回廊くまもと」のイメージを県内外へ周知。
・観光産業従事者等を対象としたおもてなし講座の実施（県内11地域、約900人）や、
県内各地の旅館、ホテル等の女将で構成される「熊本県旅連　女将の会（会員75
人）」の発足を支援し、受入れ体制を強化。
・多彩な自然や歴史遺産など旬の観光情報を発信する観光キャンペーンを展開し、
県外に情報を発信。
・海外からの誘客のため、韓国、中国等の東アジアを中心に現地旅行代理店等の招
待事業を実施するとともに、本県からシンガポール旅行博（来場者6.5万人）やタイ旅
行博（来場者30万人）にも出展。また、外国人宿泊者の7割を占める韓国において、
知事トップセールスを実施し、韓国の現地旅行関係者やマスコミ関係者など約130人
に対して本県の観光をPR。

○平成21年度の取組み状況
・「もてなしの向上」を図るため、観光産業従事者だけでなく、様々なおもてなし活動
を行う団体を支援する「ようこそくまもと大作戦」を実施。
・年２回の観光キャンペーンや旅行会社を対象とする旅行商品説明会を実施すると
ともに、県産品の販路拡大を推進するために大阪・食博覧会に熊本県ブースの出展
（5月）や、首都圏のレストランシェフへの県産品のＰＲ、百貨店・量販店での「くまもと
フェア」の開催等、観光と物産が一体となった集客イベントを展開。
・シンガポールでの教育旅行セミナー（4月）や様々なメディアを活用した観光資源情
報の発信、中国－ＡＳＥＡＮ博覧会への出展（10月）により、東アジアへのプロモー
ションを強化する。特に、日本への個人旅行が解禁となった中国には知事が中国・
広西壮族自治区を訪問（7月）し、交流促進覚書を調印。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・何度も来たくなる「記憶に残る観光地」くまもとを目指して、関係機関との連携や観
光地の整備を図るとともに、県民総参加によるおもてなし運動などを促進する。
・新幹線全線開業に向け、本県の多様な観光資源と豊かな県産品の認知度を向上
させ、関西以西を中心とした都市圏からの誘客を図る。
・海外の現地旅行社とのネットワークを生かした誘客に努めるとともに、個人・少人
数グループ旅行や団体など、様々な旅行のスタイルに対応する受入体制を整備し、
海外からの誘客を促進する。

○平成２０年度の取組みの成果
※平成２１年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
・７月、両県区トップ会談により、観光や経済分野を主とする交流の拡大を内容とす
る「友好交流促進覚書」を締結した。
・１０月、中国－ＡＳＥＡＮ博覧会に県及び県内企業による出展を行い、本県の観光
や物産のＰＲを行った。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　今回締結した「友好交流促進覚書」に基づき、広西壮族自治区からの大型訪問団
受入や中国－ＡＳＥＡＮ博覧会への出展等、経済交流の拡大を図る。

○平成20年度の取組みの成果
※平成２１年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
・4/30～5/5に、「食博覧会・大阪」へ出展、観光物産等のPRを行った。
・11/18～11/23に、首都圏のイトーヨーカ堂２９店舗で「熊本県フェア」を開催。
・首都圏レストランフェアの実施（２～３月）に向け、県産品募集等に着手。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　県産品のPRと販路拡大のため、農林水産部や関係団体との連携を更に強化し、
一体となって取り組むことが必要である。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・子育て等により離職した女性を対象に再就職支援プログラムを実施。参加者40人
中16人が再就職。
・仕事と家庭の両立支援等アドバイザー（社会保険労務士）を24社延べ31回派遣し、
企業の職場環境整備を支援。

○平成21年度の取組み状況
・子育て女性の再就職では、円滑な就職活動につながるようプログラムのカリキュラ
ムを組み替えるなど工夫。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・しごと相談・支援センターの機能と連携を図りつつ子育て女性の再就職を促進。

Ｈ２１年度事業の概要

男女共同参
画の推進

仕事と家庭の両立支援事
業

5,366

　仕事と家庭の両立を推進するため、県民
のニーズに応じた両立支援の各種サービス
を提供するとともに、企業に対してアドバイ
ザーを派遣し具体的取り組みの働きかけを
行う。

分　　野

長寿安心くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

くまもとブラ
ンド推進課

県産品販路拡大強化支援
事業
（再掲）

15,983

１　食博覧会・大阪出展事業
　４年に１度開催される日本最大級の食の
イベント「食博覧会・大阪」に出展。

２　首都圏レストラン販路開拓事業
　首都圏のレストランシェフ等を対象に、県
産品の魅力をPR。

３　首都圏百貨店・量販店販路開拓事業
　首都圏の百貨店やスーパー２カ所で「熊
本県フェア」を実施。

観光交流
国際課

ようこそくまもと観光立県推
進計画展開事業

181,350

　九州新幹線鹿児島ルートの全線開業を、
阿蘇や天草をはじめとする県内各地域の優
れた自然、歴史、文化等、熊本が持つ魅力
を全国に発信する機会と捉え「歴史回廊くま
もと　観光立県」の実現に向け、積極的な事
業展開を行い、国内外からの誘客を図る。

中国・広西トップセールス
事業

3,700

　本県の友好提携先である中国・広西壮族
自治区との経済交流を推進するため、知事
の広西壮族自治区訪問により交流覚書に
調印するとともに、同自治区で開催される中
国－ＡＳＥＡＮ博覧会に県及び県内企業に
より出展する。

歴史回廊くま
もと観光立県
の推進
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事業評価（商工観光労働部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組促進を図るため、企業の代表者・人事
労務担当者等を対象としたセミナーを（財）２１世紀職業財団との共催等により３回開
催。２１４人の受講を得た。

○平成21年度の取組み状況
　（財）２１世紀職業財団との共催により、菊池（１０月１５日）、熊本（１０月１６日）にか
けてセミナーを開催した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　より効果的なセミナー実施に向けた工夫を行うなどし、今後ともワーク・ライフ・バラ
ンスの効果・必要性等を訴えていく。

○平成20年度の取組みの成果
　企業における管理職候補の女性のスキルアップを図るため、「女性のためのキャリ
アアップ研修」を開催。４１人の受講者に対して９～１１月の３回にわたり管理職とし
て求められるコミュニケーション能力等について研修を実施するなどした。

○平成21年度の取組み状況
　「女性のためのキャリアアップ研修」を３回開催。今年は４５人の受講者。その他、
働く女性の応援事業として絵てがみ・川柳コンクールを実施、９月３０日まで申し込み
を受け付けた。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　労働者が性により差別されることなく、個々の能力を十分に発揮できる職場環境づ
くりの推進に向けて、様々なチャネルを活かしながら周知・啓発を継続する。

○平成20年度の取組みの成果
　事業の周知を図るため、労働福祉推進員派遣事業（企業の直接訪問による労働
福祉事業の周知）を利用したり、様々なセミナーの場を活用した積極的な広報活動
を行った。

○平成21年度の取組み状況
　同上

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　H19年度以降、貸付の実績がないことから、積極的な事業の周知に努めるととも
に、今後の事業の在り方についても検討を行う。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
　全国公募で新たな県ロゴ・キャッチフレーズの作成（9月）、「くまもとブランド塾」や
「くまもとブランド創造展」等の開催により、くまもとブランド推進に向けて気運を醸
成。また、京都・大阪でのＰＲ、岡山では「くまもとブランド展」を開催し知事トップセー
ルスでくまもとの魅力をアピール。岡山・広島等ではＪＲ西日本車両への中吊り広告
等で熊本をＰＲ。

○平成21年度の取組み状況
　４月に「大阪－熊本交流会」を開催し、関西経済界や大阪府の行政・議会との交流
促進。県ロゴ・キャッチフレーズの活用促進、ブランド化の取組みへの支援、広島に
おける「きんさいやぁ　くまもとプロジェクト」の展開などＫＡＮＳＡＩ地域への重点的なＰ
Ｒ・セールス活動、相互交流を促進。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　くまもとを効果的に発信できる特色ある商品・地域を、関西地域等で認知される「く
まもとブランド」に育成。また、統一的なブランドイメージ発信のためのロゴ・キャッチ
フレーズの定着、くまもとの露出につながる交流等を促進。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
　ニート（若年無業者）の職業等に関する悩み相談や就業支援等を行う「若者サポー
トステーション」と関係機関の連携を図るため、ネットワーク会議を２回開催。また、
「若者サポートステーション」利用者にボランティア体験・就労体験等の場を提供し、
１０人（延べ２０９日）が各カリキュラムを体験。

○平成21年度の取組み状況
　今年５月に「たまな若者サポートステーション」を開所。「くまもと若者サポートス
テーション」と併せて、「若者サポートステーション」利用者を対象に、心理カウンセリ
ングや各種講座を開催。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　ニート化に至る原因や支援策等を明らかにすることで、若者が無業化することを予
防するとともに、適切な支援を行う。また、企業の理解・協力を促す取組みを進め
る。

Ｈ２１年度事業の概要

若年者の就
労支援

若者自立支援事業 3,377

○ネットワーク会議の開催
　「若者サポートステーション」と関係機関の
連携を図るため、ネットワーク会議を開催。
○若者地域サポート事業
　「若者サポートステーション」利用者にボラ
ンティア体験・就労体験等の場を提供。
○若年者就労促進事業
　若者サポートステーションの利用者等を対
象とした心理カウンセリング及び各種講座
を開催。

分　　野

人が輝くくまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

Ｈ２１年度事業の概要

新幹線元年
戦略の推進

くまもとブラ
ンド推進課

ＫＡＮＳＡＩ戦略推進事業 26,742

　KANSAI地域での本県の認知度を向上さ
せ、新幹線全線開業効果の最大化に資す
ることを目的に①県民総参加による取組
み、②くまもとブランドの確立・推進、③相互
交流の推進、の3点を軸に事業を展開。

分　　野

品格あるくまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

2,211

　労働者が性により差別されることなく、
個々の能力を十分に発揮することのできる
職場環境づくりを推進する諸事業を展開す
る。

介護休業、育児休業推進
事業

4,400
　介護休業、育児休業中の労働者に対し
て、休養中の生活安定を図るため、生活資
金の貸し付けを行う。

労働雇用総
室

ワーク・ライフ・バランス推
進事業

270

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）の推進を図るため、経営者、管理職及
び労務担当者等を対象としたセミナーを開
催する。

働く女性の環境づくり事業
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事業評価（商工観光労働部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　6コース、定員120名で訓練を実施し、119名が受講、就職者数は87名。就職率は
75.0%で、部の目標率と同率であった。(*就職率の算出は、厚生労働省の計算式によ
る。)

○平成21年度の取組み状況
　平成20年度と同様、6コース、定員120名。特に、企業実習内容を充実させて訓練
を実施している。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　雇用情勢悪化の中、若年者の早期安定就労をさらに支援するため、訓練生定員を
拡充して訓練を実施する。また、引き続き、企業実習の内容充実を行う。

○平成20年度の取組みの成果
※平成２１年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
　５地域合計で、相談等での利用者数2,455人、就職決定者数26名（10月末現在）｡

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　今後ますます若年者の雇用情勢は悪化していくことが予想されるため、県内すべ
ての地域に就職支援サービスが展開できるよう、事業実施箇所の拡充と体制の強
化を図る。

○平成20年度の取組みの成果
　ジョブカフェのサービスを遠隔地域に出前で提供する「移動ジョブカフェ」の実施箇
所を拡充（1箇所→3箇所）した。また、新たに年長フリーター対策を強化したことによ
り、就職決定者数の増加につながった。

○平成21年度の取組み状況
　9月末現在の来所者数13,757人、就職決定者数438人

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　ジョブカフェにおける就職決定者数は増加しているものの、新規学卒者の県内就
職率は低下しているため、県内企業の魅力発信やマッチング支援など、県内企業と
若年者を結びつける取組が必要である。

○平成20年度の取組みの成果
　「くまもとキャリア教育応援団」として新たに４７６件を登録し、登録情報（９４１事業
所）を県のホームページを通して学校等に提供した。

○平成21年度の取組み状況
　「くまもとキャリア教育応援団」として新たに１４５件を登録し、登録情報（１，０８６事
業所）を県のホームページを通して学校等に提供した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　キャリア教育は、地域や家庭、事業所等での体験活動や地域の職業人との関わり
の中で進められるため、教育界の取組に対する産業界・行政の支援体制の充実を
図る。

キャリア教育応援団事業 1,730

　将来にわたり県内の社会経済活動を支え
る人材を育成・確保していくために、教育界
が行うキャリア教育の取組に対して、イン
ターンシップや職場体験先を確保する「くま
もとキャリア教育応援団」など産業界や行政
の支援策を充実する。

15,854

　ジョブカフェくまもとのサービスを地域に拡
充するため、地域振興局５箇所に「ジョブカ
フェ・サテライト員」を配置し、各種就職支援
サービスを提供する。

若年者対策ワンストップセ
ンター事業

7,663

　若年者の厳しい雇用情勢に対応するた
め、関係機関との協働運営により「ジョブカ
フェくまもと」を設置し、雇用関連サービスを
ワンストップで提供する。

労働雇用総
室

新若年者就職支援事業 33,397

　40歳以下の若年者を対象に、就職に必要
な知識・技能を習得するための4か月の職
業訓練（1か月の企業実習を含む）を、民間
教育訓練機関等に委託して実施する。

ジョブカフェ・サテライト員事
業
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事業評価（農林水産部）

【農林水産部】

政策評価（事業評価）

【県認証制度】
○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
　業務委託先が決定したので、今後周知アイテム作成やロゴマーク改正、販売促進
活動を実施する予定。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　消費者に認知してもらうためには、繰り返し制度周知活動を行う必要があるため、
販売促進活動を継続して実施する。
【首都圏PR】
○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
 ・①中吊り広告の掲出→平成２２年２月８日からの東京での知事トップセールス
（スーパーマーケットトレードショウ）に合わせJR山手線、東京メトロ（地下鉄）で調整
中。
 ・②テレビ番組とのタイアップ→平成２２年２月末までの放送に向け調整中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
 ・県産農林水産物の信頼と認知度の向上を図るため、パブリシティの展開を継続的
に行う。

○平成20年度の取組みの成果
　茶については、品質向上のため指導班を設置し、各産地を巡回指導し、全国お茶
まつり熊本大会において、農林水産大臣賞を受賞した。
　葉たばこについては、熊本県たばこ耕作振興協議会において、作柄検討会などを
開催し情報収集に努めた。
○平成21年度の取組み状況
　茶については、茶業関係者が一体となったくまもと茶振興戦略プロジェクト会議を
開催し、生産・流通・消費について課題と今後の方策を検討している。また、１１月２
３日には、茶消費拡大イベントを新たに実施する予定である。
　葉たばこについては、葉たばこ産地での作柄等現地研修会を実施し、１１月にはた
ばこ耕作振興連絡会議を開催し、関係機関との情報交換に努めている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　茶については、消費低迷を打破するため、プロジェクト会議のなかで生産・流通・消
費の方策について、具体的に実施するとともに、今年から開催している茶消費拡大
イベントの充実に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・米・麦・大豆新品種(あきまさり、ﾐﾅﾐﾉｶｵﾘ、すずおとめ等)の面積拡大に取り組むと
ともに、県育成耐暑性新品種「くまさんの力」の実証ほを設置し、栽培管理ﾏﾆｭｱﾙを
作成・配布した。
・テレビCM、新聞、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等による消費者へのPR活動を実施し、販売促進を行う
とともに、消費者、市場ニーズに基づく安全安心米等特色ある米づくりの作付面積が
拡大した。
○平成21年度の取組み状況
・米・麦・大豆新品種の普及面積がさらに拡大するとともに、平成２１年度から県育成
新品種「くまさんの力」の栽培管理ﾏﾆｭｱﾙに基づき、本格的な作付を開始した。
・テレビCM、新聞、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等による消費者へのPR活動を実施し、販売促進に取組
むとともに、生産・集荷体制の強化と実需者との結びつきを強化し、特色ある米づく
り等を図った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・事業推進上の課題は、施策目的をより明確にするため、項目立ての見直しが必要
である。
・多品目・少量生産への転換を図るための生産・販売戦略の構築とそれに基づく生
産対策、戸別所得補償制度導入等に対応した振興対策に取組む。

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
 ・「とろけるようなみかん」、「お中元用デコポン」、梨「秋麗」、いちご「ひのしずく」の４
品目でトップグレードの品質管理体制の整備に向けた取り組みを開始している。
 ・柿「太秋」、花き「カラー」の面的拡大に向けた新植も実施している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
 ・果樹関係については３ヶ年計画で、いちごは２ヵ年計画でトップグレード化を進めて
おり、来年度以降、各取り組みを更に強化する。

○平成20年度の取り組みの成果
　福岡の量販店を１店追加し、阿蘇、上益城、球磨地域等の夏秋野菜等の販売力強
化につなげることができた。
○平成21年度の取り組み状況
　これまでの取り組みを継続しつつ、新商品商談支援のための新事業創設やイン
ターネット調査を行うなど取り組みの充実を図った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向
　インターネットアンケート調査結果を踏まえ、対象店舗の拡大と店頭試食宣伝活動
の充実を図る。

くまもとの米・麦・大豆魅力
アップ事業

35,089

   熊本の特色を生かし、多様な消費者
ニーズに応じた魅力ある米・麦・大豆づくり
を進めるため、新品種の普及、安全安心
対策、ブランド化、低コスト化等の生産対
策を推進するとともに、テレビＣＭ、キャン
ペーン等によるＰＲ等販売強化や食育・消
費拡大等、生産から販売にわたる対策を
総合的に実施する。

魅力あるくまもとブランド園
芸産品づくり推進事業

12,000

　県が推進する「信頼」と「魅力」ある品目
の生産拡大とこだわりのある品質管理体
制等の整備への取り組みを支援し、「くま
もとブランド」の産品づくりを進めるととも
に、販売価格の上昇により農家経営の安
定につなげる。

量販店連携農産物販売促
進事業

2,700

　大都市圏の量販店等と連携して県産農
産物の一層の販売力強化、販路拡大を
図っていくために、量販店関係者の県内
産地研修や産地関係者の店頭研修、量販
店店頭での県産農産物の試食宣伝活動
等に取り組む。

Ｈ２１年度事業の概要

県産品の認
知度向上と販
売チャネルの
拡大

農林水産政
策課

安全安心なくまもと農林水
産物ＰＲ事業

29,000

【県認証制度】
　「熊本型特別栽培農産物」、「くまもと産
原木栽培しいたけ」及び「熊本県適正養殖
業者認証制度」について、制度周知用のＤ
ＶＤ、リーフレット等のアイテム作成、統一
性のあるロゴマークの作成、イベント等で
の制度周知及び販売促進活動を実施す
る。
【首都圏ＰＲ】
　大消費地である首都圏において県産農
林水産物の信頼・印象・認知度向上を図る
ため、パブリシティの展開（①首都圏のＪ
Ｒ、地下鉄車両での中吊り広告の掲出、②
テレビ番組とのタイアップ）を行い、消費者
の信頼を強固なものとするとともに県内農
林水産業者の所得向上に繋げる。

農産課

茶・たばこ産地支援事業 2,722

　茶については「くまもと茶ブランド確立対
策協議会」により、茶振興戦略プロジェクト
会議や茶品評会、消費拡大イベントを実
施する。葉たばこについては「熊本県たば
こ耕作振興協議会」により、産地の基盤強
化に向けた立ち枯れ病低減試験やたばこ
振興連絡会議などを実施する。

分　　野

経済上昇くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）
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事業評価（農林水産部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・商談会への出展や熊本フェアの開催等を実施し、販路や取引拡大に繋がる商談が
成立（33件）するとともに、現在も継続した商談交渉（216件）が行われている。
・トップセールスを契機に、都内レストラン等で県産畳表の使用拡大や熊本フェアな
どが開催された。また、量販店においても通常取引として取引拡大が図られた。
○平成21年度の取組み状況
・今年度は、全国展開を行う量販店全店舗（77店）で熊本フェアを実施、初めて全国
的な取り組みとなった。
・H22.1に海外事業としてシンガポールでトップセールスを実施。
・H22.2東京での商談会及び「くまもとの宝試食会」の開催に向け準備を行っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・熊本フェアにおいては、全社的な取引拡大となるようトップセールスを絡めた働きか
けが必要である。
・知事によるトップセールスが流通・販売面だけでなく、生産者等の経営向上や意欲
向上へ繋がるなど生産面へも反映されるような事業の仕組みを考える必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
 ・世界的な景気後退や円高の進行等により、輸出額は減少したものの（H19；2,312
百万円→H20；2,134百万円）、安全安心が評価された香港向けのＬＬ牛乳の輸出は
拡大し、新たに台湾、上海へも輸出開始。
○平成21年度の取組み状況
 ・県酪連は、新たにベトナムとの商談成立。また、県木連も韓国向け輸出を継続中。
 ・県農畜産物輸出促進協議会は、香港のレストランシェフやバイヤー等を本県へ招
致し、県産牛肉・青果等のＰＲ活動を強化
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
 ・輸出対応型の食肉センター整備に合わせ、牛肉輸出の販路開拓や規模拡大が必
要。
 ・輸出促進の本格的な拡大には世界経済の回復も必要

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
 ・インターネット販売の啓発セミナー（４回）及び模擬体験（４回）の実施。
 ・インターネット販売出店希望者募集中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
 ・インターネット販売運営母体（協議会）の発足。
 ・運営・出店・販売細則、インターネット販売サイトオープン。

○平成20年度の取組みの成果
 ・くまもと農業・農産物サポーター(9,490人登録)、くまもと誘友大使(212人)を対象に
県農林水産物などの熊本の魅力に関する情報の提供を行い、県産品に対する意識
調査で「店頭で意識するようになった」78％（H19;76％）、「好んで買うようになった」
44％（H19;42％）と県産品の購入の意識向上等が図られた。
○平成21年度の取組み状況
 ・様々な機会を捉えた県農林水産物などの熊本の魅力に関する情報の提供。
 ・くまもと誘友大使による情報交換会の充実及びPR用サンプル提供。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
 ・店頭などでの意識調査の数値は年々上昇しているものの、認知度を向上させ販
路拡大を図ることは課題。
 ・熊本の魅力に関する継続的な情報提供及び販売の下支えとなるサポーター（くま
もとのファン）を増やす必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業

○平成21年度の取組み状況
　熊本県や農業団体が出資している(株)熊本県畜産流通センターに国庫補助事業
を活用して、より高度に衛生管理を施した輸出対応型食肉生産ラインを整備してい
る。
　・牛解体処理施設、豚解体処理施設、浄化槽・焼却炉等

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　農場段階から食肉センターまでのHACCP体制整備（フードチェーンの確立）に取り
組む。

○平成20年度の取組みの成果
　飼養管理マニュアルの徹底など生産技術指導により、生産頭数・羽数が増加し、ま
た、県内外イベント等におけるブランドＰＲにより、取扱指定店が増加した（天草大
王：182→185店舗、肥皇：77→90店舗、県産牛肉：120店舗→127店舗）
○平成21年度の取組み状況
・天草大王：ｻﾝﾄﾘｰ「ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾓﾙﾂ」とのﾀｲｱｯﾌﾟによるPR等の実施で認知度の向上を
図りつつ、生産基盤の拡充及び品質の斉一化に向け生産者の意識統一を図ってい
る。
・肥皇：出荷頭数の拡大を図るため新規生産農場の掘り起こしを推進している。
・牛肉：県産牛肉の消費拡大とブランド名認知度の向上を図るため、１０月２９日から
１１月２８日の一ヶ月間、「食べよう！！くまもとの牛肉」キャンペーンを実施する。
・牛乳：１１月農業フェア等において、骨密度の測定とあわせた牛乳の栄養価値の周
知や牛乳料理レシピの配布等を実施した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・天草大王・肥皇：需要量の拡大と品質の高位斉一化による銘柄確立
・県産牛肉：景気の低迷により牛肉の消費が低迷しているうえ、消費者の購買対象
が安価な外国産にシフトしている。そのため、県産牛肉の県内における消費拡大推
進のため、地産地消の推進を全面に打ち出し、各種イベントやキャンペーンを実施
する。
・牛乳：牛乳の値上げ等により消費量が減少しているため、引き続き消費拡大の取
組を関係団体と連携して実施する。

畜産課

熊本県食肉輸出促進対策
事業

4,400,000
㈱熊本畜産流通センターに対米・対香港
ほかへ食肉輸出を可能にする施設整備を
行った。

くまもと畜産物流通戦略対
策事業

9,537
本県畜産物のブランド化・高付加価値化を
通じて、競争力の強化・円滑な流通等を推
進する。

総合直販サイト推進事業 1,670

　本県で取り組みが遅れている「ネット販
売」という流通チャネルを広げることによっ
て、出店者による価格設定などの特性を
活用して生産者の経営力向上と生産者意
識の向上を図る。

くまもとうまかもんイメージ
アップ事業

5,180

　県産農林水産品の認知度の向上と販路
拡大を図るため、サポーターやくまもと誘
友大使を対象に熊本の魅力の情報発信を
重点的に進めるとともに、様々な機会をと
らえて幅広いＰＲがタイムリーにできる体
制を整備する。

くまもとの宝トップセールス
事業

9,498

　県産農林水産物等について、国内及び
海外の市場の確保と規模拡大を図るた
め、知事のトップセールスを展開する。
　併せて、農林水産物の市場確保につい
て県が支援する姿勢を示すことにより、県
内生産者の意欲向上に繋げる。

県産農林水産物輸出促進
事業

12,075

　 世界的な日本食ブームの広がりやアジ
ア諸国等を中心とした経済発展に伴い、
安全性に信頼が高く高品質な日本産農林
水産物に対する海外での需要が高まる
中、県内生産者団体が実施する海外販路
拡大のための取組に対し支援を行う。

園芸生産
・流通課
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事業評価（農林水産部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
・五木村物産館出荷協議会（会員４３名）がｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ役を確保し、地域ﾌﾟﾗﾝ策定の
ために地域資源再発見活動と先進事例調査を実施中。再発見活動により約120種
類の作物ｶﾚﾝﾀﾞｰ作成と、37集落の聞取調査を開始。その結果を多品目少量生産と
いった五木村ならではの特産品づくりに活かし、五木村直送便を試行する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・市町村の財政負担に対する理解が必要。事業主体に対する市町村や地域振興局
の林業･農業普及指導員の支援が重要。

○平成20年度の取組みの成果
・高性能林業機械及び木屑焚きボイラー、木材乾燥機、帯鋸盤、剥皮施設、プレカッ
ト加工施設等を整備した。現在、いずれの事業体においても、整備した施設を活用
し、鋭意生産活動に取り組んでいる。
○平成21年度の取組み状況
・高性能林業機械関係ではフォワーダ及びグラップル付きトラックの導入を、特用林
産施設整備では、椎茸生産・流通施設、竹箸生産施設の整備を行っている。木材加
工施設整備としては、木材乾燥機、モルダー、プレカット加工施設等の整備に取り組
んでいる。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・導入された高性能林業機械を効率的に活用して、生産性を向上させるために施業
の集約化や機械の搬入に必要な作業道の開設を推進する必要がある。
・昨今、木質バイオマス利用について関心が高まっており、製材に利用されない間伐
材や曲がり材などを低コストで集荷するシステムの開発に取り組む必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・人工乾燥施設６基導入（５社）
・個別研修会の実施
○平成21年度の取組み状況
・平成18年度～平成20年度までの導入施設18基（16社）に助成。
・個別研修会の実施
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　「品確法」や住宅の性能保証制度等の施行により、優れた品質や性能の部材供給
に対応するには乾燥材の供給が必要不可欠である。そのため、乾燥技術の向上や
安定的な乾燥材の供給体制の整備が必要。

○平成20年度の取組みの成果
　新築１４０戸、リフォーム２６戸に県産木材を提供した。

○平成21年度の取組み状況
　募集戸数２３０戸（新築またはリフォーム）で実施中。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　住宅着工戸数が前年比で大幅に減っている現状にあることから、応募戸数が昨年
度より少ない状況にある。地産地消の意義についての啓発が必要。

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
・環境貢献度の評価方法、認証制度の在り方について、社団法人熊本県木材協会
連合会に業務委託。業務報告書を基に実施に向け検討中。
・認定する工務店の認定基準を決定する審査委員会の設置要領及び実施要領を整
備。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　県産木材の利用が温暖化防止対策等の環境貢献に大きな役割を持つことの意識
をいかに消費者や工務店等にPRし、県産木材の需要に繋げていくかが重要であ
る。

○平成20年度の取組みの成果
　32市町村で実施。間伐実施面積　1,795ha、間伐材出荷量　54,767㎥

○平成21年度の取組み状況
　32市町村で実施中。間伐計画面積　1,919ha、間伐材出荷計画量　54,573㎥

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　国等の間伐を促進する取組みにより、本事業への要望額が県予算額を上回る状
況にある。

○平成20年度の取組みの成果
・「ＲＫＫ夕方いちばん」や「熊本港フェスティバル」等でのＰＲ活動により「くまもと四季
のさかな」の認知度向上を行った。
・天草漁協に対する販路開拓の指導により、イオンやイズミといったスーパーマー
ケットでの取り扱いを支援した。
○平成21年度の取組み状況
・「熊本港フェスティバル」等でのＰＲ活動により「くまもと四季のさかな」の認知度向
上を行った。今後も田崎市場感謝祭でのPR活動を予定している。
天草漁協等に対する販路拡大、商談会等の周知、指導等を実施している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・継続的なPR活動に取組んでいく。
・園芸生産・流通課やくまもとブランド推進課等との連携を強化し、水産物の販拡に
向けたビジネス・チャンス情報の周知を関係団体に図っていく。

森を育てる間伐材利用推
進事業

120,795

○県内で２１～50年生の人工林を間伐し
木材市場等へ出荷した際に、生産･流通経
費の一部を市町村が補助した場合、当該
経費の１/２以内を補助。

水産振興課

くまもと四季のさかな流通
支援事業

6,527

　県産魚介類の消費拡大による漁家及び
漁協経営の改善を目的として、県産水産
物のブランド化を図りつつ、県内外におけ
る販売力強化を図るとともに、「くまもと四
季のさかな(17魚種）」を中心とした県産魚
介類のＰＲ等を通じて、都市と漁村の交流
を推進する。

くまもと森と木の家づくり推
進事業

29,506

○県内で木造住宅を新築またはリフォー
ムする者に対し県産木材（上限：柱90本相
当） とくまもと畳表（上限：８畳分）をセット
で提供。

くまもとの木づかいの家推
奨事業

3,000

○県産材利用による環境貢献度等の評価
及び県産材認証制度の在り方の検討。

○県産木材を使い優れた家づくりを実施し
ている工務店等を認証し普及ＰＲを行う。

林業振興課

山の幸地域づくり支援事業 2,600

○山の幸地域づくり推進事業
・事業を円滑に推進するために、林業振興
課・地域振興局・関係市町村が連携し、事
業主体の活動を支援する。
○山の幸地域づくり支援事業
・地域の特性を活かしながら、「組織･人材
育成のためのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ役の確保」、「組
織外･地域外の人材との連携」、「地域資
源再発見活動」、「山の幸試験栽培」、「U
ﾀｰﾝ者等の受入の試行」等を行い、地域主
体の地域ﾌﾟﾗﾝを策定する。

林業・木材産業振興施設等
整備事業

663,887

○望ましい林業構造の確立
・素材の生産性向上を図るため、プロセッ
サやフォワーダなどの高性能林業機械の
導入を助成する。
○特用林産の振興
・しいたけ等の特用林産物生産施設整備
を助成する。
○木材利用及び木材産業体制の整備推
進対策
・地域の木材産業において、県産材の需
要拡大に向けた高品質製材品を安定的に
供給する体制を整備するため、木屑焚き
ボイラー、木材乾燥機、モルダー、プレカッ
ト加工機などの整備を助成する。

乾燥材供給体制緊急整備
事業

40,893

○平成20年度までにリース方式で導入し
た人工乾燥施設へ補助

○乾燥講習会の実施
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事業評価（農林水産部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
　事業の初年度にあたり要綱等の整備、講習会プログラム作成、講師依頼等の準備
を行っている。
　3月末の認証に向けて、受講希望者の受付、講習会の開催を実施する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　認証マスターの効果的な周知方法等、認知度向上に向けた取組み。

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業。事業化に向け内部検討、農業団体等の意見徴取を行っ
た。
○平成21年度の取組み状況
　経営支援体制を強化する経営支援システム基本構想策定に着手した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　効率的かつ効果的に経営及び生産技術指導を行うためには、経営及び生産に係
るデータを処理加工する電算システムの開発と地域段階の支援体制の確立が必
要。

○平成20年度の取組みの成果
・認定農業者の認定促進に取組み、認定農業者数は11,393経営体と増加した。（全
国3位）
・また、法人化推進により農業法人数は636と増加した。
○平成21年度の取組み状況
・担い手育成関連施策の周知及び啓発を図るためハンドブックを作成した。
・ＪＡ生産部会を対象とした経営力アップモデル活動に取り組んだ。
・認定農業者の経営改善状況を取りまとめた。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・農業者自らが作成する経営改善計画の達成状況に応じた効果的な支援。
・ＪＡ生産部会等を対象とした経営力向上の支援。
・相談窓口や支援体制の強化。

○平成20年度の取組みの成果
　土地利用型生産組織調査結果によると協業組織が３組織増加し313組織、会社法
人が７法人増加し27法人となり、地域営農組織は合計340組織となった。また、本事
業を活用し272組織が経営力強化に取り組んだ。
○平成21年度の取組み状況
　県及び地域の地域営農組織連絡協議会では、リーダー研修会や実績報告会を開
催し、法人化に向け取り組んでいる。また、各地域営農組織では各種研修会等を実
施し、経営力強化や法人化に向け活動を強化している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　水田経営所得安定対策を契機に設立された地域営農組織の経営力は発展途上。
　引き続き、リーダーの育成、経営力の強化、法人化の推進等について支援する必
要がある。
　平成22年度は、効率的な事業実施のため、担い手育成支援事業に統合を検討。

○平成20年度の取組みの成果
　税理士等によるコンサルティングを22の組織が実施した。このうち、５地域で５法人
が設立された。
○平成21年度の取組み状況
　５地域で法人化を進め、平成20年度に法人化した５法人と併せて10組織を地域の
モデルとし、そのモデル法人を核として各地域で法人化を推進している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　平成21年度で事業終了。

○平成20年度の取組みの成果
　県農業公社やJA農地保有合理化法人への活動費助成により、担い手への農地集
積を促進した（農業公社買入面積：96ha ＪＡ農地保有合理化法人新規借入面積：
147ha）
○平成21年度の取組み状況
　県農業公社やJA農地保有合理化法人への活動費を助成するとともに、ＪＡ中央会
や農業会議、合理化事業促進協議会と連携協力し、各種研修会や会議の機会を通
じて、合理
化事業の有効性の普及・啓発等に取組み中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　法改正に伴い、ＪＡの農地保有合理化法人から農地利用集積円滑化団体へのス
ムーズな移行を進めるとともに、更なる事業活用のための普及・啓発に努める。

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業（農地面的集積支援モデル事業(国庫：全国９市町村で実
施)を山鹿市で実施。）
○平成21年度の取組み状況
　県とＪＡ中央会が連携協力し、面的集積組織となる１２ＪＡに「面的集積専従者」を
設置、推進体制の強化を図った。また、国の事業を活用し、面的集積組織の活動支
援、コーディネーター設置支援、面的集積交付金の交付を事業化。面的集積組織に
よる普及・啓発、意向調査など事業を実施中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　実証的な取組みを普及することが課題であり、地域営農組織の法人化の検討等を
機会に集落内の話し合いを面的集積に結びつけた例など、具体的な活用の仕方を
ＰＲ。

　担い手への農地の利用集積を推進する
ため、中間保有機能及び再配分機能を有
する農地保有合理化法人の活動の充実・
拡大を図る。

担い手育成（面的集積）支
援事業

81,789

　担い手への面的集積の加速化を図るた
め、新しい面的集積の仕組みを先行的実
証的に取り組む地域に対し、体制整備等
に係る支援を実施する。

　地域営農組織等の法人化に向けた経営
リーダーの育成や経営力の強化等の取組
みを支援する。

地域営農組織法人化加速
支援事業

5,478

　平成２０年度に税理士等のコンサルティ
ングを受け、年度内に法人化する組織（平
成２１年度内に確実に法人化予定の組織
も含む）で、地域のモデル法人となる地域
営農組織に対して助成金を交付。

　農家経営を改善し、経営安定・発展を目
指した認定農業者等「担い手」の育成に資
するため、ＪＡや県、市町村の連携による
効率的かつ効果的な診断～指導～管理
の支援体制を確立する。

担い手育成支援事業 68,636

　本県における認定農業者等の担い手の
育成と確保を図るために、県担い手育成
総合支援協議会、市町村、ＪＡ、市町村担
い手育成総合支援協議会が行う、認定農
業者の経営改善や法人化推進等の支援
を行う。

担い手の育成

農村・担い
手支援課

くまもとの農家経営「夢づく
り」支援体制確立事業

2,000

地域営農組織育成緊急支
援事業

72,552

農地流動化推進事業(新規
以外）

75,200

くまもと地魚マスター認証
制度事業

1,610

　県産魚の地産地消を推進するため、魚
の基礎的知識、旬、捌き方、調理法等に
関する専門家である「くまもと地魚マス
ター」を認証し、鮮魚小売現場、料理店等
の販売の場において、消費者に向けた適
切な情報提供を行うことにより、県産魚の
消費拡大を図る。
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事業評価（農林水産部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　経営基盤が脆弱な集落営農組織等の機械・施設の整備へ助成し、地域農業の担
い手が確保・育成された。

○平成21年度の取組み状況
・経営基盤が脆弱な集落営農組織等の機械・施設の整備へ助成し、地域農業の担
い手を確保・育成する。
・平成２１年度に非主食用米の生産に係る農業機械に助成を行い、担い手の経営規
模拡大を支援する。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　県全体の担い手の育成目標が達成していないため、引き続き支援に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
 ・基盤整備の６地区約1,000haが完了したことにより、整備前の認定農業者経営面
積約200ha(220%)に拡大した。
○平成21年度の取組み状況
 ・組織の話し合いによる面的集積事業に着手するとともに、農地を担い手に集積す
る基盤整備を計画的に推進する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
 ・今後も農地を担い手に集積する基盤整備を計画的に推進する。

○平成20年度の取組みの成果
　森林ＧＩＳやＧＰＳ機器の整備を支援したほか、森林組合連合会による施業提案活
動指導の支援を実施した。
○平成21年度の取組み状況
　引き続きＧＩＳやＧＰＳ等の機器整備を支援するとともに提案型集約化施業の推進
を図る施業プランナーの人材育成研修を実施し、養成を図っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　整備機器を活用し、施業プランナーによる集約化施業による効率的な森林整備を
推進し、森林組合を地域の中核的な森林施業の担い手となる事業体に育成する。

○平成20年度の取組みの成果
・１０人の講師を養成。
・１事業体（４人）を架線作業研修。
○平成21年度の取組み状況
・１２人の講師を養成。
・２事業体を架線作業研修予定。併せて、全体研修の実施。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・林業事業体内の講師（指導者）を養成し、新規就業者を適切に指導し、定着率の向
上を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・林業労働災害撲滅キャンペーンの実施、林災防による巡回指導・かかり木処理研
修・リスクアセスメントの普及。林業労働死亡災害発生状況:H19年度3件、H20年度1
件
○平成21年度の取組み状況
・林業労働災害撲滅キャンペーンの実施、林災防による巡回指導・かかり木処理研
修・リスクアセスメントの普及。零細事業体等の個別指導の強化。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・林業の労働災害は依然として他産業に比べ高く、地道な安全指導を継続的に行う
ことが重要。

○平成20年度の取組みの成果
・林業技能作業士１２人を養成。（計３２９人）
・認定事業体９事業体育成。（５４事業体）
○平成21年度の取組み状況
・林業技能作業士１０人を養成。（計３３９人）
・認定事業体２事業体育成。（５６事業体）今後３事業体予定。
・林業技能競技会(8/28)及び林業担い手の元気づくり大会(10/28)の開催。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・認定事業体の掘り起こしと育成、既認定事業体の雇用管理の改善と事業の合理
化。

○平成20年度の取組みの成果
　サポーター２４名を委嘱しＰＲを行った。
○平成21年度の取組み状況
　６名を新たに委嘱し、遊休農地の解消、直売所等への出荷者に対する指導など、
自主的な活動を展開。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　個人によって活動の頻度に差が出てきており、活動機会の少ない人には機会を確
保することが必要。

○平成20年度の取組みの成果
　地域の漁業者のリーダー的存在である県漁業士の活動として地域の子供達を対
象に地引き網体験や海苔手すき体験、おさかな料理教室など漁業への理解を深め
る活動を10回開催し、合計で600名程度の参加があった。
○平成21年度の取組み状況
　漁業士会活動については引き続き支援を行い、漁業体験教室、海苔手すき体験、
おさかな料理教室を実施している。
　水産業における女性アドバイザーを認定し、漁村における女性活動の支援体制を
整備するため、対象者等の選出について打ち合わせ中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　継続性が重要な事業であるため引き続き漁業士会の活動支援を行う。事業内容
や参加者の固定化を防ぐように、活動の活性化を図ることが必要。

水産振興課
新しい漁村を担う人づくり
事業

2,120
　地域の中核として将来の漁村を担う漁業
者を育成し、地域の漁業振興を図る。

農業技術課
地域農業サポーター活動
促進事業

1,500

　サポーターを新たに委嘱し、担い手に対
する相談活動や子供たちによる耕作放棄
地解消活動などの取り組みが促進される
よう、研修会の開催、情報提供等を行う。

林業振興課

緑の雇用担い手対策事業 3,622

講師養成研修
○集合研修：新規就業者に対する事業体
内ＯＪＴ講師（中堅従事者）１０人の養成
　①教育方法（指導能力向上）
　②労働安全衛生
　③高性能林業機械操作・メンテナンス
　④先進林業事業体視察
○指導者派遣研修：架線設計・機材の設
置及び集材作業全般の技術・技能研修

林業労働災害防止プロジェ
クト事業

2,578

○林業労働安全推進体制整備事業
・県、市町村、林業関係団体が連携して林
業労働災害撲滅キャンペーン、指導者の
指導力養成研修を実施。
○林業労働安全対策事業
・林業･木材製造業労働災害防止協会熊
本県支部によるかかり木処理研修、リスク
アセスメントの普及、蜂災害防止対策、振
動障害予防対策、巡回指導等を実施。

豊かな森林づくり人材育成
事業

25,361

○林業労働力確保支援センター業務を行
う財団法人熊本県林業従事者育成基金に
対する管理経費の支援。
○センター事業として新規参入の促進、林
業技能作業士養成研修の実施、林業事業
体の改善計画（認定事業体）の指導。
○林業担い手の研鑽として林業技能競技
会や林業担い手の元気づくり大会の開
催。
○林業系高校生や女性担い手対象の研
修。

団体支援総
室

中核森林組合育成総合対
策事業

7,501

○森林ＧＩＳやＧＰＳ受信機等の整備、効率
的な森林資源の調査、境界確定作業を実
施する体制整備を支援する。

○提案型集約化施業を推進するため、施
業プランナーの人材育成研修を実施し、
人材養成を図る。

73,500
　集落営農組織等の担い手の育成支援の
ため、農業機械等の導入に対し補助す
る。

農村整備課
県営経営体育成基盤整備
事業

4,325,645

　将来の農業生産を担う効率的かつ安定
的な経営体を育成し、これら経営体が農
業生産の相当部分を担う農業構造を確立
するため、必要となる生産基盤及び生活
環境の整備と経営体の育成を一体的に行
う。

農産課
水田地域営農体制整備支
援事業
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事業評価（農林水産部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　県単独事業で農用地区域内の耕作放棄地解消を支援。事業により再生された農
地面積は98.3ha。
○平成21年度の取組み状況
　国の対策(農用地区域内)と併せて、農用地区域外で積極的に活用すべき耕作放
棄地を県単独で支援中。また、市町村協議会の設立を承認、事業に取り組みやすい
ようﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを開設、解消の手引き・事例集を作成。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
(課題)国事業で対象外の耕作放棄地を県事業の対象に追加。国の対策の受け皿で
ある市町村協議会との連携。事業の浸透（ＰＲ）、多様な取組主体の参画。
(改善)農振農用地区域内の自己所有地を対象として追加、市町村協議会を事業主
体として追加、各種媒体を活用した耕作放棄地対策のＰＲ。

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
　全地域振興局及び熊本農政事務所管内で１５事業主体が本事業を実施中であり、
報道に取り上げられる等、気運醸成に効果があがっている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　耕作放棄地解消の気運を高め県民の運動とすることが課題であり、H23年度まで
に全市町村で本事業を実施することを目指して取り組む。

○平成２０年度の取組みの成果
　本事業の実施地区内では、農家と非農家が協力して、H19から2か年間で213.4ha
の耕作放棄地を解消。
○平成２１年度の取組み状況
　活動組織が７３０活動組織に増加し、農地・水・環境保全の活動が地域の人たちに
浸透してきている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向
　農村環境保全活動など、多様な取組を展開する。

○平成２０年度の取組みの成果
　第２期対策の第4年度にあたる平成２０年度においては、３５市町村の３２，５６７ｈａ
の農用地（全国第２位）について協定が締結され、対象農用地面積全体に占める協
定締結面積の割合（協定締結率）は８１．２％と着実に増加している。
○平成２１年度の取組みの状況
　第２期対策の最終年度にあたる平成２１年度においても、３５市町村の３２，６００ｈ
ａの農用地について協定締結により農地の保全を図る。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　国においては、平成２２年度以降の制度継続に向けた予算要求がなされた段階。
県として、確実な制度継続を要望するとともに、高齢化に配慮した要件緩和と制度拡
充を提案していく。

○平成20年度の取組みの成果
　※平成21年度新規事業
○平成21年度の取組み状況
・新設の国の交付金制度と県単独事業により、非主食用米の生産拡大による休耕
田解消に取り組む。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・非主食用米生産については、22年度以降も一定水準の国の助成が見込まれること
から、県単独の生産経費補填については廃止する。
・今後は、飼料用米・米粉用米の需要拡大と、多収穫・低コスト・省力生産体制の確
立による農家所得の確保を重点的に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・非主食用米（稲）に適した品種比較等実証展示ほを設置し、品種特性の把握によ
る適品種の選定を行った。また、畜産農家等との連携により給与実証等に取組ん
だ。
・先進事例調査等により情報収集を行い、非主食用米（稲）生産の確立・定着に向け
た課題整理を行った。
○平成21年度の取組み状況
・品種特性に応じた低コスト生産栽培実証展示ほを設置した。
・非主食用米の生産・供給体制の整備と生産物の活用対策に取組んでいる。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・実証及び体制整備が図られたことから、今後は、実需者等との連携強化により、需
要に応じた非主食用米（稲）の生産拡大を図る。

○平成20年度の取組みの成果
　集落営農組織等地域農業の担い手の機械・施設整備への助成により、水田の有
効活用のための担い手の経営基盤強化を図った。

○平成21年度の取組み状況
・集落営農組織等地域農業の担い手の機械・施設整備への助成により、水田の有
効活用のための担い手の経営基盤強化を図る。
・平成２１年度に非主食用米の生産に係る農業機械に助成を行い、非主食用米の生
産推進を図る。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　県全体の担い手の育成目標が達成していないため、引き続き支援に取り組む。

水田地域営農体制整備支
援事業
（再掲）

73,500
集落営農組織等の担い手の育成支援の
ため、農業機械等の導入に対し補助す
る。

　休耕田等を活用した非主食用米の生産
拡大を図るため、関係機関が連携した総
合的な推進に取り組む。
・非主食用米生産に係る生産経費の補填
・非主食用米生産のモデル地区における
生産体制整備に対する支援
・農商工連携による米粉の普及促進・消費
拡大のための推進活動
・非主食用米の生産振興に係る機械・施
設の整備及び推進活動への支援

非主食用米生産推進事業 7,300

　 飼料用米（稲）等非主食用米について、
各地域への定着に向け、実証展示ほの設
置等により生産・流通・活用の課題を検証
するとともに、先進的な取り組み情報収集
を行う等、非主食用米（稲）生産の確立・定
着を図る。

　地域において農地・水・環境の良好な保
全とその質的向上を図ることを通じて地域
振興に資するため、農地・水・環境保全対
策基礎活動を支援する。

・活動組織数　　　　７３０組織
・実施面積　　　４６，０００ha

中山間地域等直接支払事
業

1,776,933

　中山間地域等における耕作放棄地の発
生を防止し、多面的機能を確保するため、
農業生産活動を支援する。

・３５市町村、３２，６００ｈａの農用地

　農用地区域外の耕作放棄地のうち積極
的に解消を図るべき農地を対象に、農地
へ復元した面積に応じ助成。

子供たちによる耕作放棄地
再生モデル事業

10,000

　児童・生徒の農業理解と食育に資すると
ともに、地域における耕作放棄地の解消
の気運醸成につなげていくために、小・中
学生を対象に耕作放棄地を再生しその農
地を活用した農業体験学習や収穫した農
産物等を使った食育活動を行う。

耕作放棄地
及び休耕田の
有効利用促
進

農村・担い
手支援課

耕作放棄地解消緊急対策
事業

15,000

農村整備課

農地・水・環境保全向上対
策事業［資源保全活動支
援］

498,800

農産課

非主食用米総合推進事業 323,778

6



事業評価（農林水産部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・多様な農作物の作付けに必須となる水利用の安定、水田の汎用化を図る農業用
用排水施設の整備・更新を図り、休耕田を有効利用できる環境を整備した。
○平成21年度の取組み状況
・画図北部地区外13地区を引き続き整備し、新たに六十丁地区外4地区に着手し
た。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・老朽化した農業用用排水施設の計画的な整備・更新を進める。

○平成20年度の取組みの成果
 ・基盤整備の６地区約1,000haが完了したことにより、整備前の認定農業者経営面
積約200ha(220%)に拡大した。
○平成21年度の取組み状況
 ・組織の話し合いによる面的集積事業に着手するとともに、農地を担い手に集積す
る基盤整備を計画的に推進する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
 ・今後も農地を担い手に集積する基盤整備を計画的に推進する。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
　森林所有者等による「森林情報の収集活動（森林の現況調査）」、「施業実施区域
の明確化作業」及び「歩道の整備等」の地域活動を支援した。（対象森林面積：
65,223ha）
○平成21年度の取組み状況
　「森林情報の収集活動（森林の現況調査）」、「森林情報の収集活動及び境界の明
確化」、「施業実施区域の明確化作業」及び「歩道の整備等」に加えて、平成21年度
から追加経済対策により新たに追加された「森林境界の明確化」及び「森林の被害
状況等確認」の地域活動の取り組みを支援する。（対象森林面積：73,900ha）
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　森林所有者の高齢化、不在村森林所有者の増加等により森林の境界の不明確化
等が進み、森林整備の実施に支障をきたしている。このため、森林所有者等に対
し、「森林情報の収集活動（森林の現況調査）」、「境界の明確化」等の地域活動を引
き続き支援し、森林施業計画の作成を進め、計画的かつ一体的な森林施業を推進
する。

○平成20年度の取組みの成果
　年間の間伐目標14,500ｈａに対し、実績は12,374ｈａ（目標の約８５％）となった。そ
のうち、本事業で5,636haの間伐が実施され、森林の適切な整備による二酸化炭素
吸収機能の増進に繋がった。
○平成21年度の取組み状況
　補正予算で、追加経済対策として、森林環境保全整備事業による間伐（2,200ha）
等を実施し、森林整備の加速化を図った。また、間伐においては、事業主体ごとに年
間間伐目標を設定させるなど、間伐目標の達成に向け、進行管理を強化している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　森林所有者の負担軽減のための助成事業等について周知し、これらの十分な活
用を図りつつ、県森林吸収量確保推進計画に基づき、年間14,500haの間伐を計画
的に推進する。

○平成20年度の取組みの成果
　年間の間伐目標14,500ｈａに対し、実績は12,374ｈａ（目標の約８５％）となった。そ
のうち、本事業により388haの間伐が実施され、森林の適切な整備による二酸化炭
素吸収機能の増進に繋がった。
○平成21年度の取組み状況
　森林所有者の負担軽減に向け、森林施業の低コスト化・効率化を図るための作業
道等の整備や列状間伐等の実施に対し定額の助成を拡充した。また、間伐におい
ては、事業主体ごとに年間間伐目標を設定させるなど、間伐目標の達成に向け、進
行管理を強化している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　森林所有者の負担軽減のための助成事業等について周知し、これらの十分な活
用を図りつつ、県森林吸収量確保推進計画に基づき、年間14,500haの間伐を計画
的に推進する。

○平成20年度の取組みの成果
　年間の間伐目標14,500haの達成に向け、県有林においても274haの間伐を実施
し、二酸化炭素吸収源となる森林づくりに寄与した。また、白川・菊池川地域等にお
いて1,920haの県有林で森林認証を取得し、環境に配慮した施業を実施した。
○平成21年度の取組み状況
　約330haの間伐や約7,000ｍの作業道開設等、適正な森林整備を実施中である。ま
た、森林認証の継続審査を受け、環境に配慮した施業を実施中である。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　列状間伐や中核作業道の開設等に取り組むことにより、低コストで効率的な森林
整備を実施する。また、J-VER（オフセット・クレジット：温室効果ガスの排出削減・吸
収量をクレジット化）の販売により、森林整備に係る資金について、企業等からの調
達を図り、適正かつ継続的な森林整備を実施する。

75,000
　効率的な間伐を推進するため、モデル的
に列状間伐等を実施する。

県有林事業 337,131

　県有林約11,400haの適切な管理を通じ、
森林の持つ経済的機能と公益的機能の調
和を図り、地域林業及び木材産業の振興
に寄与しつつ、特に県民のニーズである水
源のかん養、県土の保全、保健休養、地
球温暖化防止、生物多様性の保全など、
緑の社会資本としての機能の維持増進を
図っている。

Ｈ２１年度事業の概要

森林整備地域活動支援交
付金事業

254,679

　森林の有する多面的な機能が十分に発
揮されるよう、適切な森林整備を図る観点
から、林業事業体等による施業・経営の集
約化活動を促進するための「森林情報の
収集活動（森林の現況調査）」等と、森林
所有者等による計画的かつ一体的な森林
施業の実施に必要な「施業実施区域の明
確化作業」、「歩道の整備等」、「境界の明
確化」及び「森林の被害状況等確認」の地
域活動を支援する。

分　　野

品格あるくまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

農村整備課 県営かんがい排水事業 2,202,307

　水利用の安定、合理化及び水田の汎用
化を図るため、農業生産の基礎となる水
利条件の整備（水源施設、用排水機場、
用排水路等の農業用用排水施設の整
備）・更新を行う。

県営経営体育成基盤整備
事業
（再掲）

4,325,645

　将来の農業生産を担う効率的かつ安定
的な経営体を育成し、これら経営体が農
業生産の相当部分を担う農業構造を確立
するため、必要となる生産基盤及び生活
環境の整備と経営体の育成を一体的に行
う。

県民総ぐるみ
による地球温
暖化対策とエ
コ活動の推進

森林整備課

森林環境保全整備事業（鳥
獣害防止施設等整備費含
む）

2,066,436

　森林資源の充実、公益的機能の確保、
林業従事者の雇用の安定、山村経済の振
興を図るため、水土保全林、共生林、資源
循環林としてゾーニングされた民有林にお
いて、植栽・　下刈り・除間伐等の造林事
業を計画的に推進する。

間伐等森林整備促進対策
事業
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事業評価（農林水産部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　年間の間伐目標14,500ｈａに対し、実績は12,374ｈａ（目標の約８５％）となった。そ
のうち、本事業で1,065haの間伐が実施され、森林の適切な整備による二酸化炭素
吸収機能の増進に繋がった。
○平成21年度の取組み状況
　毎月補助金交付申請を受け付けており、あわせて進行管理をしている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　森林所有者の負担軽減のための助成事業等について周知し、これらの十分な活
用を図りつつ、県森林吸収量確保推進計画に基づき、年間14,500haの間伐を計画
的に推進する。

○平成20年度の取組みの成果
　植林に必要な経費の一部を定額助成することにより、森林所有者の植林意欲減退
の緩和を図り、本事業で380ha植林された。植林による森林造成の実施により、二酸
化炭素吸収機能の増進に繋がった。
○平成21年度の取組み状況
　所要の事務手続きを迅速に進めており、植栽等森林整備を春期（年度当初）に現
場着手できるよう推進した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　森林所有者の負担軽減のための助成事業等について周知し、これらの十分な活
用を図りつつ、植林未栽地の発生を抑制する。

○平成20年度の取組みの成果
　森林所有者等のシカ森林被害対策に必要な経費の一部を定額助成することによ
り、森林所有者の林業経営意欲の減退の緩和を図り、本事業により552haの森林に
おいてシカ被害防止対策が実施された。このため、間伐等適切な森林整備が実施さ
れ、二酸化炭素吸収機能の増進に繋がった。
○平成21年度の取組み状況
　所要の事務手続きを迅速に進めており、シカ森林被害対策が早期に現場着手でき
るよう推進している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　森林所有者の負担軽減のための助成事業等について周知し、これらの十分な活
用を図りつつ、県森林吸収量確保推進計画に基づく間伐量の確保に努める。

○平成20年度の取組みの成果
　保安林整備事業（改良：48箇所、保育：61箇所）：528,212千円を積極的に実施する
とともに、経済対策として保安林整備事業（改良：4箇所）：21,600千円を追加実施し
た。
○平成21年度の取組み状況
　保安林整備事業（改良：59箇所、保育：59箇所）：513,300千円を実施するとともに、
経済対策として保安林整備事業（改良：9箇所）：40,000千円を追加実施した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　保安林指定を推進するとともに、機能が低下した保安林を計画的に整備する。

○平成20年度の取組みの成果
　植栽や間伐などの森づくり活動や森林環境教育などの森づくりに繋がる活動を
行っている５８団体に助成した。また、団体等が活動に取り組みやすいよう事業体系
を見直すとともに、県民の提案による活動を支援するため県民応募型を創設した。
○平成21年度の取組み状況
　団体の森づくり活動の多様化に対応するため、県民応募型を拡充し助成してい
る。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　森林整備や森林環境教育に取り組む団体は着実に増加してきているが、これらボ
ランティア団体の多くは組織が脆弱であり引き続き支援が必要である。

○平成20年度の取組みの成果
　森林ボランティア団体に対して「森づくりボランティアネット」により総合的支援を
行った。
　また、県民が森とふれあい学ぶことで、森林への理解を深めるための「森林自然観
察・体験教室」を県内各地で12回開催し、指導者となる森林インストラクターを新たに
24名養成するとともに、九州地方知事会で制定された「九州森林の日」の統一行事
として間伐等の育樹活動を中心としたイベントである「くまもと森づくり活動の日」を県
民400名の参加を得て開催した。
　さらに、環境問題に対する意識が高まる中、社会貢献活動において森林整備に取
り組む企業に対応するため「企業・法人等との協働の森づくり指針」を策定し、平成
21年2月、日本たばこ産業株式会社と湯前町において本指針による協定が締結され
た。
○平成21年度の取組み状況
　森林ボランティア団体に対して「森づくりボランティアネット」により総合的支援を行
う。
　また、県民が森とふれあい学ぶことで、森林への理解を深めるための「森林自然観
察・体験教室」を県内各地で12回開催するとともに、指導者となる森林インストラク
ターを25名養成する。
　なお、「くまもと森づくり活動の日」については、本年度も11月8日に県民450名の参
加を得て開催した。
　さらに、「企業・法人等との森づくり指針」の普及のため、パンフレットを作成し企業
等へのPR活動に努めるとともに、森づくり活動フィールドの斡旋や助言を行い、企業
等の森づくり活動を積極的に支援する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　県民参加の森づくりを推進するため、引き続き森林ボランティア団体に対して「森づ
くりボランティアネット」による総合的支援を行うとともに、県民が森とふれあい学ぶこ
とで、森林への理解を深める場の提供にも努めていく。
　また、「企業・法人等との協働の森づくり指針」を活用した企業の森づくりを推進す
るため、引き続き企業等へのPR活動に努める。

森林整備課
等

水とみどりの森づくり普及
促進事業

27,534

　森林ボランティア活動の支援や人材の育
成、森林環境教育や森とふれあうイベント
の開催、水とみどりの森づくり事業の普及
啓発等により、森づくりに関する県民の理
解を深めることで、県民参加の森づくりを
推進する。

森林整備課
水とみどりの森づくり推進
事業

42,666

　団体等が行う植栽や間伐などの森林整
備作業や、森林観察教室、炭つくりなどの
森づくりに繋がる活動に支援を行うことで、
県民参加の森づくり気運の醸成を図る。

シカ等森林被害防止対策
事業等（水とみどりの森づく
り税事業）

42,797

　「鳥獣による農林水産業等に係る被害の
防止のための特別措置法」に基づき、被
害防止計画を策定した市町村において、
シカによる食害、剥皮被害を防止するため
の施設設置を推進し、森林の持つ公益的
機能の維持増進を図る。

森林保全課 保安林整備事業 513,300
　本県の保安林（民有林）において、森林
吸収源対策として有効な間伐等の森林整
備を実施する。

針広混交林化促進事業（水
とみどりの森づくり税事業）

376,187

  森林所有者による適正な管理が見込め
ない人工林について、事業主体が市町村
及び森林所有者との三者協定に基づき行
う強度の間伐に対して県が助成を行い、こ
の間伐により広葉樹の侵入を促し、自然
林に近い森林の状態へ誘導する。

くまもと未来の森林植林加
速化緊急事業（水とみどり
の森づくり税事業）

49,475

①植林未済地対策事業
　皆伐後放置された林地について、県が
市町村、森林所有者との三者協定に基づ
き植栽等を実施し、下流域の保全を図る。
②未来の森林植林加速化緊急事業
　森林所有者等が植栽を行う際の苗木代
の一部を助成することで、森林づくりに対
する意欲を喚起し、新たな植林未済地の
発生を防止する。
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事業評価（農林水産部）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・木製遊具貸出： 幼稚園、保育園など４４団体に貸出し。
・木育体験事業：木とのふれあいイベントや木を使ったものづくりイベントを県下各地
で１２日間実施し、参加者は２３００人。
・保育園等２６施設に１２５０人分の木製机・椅子の導入を支援。
・副読本作成配布：配布対象は県下の小学５年生及び中学１年生全員。
・社会教育活動への講師派遣：７団体への講師派遣で合計の参加者は２００人。
○平成21年度の取組み状況
・木製遊具貸出：幼稚園、保育園等を対象に貸出中。
・木育体験事業：木とのふれあいイベント及び木を使ったものづくりイベントを４日間
実施し、参加者は２４００人。
・保育園等１１施設に７４５人分の木製机・椅子の導入を支援予定。
・副読本作成配布：県下の小学５年生及び中学１年生全員に配布予定。
・社会教育活動への講師派遣：７団体対象に実施中。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　教育現場や社会教育の場を通して木育を推進するための指導者の育成が必要。

16,326

○くまもとの木製遊具推進事業
・県産の木製遊具の貸し出し等
○くまもとの木育体験事業
・木製遊具及び木のものづくり体験イベン
ト
○木とともに育つ環境整備事業
・県産材製の机椅子導入補助
○くまもとの木で育む教育推進事業
・木育関係副読本配付、社会教育活動支
援

林業振興課
くまもとの木と親しむ環境
推進事業
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事業評価（土木部）

【土木部】

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・「九州・山口の近代化産業遺産群」の一つである「三角西港」において、遊覧船が発
着する浮桟橋等の施設整備の事業化に着手するなど、観光地としての認知度向上
への取組みを推進した。
○平成21年度の取組み状況
・漁協等地元への計画説明会を8～9月に実施し、測量、地質調査及び緑地・浮桟橋
設計に10月から着手する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・三角西港の景観と調和した浮桟橋となるよう整備を進める。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・確実な情報収集のために、既設10観測局の補修や機器の更新を終えた。
・水位情報を周知すべき河川（51河川）で、住民の避難等の目安となる「避難判断水
位」情報を50回発令する等、河川の危険情報を広く県民に周知した。
・市町村のハザードマップ作成支援を進め、20河川の流域8市町が作成を終えた。
○平成21年度の取組み状況
・既設の14観測局の補修や機器の更新を行い、確実な情報収集を行っている。
・新たに9河川を水位情報を周知すべき河川に指定し、河川水位情報を県民に周知
している。
・水害対策として、年度内に10市町村のハザードマップ作成・公表を目指し、市町村
への働きかけを行っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・ハザードマップ作成について、市町村間で取組み状況に差があるため、引き続き、
作成を支援する。
・住民にハザードマップを活用してもらうため、地区単位の防災情報等を掲載した「マ
イハザードマップ」の取組みを広げていく。

○平成20年度の取組みの成果
・土砂災害警戒区域等の指定促進に向けて積極的に取り組んだ結果、645箇所（累
計1,652箇所）を指定し、警戒避難体制の整備が進んだ。
○平成21年度の取組み状況
・当該年度の目標である650箇所以上の指定に向け、基礎調査を実施している。
・土砂災害ハザードマップ普及促進のため、作成基準となる「ハザードマップモデル」
を市町村に通知した。その結果、球磨村が村内62箇所のマップを作成し区域内の各
戸に配布するなど、徐々に成果が現れてきている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・災害時要援護者関連施設が所在する区域等、優先度の高い箇所の指定を促進し
ていく。

○平成20年度の取組みの成果
・火山噴火警戒避難対策（監視システム）基本計画を策定し、今後の監視機器整備
に向けた条件整理を行った。
○平成21年度の取組み状況
・火山噴火警戒避難対策（監視システム）詳細設計を行っている。
・9月9日に、第1回阿蘇山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会を開催した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・警戒避難体制の充実に向け、今後とも関係３市町村と情報共有していく。

○平成20年度の取組みの成果
・集中豪雨等による浸水被害を早期に軽減・解消するために、堤防・護岸等を整備し
た。
○平成21年度の取組み状況
・河川の流れを阻害する橋りょうの改築や、河川事業用地の買収や堤防・護岸等の
整備を進めている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・堤防・護岸等の整備には時間がかかるので、ソフト対策と併せ、総合的に防災対策
を推進する。

○平成20年度の取組みの成果
・津波、高潮、波浪により被害を被る恐れのある海岸保全施設の改良を実施した。
○平成21年度の取組み状況
・引き続き、海岸保全施設の改良を実施している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・海岸域の背後地に暮らす県民の生命、財産を高潮等から守るため、海岸保全施設
の整備を進める。

分　　野

経済上昇くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

歴史回廊くま
もと観光立県
の推進

港湾課
三角港みなと振興交付金
事業

98,000
・歴史遺産である「三角西港」への観光客
増を図るために、就航を計画している遊覧
船に必要な浮桟橋等の整備を行う。

分　　野

長寿安心くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

防災対策の
推進

河川課
河川海岸情報基盤整備事
業

23,000

・雨量や河川水位等の情報を収集し、市
町村や県民に提供する。
・県民の警戒避難体制の強化を図るた
め、市町村が行うハザードマップ作成を支
援する。

砂防課

土砂災害警戒避難対策事
業

252,000
・土砂災害警戒区域等の指定に必要な公
示図書の作成のため、基礎調査（基盤図
の作成、区域設定の調査）を実施する。

火山噴火警戒避難対策事
業

94,000

・阿蘇山の噴火に伴う土砂災害に対する
警戒避難体制を強化するため、火山監視
システムの詳細設計を行うとともに、順次
機器を導入していく。
・被害をできる限り軽減（減災）する策を検
討するため、「阿蘇山火山噴火緊急減災
対策砂防計画検討委員会」を開催する。

河川課

河川改修事業 7,602,080
・豪雨等に対する防災機能を向上させるた
め、河川施設整備を実施する。

海岸高潮対策事業 622,000
・津波、高潮等による被害の軽減を図るた
めに、海岸保全施設の改良を実施する。
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事業評価（土木部）

政策評価（事業評価）重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

○平成20年度の取組みの成果
・土砂災害防止施設の整備に積極的に取り組み、29箇所の施設が完成し、土砂災
害に対する住民の安全性が向上した。
 また、新たに35箇所の土砂災害防止施設の整備に着手した。
○平成21年度の取組み状況
・引き続き、土砂災害防止施設を整備している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・市町村との連携、地権者の用地協力等の地元調整を円滑に進め、災害時要援護
者関連施設を保全する土砂災害防止施設の整備に取り組んでいく。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・「百済菩薩立像」が10月に出土し、現地説明会に10万人を越える来場者があるな
か、シンポジウムを開催し国営公園化に向けた機運の醸成を図った。
○平成21年度の取組み状況
・東京シンポジウム等による全国ＰＲを行うとともに、鞠智城イメージキャラクターを公
募し決定した。今後、キャラクター等による広報活動を展開していく。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・歴史的・学術的価値の全国へのＰＲ、関係機関と連携した要望活動を進め、広く国
民の理解を得るために、鞠智城の歴史的な価値の磨き上げを行う。

○平成20年度の取組みの成果
・大規模公園の基本構想案を策定した。
○平成21年度の取組み状況
・基本構想案を踏まえ、基本計画の策定を進めている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・「鞠智城の国営公園化」に向けて、古代からこの地域が紡いできた歴史ロマンを体
験・学習できる場として、国内外の多くの人々が集う公園を目指し、他の国営公園に
も匹敵する基本計画の検討を行う。

○平成20年度の取組みの成果
・鉄道高架化に支障となる三陸橋（段山・春日・田崎）の撤去を行い、代替道路等へ
の切替を行った。
○平成21年度の取組み状況
・２次仮線工事や、新幹線と在来線との相互乗換・連絡を図る地下通路工事を推進
している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・熊本駅周辺の基盤整備は、各事業が複雑に絡み合うため、引き続き関係機関との
調整を行いながら、「県都の品格のある陸の玄関口」として着実な事業の推進を図
る。

○平成20年度の取組みの成果
・東口駅前広場（暫定）の工事に着手した。
○平成21年度の取組み状況
・東口駅前広場（暫定）の大屋根工事に着手し、整備を進めている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・熊本駅周辺の基盤整備は、各事業が複雑に絡み合うため、引き続き関係機関との
調整を行いながら、「県都の品格のある陸の玄関口」として着実な事業の推進を図
る。

○平成20年度の取組みの成果
・新幹線新駅へのアクセス道路となる春日池上線万日山トンネルや熊本駅帯山線の
工事に着手した。
○平成21年度の取組み状況
・市電の軌道を歩道側に寄せる「サイドリザベーション化」工事に着手した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・熊本駅周辺の基盤整備は、各事業が複雑に絡み合うため、引き続き関係機関との
調整を行いながら、「県都の品格のある陸の玄関口」として着実な事業の推進を図
る。

○平成20年度の取組みの成果
・平成23年3月の新幹線開業に向け、工事は順調に進捗した。
○平成21年度の取組み状況
・工事実施計画の変更認可により、H23年3月末の開業が確実となった。
・経済危機対策により、工事の促進を図っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・関係機関（鉄道・運輸機構及び沿線各市町）との連絡調整を行い、工事工程に支
障が生じないように努める。

○平成20年度の取組みの成果
・用地買収、埋蔵文化財調査及び道路改良工事が着実に進んだ。
○平成21年度の取組み状況
・平成23年3月の新幹線全線開業に向け、引き続き、用地買収、埋蔵文化財調査及
び道路改良工事を促進し、事業を推進している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成23年3月の新幹線全線開業に向け、着実な事業の推進を図る。

砂防課 砂防事業 4,457,820

・『安全安心で住みやすい社会』の確立を
図るため、土砂災害防止施設の早期完成
に向け、砂防工事、地すべり対策工事、急
傾斜地崩壊対策工事を実施する。

分　　野

品格あるくまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

くまもと文化
の創造と継
承、発信

都市計画課

鞠智城国営公園化推進事
業

3,000

・鞠智城の歴史的価値の理解のために、
東京シンポジウムを開催し、認知度向上を
図る。
・鞠智城の国営公園化に向け、イメージ
キャラクターを活用したキャンペーンやPR
活動を行い、県民や全国に向けた広報活
動を展開する。

鞠智城公園計画調査事業 60,000
・大規模公園化のために、基礎資料として
の図面作成や自然環境調査を行うととも
に、整備基本計画の検討を行う。

熊本駅周辺
の整備

都市計画課

連続立体交差事業 2,522,000

熊本駅周辺街路整備事業 5,122,750

・九州新幹線開業時（平成23年3月）の在
来線運行切替を目指し、２次仮線工事（土
木・設備）を推進するとともに、春日～田崎
間については高架橋本体工事を行う。

熊本駅東口駅前広場整備
事業

1,600,000
・九州新幹線開業時（平成23年3月）まで
の整備完了に向け、東口駅前広場の暫定
形整備を行う。

・九州新幹線開業時（平成23年3月）まで
の整備完了に向け、駅周辺の街路（熊本
駅城山線や熊本駅帯山線等）の整備を行
う。

新幹線元年
戦略の推進

都市計画課 九州新幹線建設事業 25,203,000

・平成23年3月の新幹線開業に向け、各種
工事（高架橋工事、軌道工事、電気工事
及び駅舎建築本体工事）を行う。
　（実施主体は、鉄道・運輸機構）

道路整備課
新幹線新駅周辺道路整備
事業

935,200

・新幹線全線開業効果の最大化を図るた
めに、玉名・八代の新幹線新駅へのアクセ
ス関連道路の整備（用地買収、埋蔵文化
財調査、工事等）を行う。
　（一部区間の実施主体は、国土交通省）
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事業評価（土木部）

政策評価（事業評価）重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円） Ｈ２１年度事業の概要

○平成20年度の取組みの成果
・用地買収、埋蔵文化財調査及び橋りょう等の工事が着実に進んだ。
○平成21年度の取組み状況
・南九州西回り自動車道は、平成21年4月29日に田浦IC～芦北IC間の8.0kmが供用
開始された。
・九州横断自動車道延岡線は、利便性を高めるため、３箇所のIC設置が、平成21年
6月30日に国土交通大臣から許可された。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・高規格幹線道路網の早期完成に向けて、事業が推進するよう、計画的な整備を国
に求めていく。

○平成20年度の取組みの成果
・用地買収、埋蔵文化財調査及び道路改良工事が着実に進んだ。
○平成21年度の取組み状況
・引き続き、用地買収、埋蔵文化財調査及び道路改良工事を促進し、事業を推進し
ている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・熊本環状道路の早期完成に向け、用地の計画的な取得を進めるなど、着実な事業
の推進を図る。

○平成20年度の取組みの成果
・国道57号４車線化拡幅は、用地買収及び道路改良工事が着実に進んだ。
・中九州横断道路は、整備区間指定にむけて調査検討が進んだ。
○平成21年度の取組み状況
・国道57号拡幅は、引き続き、国に重点的な整備を求めている。
・中九州横断道路は、調査促進を国に求めている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・国道57号４車線化拡幅は、事業が推進するよう計画的な用地買収の促進などを国
に求めていく。
・中九州横断道路は、整備区間指定に向けて調査促進を国に求めていく。

○平成20年度の取組みの成果
・用地買収、道路改良工事等が着実に進んだ。
○平成21年度の取組み状況
・引き続き、用地買収、道路改良工事等を促進し、事業を推進している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・熊本天草幹線道路の早期完成に向け、用地の計画的な取得を進めるなど、着実な
事業の推進を図る。

幹線道路ネッ
トワークの整
備

道路整備課

高規格幹線道路整備事業 3,091,880

中九州幹線道路整備事業 560,000

・本県の九州における拠点性を高めるた
めに、高規格幹線道路ネットワークである
横軸の九州横断自動車延岡線及び縦軸
の南九州西回り自動車道の整備（用地買
収、工事等）を行う。
　（実施主体は、国土交通省）

熊本環状道路整備事業 3,227,400

・熊本都市圏の慢性的な渋滞を解消する
とともに、九州における拠点性を高め、横
軸の要を形成することを目的とした熊本環
状道路の整備（用地買収、埋蔵文化財調
査、工事等）を行う。
　（一部区間の実施主体は、国土交通省）

・本県の九州における拠点性を高めるた
めに、大分県や阿蘇との交流連携軸とな
る中九州横断道路及び国道57号拡幅の
整備（調査、用地買収及び工事）を行う。
　（実施主体は、国土交通省）

熊本天草幹線道路整備事
業

1,345,600

・新幹線全線開業効果を県下全体に波及
させるとともに、宇土天草地域との交流連
携軸となる熊本天草幹線道路の整備（調
査、用地買収、工事等）を行う。
　（一部区間の実施主体は、国土交通省）
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事業評価（教育委員会）

【教育委員会】

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
　平成２０年度当初予算で５８校１２８棟、平成２０年度２月補正予算で３校３棟の耐
震診断を実施。

○平成21年度の取組み状況
　平成２１年度当初予算で予定した耐震診断は既に発注を完了し、平成２１年度６月
補正予算に計上した、９２棟分ですべてが終了する予定。

○平成20年度の取組みの成果
　平成２０年度当初予算で１８校１９棟、平成２０年度２月補正予算で２０校２４棟の耐
震改修工事を実施

○平成21年度の取組み状況
　平成２４年度を目標に事業を完了する見込みであり、今年度分も順次発注している
状況である。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　発注形態により、契約までに時間を要する場合がある。スケジュールを精査し事業
推進上の支障が出ないよう進行管理を実施していく予定である。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
・第３０次発掘調査により国内初となる「百済菩薩立像」が出土。現地説明会及び特
別公開の実施し、多数の来場者を集めた。
・シンポジウム等による玉名、鹿本、菊池を中心とした地元盛り上がりへの取り組み
により、機運の醸成を図った。
○平成21年度の取組み状況
・東京シンポジウムの開催による鞠智城の歴史的・学術的価値付け及びその周知、
広報等に努めた。
・これまでの発掘調査の成果をまとめた総括報告書を作成した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・発掘調査並びに調査研究を着実に実施するとともに、鞠智城の歴史的・学術的価
値を全国に広く知らしめ、更なる認知度、知名度の向上を図ることで、特別史跡の早
期指定に向けた取り組みを進める。

○平成20年度の取組みの成果
・　阿蘇（「阿蘇－火山との共生とその文化的景観」）については、県と地元市町村に
よる連絡会議を設置。近代化産業遺産群（荒尾市の旧万田坑、宇城市の三角西港）
は、10月に推進協議会を設置し、専門家委員会で学術的調査を実施。天草地域の
キリスト教会関連遺産は、文化財の国指定に向け、専門家委員会を開催。関係機関
と連携し、世界文化遺産の登録に向け推進した。

○平成21年度の取組み状況
・　「阿蘇」については、県と関係市町村により、推進のための基本協定を締結すると
ともに、「推進協議会」を設置し推進組織体制の確立を図った。「近代化産業遺産
群」については、専門家委員会とともに鋭意、学術的調査を実施し、提言書を策定中
である。「天草」については、引き続き文化財国指定の推進を図っている。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・　「世界文化遺産の登録」に向けて、「阿蘇」や「近代化産業遺産群」については、学
術的調査等の手続きを着実に進める。天草については確実に構成資産入りするよう
対応する。

○平成20年度の取組みの成果
県立美術館で永青文庫常設展示室をオープン（4/25）し、開館記念展（～12月）等に
よる入館者は約6万人となり、美術館の入館者数は41.6万人と大幅に増加。

○平成21年度の取組み状況
永青文庫展示では、より多くの方々に興味を持って鑑賞してもらうため、永青文庫に
関する講座を開催。また、引き続き、未調査の美術品等の計画的な調査・研究及び
修復を行い、常設展示に活用する。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
永青文庫展示の魅力的な展示テーマを開拓し、新幹線による誘客に向け、九州・関
西へ向けた広報活動を展開する必要がある。

79,520

 永青文庫基金運営委員会を設置し、未調
査の美術品・古文書等の計画的な調査・
研究及び修復を行い、常設展示に活用す
ることで、展覧会をより充実させるととも
に、その情報を県内外に広く発信してい
く。

Ｈ２１年度事業の概要

くまもと文化
の創造と継
承、発信

文化課

鞠智城整備事業 65,665

　特別史跡の指定に向けて、東京シンポジ
ウム等の開催により全国に広くPRするとと
もに、発掘調査の成果をまとめた報告書を
作成するなどの取り組みを行い早期の指
定を目指していく。

世界文化遺産登録推進事
業

25,027

　世界文化遺産への登録を目指している
県内の３資産（阿蘇、九州・山口の近代化
産業遺産群、天草）について、登録に向け
た学術的検討、推進体制整備、住民啓発
等の取組みを行い、文化遺産の保護を図
るとともに、地域活性化を目指していく。

永青文庫推進事業

分　　野

品格あるくまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

Ｈ２１年度事業の概要

防災対策の
推進

施設課

県立高等学校等耐震診断
事業

270,092
平成２１年度　当初予算で熊本高校外３８
校８９棟、６月補正予算で済々黌高校外３
９校９２棟の耐震診断を実施。

県立高等学校等耐震改修
事業

346,151

平成２１年度　当初予算で牛深高校外１７
校２２棟の耐震改修工事、６月補正予算で
湧心館高校外４校５棟の耐震改修工事を
実施。

分　　野

長寿安心くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）
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事業評価（教育委員会）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　学校版環境ＩＳＯコンクールに全ての公立小中学校が参加し、こどもエコセミナーに
おける学習成果の普及を図る具体的な取組が浸透しつつある。

○平成21年度の取組み状況
　教科等の特質に応じ、環境に関する学習の充実を図るとともに、実態に応じた数
値目標を設定して取り組む学校版環境ＩＳＯ等の環境にやさしい学校づくりを推進し
ている。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　すべての教職員の意識改革と実践力の向上を図る研修の充実を図る。学校版環
境ＩＳＯにおいて、数値目標を設定したり、家庭や地域に広げた取組等の一層の充実
を図る。

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果（指標の達成率等）
　地域進学重点校（13校）の大学等進学率を、前年度の55.3%から、56.3%に１ポイント
に、また、県内大学等進学率を41.7%から、42.2%に0.5ポイント上昇させることができ
た。

○平成21年度の取組み状況
　域内の中学校との更なる連携を目的した教育セミナーをはじめ、夏期合同合宿や
教員の相互派遣などに取り組んでいる。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　大学等進学率をさらに伸ばすためには、教員の教科指導力向上に向けた取組み
をもっと充実させる必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
　奨学金を希望する者に予算の範囲内で奨学金の貸与を行い、生徒、学生が安心
して勉学に取り組める環境を整えることができた。
　（※H20実績：貸与人数4,075人、貸与金額1,194,061,000円）
○平成21年度の取組み状況
　例年どおり、奨学金を希望する者に予算の範囲内で奨学金の貸与決定を行った。
　今年度は特に、大学進学率向上に寄与するために、大学貸与の新規採用枠を20
人増加（30人→50人）していたが、7月の貸与決定時には選考基準を満たす39名す
べてに貸与決定を行った。
　また、昨今の経済・雇用情勢の悪化により、修学が困難となる生徒、学生が増加す
ることが見込まれるため、平成22年度募集分から貸与要件の一つである学力要件を
廃止し、より経済的に修学が困難な世帯へ配慮した制度改正を行った。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　返還に係る未収金が増加しているため、今後は督促体制のより一層の強化を図る
必要がある。

○平成２０年度の取組みの成果（指標の達成率等）
※平成２１年度からの新規事業

○平成21年度の取組み状況
・公立高校65校、特別支援学校（高等部）15校より、77個人3団体を表彰し、知事から
直接授与した。
・生徒たちは、知事・教育長と一緒に記念撮影をし、その顔は喜びに溢れていた。
又、保護者の参加も多く､関心が高かった。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・表彰式において知事との交流場面の改善を図るとともに、生徒を中心とした表彰式
を考える。

　公立学校に通う生徒で、夢を持ち、夢に
向かって、学業、スポーツ、文化活動（ボラ
ンティア活動含む）において日々努力して
いる高校生を表彰し、もって熊本における
夢のある教育の実現を図る。
・各校の推薦に基づき、学業、スポーツ、
文化活動（ボランティア活動含む）におい
て他の生徒の模範となる高校生を表彰。
・表彰者は各校１人とし、表彰式を実施し、
知事が直接表彰状を授与。
 ・表彰者全員に対して表彰状と副賞を授
与。

Ｈ２１年度事業の概要

高校教育課

地域重点校育成推進事業 8,766

　各地域の高校の一層の特色づくり、特に
地域からのニーズの強い進学について重
点的に取り組む重点校を指定・育成し、生
徒一人一人の進学の実現を図るとともに、
そこで得た進学指導のノウハウを、地域の
各学校に波及させ、県全体の進学指導力
の向上を目指すための取組みを実施。以
下、主な取組みを記載。
○教育セミナー等の実施
　域内の中学校及び高校等との連携を図
るとともに、進学指導のノウハウを地域に
波及させるために教育セミナーを開催。
○夏期合同合宿の実施
　指定校１３校が、県北（６校　参加生徒１
９２人）、県南（７校　参加生徒１５９人）に
分かれ、合同で学習会を実施。

育英資金貸付金 1,258,530

　大学、高校、専修学校等の勉学に意欲
のある学生、生徒で、経済的に修学が困
難なものに対して奨学金を貸与すること
で、社会的に有為な人材を育成するととも
に、貧困の連鎖を止めることに寄与する。

がんばる高校生県表彰事
業

4,000

分　　野

人が輝くくまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

県民総ぐるみ
による地球温
暖化対策とエ
コ活動の推進

義務教育課 環境教育推進事業 5,197

・実践発表及び講話等を通じて、環境教育
への理解を深め、指導力の向上を図る研
修会を実施する。
・県内の小中学校の主体的な環境保全の
取組を募集し、優れた取組を表彰する「学
校版環境ISOコンクール」を実施し、取組と
成果を普及する。
・県内の小学５年生児童を水俣へ派遣し、
公害被害から環境再生へと立ち上がる姿
を、講話や展示資料の見学、体験活動等
を通して学ばせる「こどもエコセミナー」を
実施する。
・環境教育研究推進校を指定し、実践的
研究と成果の普及を通して、本県の環境
教育の充実を図る。

確かな学力の
向上
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事業評価（教育委員会）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
　徹底指導と能動型学習とのめりはりをつけた授業の推進をはじめ、評価問題「ゆう
チャレンジ」の活用等、授業内容の一層の充実を図った。成果として全国学力・学習
状況調査の調査項目(８項目)において、全国平均を上回った項目が、昨年度の６項
目から７項目に増え、また、平成20年度の県学力調査は、過年度比較によると、知
識・理解について定着率が向上した。

○平成21年度の取組み状況
　「ゆうチャレンジ」等の開発・実施等、各学校における指導方法の工夫改善等を更
に推進している。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　思考力、判断力・表現力等については依然として課題があり、更なる指導方法の
工夫・改善に取り組む必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
※H21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・小中学校に小中学校サポーターを22名程度配置した。
　（熊本市及び各教育事務所に1名程度）
・特別支援学校の重複学級に特別支援学校サポーターを13名配置した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・教育サポート事業の成果を検証し、今後の展開を検討する。

○平成20年度の取組みの成果
※H21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・5人に委嘱し、37の放課後子ども教室を対象に派遣活動実施
・派遣先からは、子どもたちがいきいき活動し、指導者にとっても指導方法など参考
になるところが大きいと評価が高い。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・課題：人材の確保、教科領域の拡大（算数及び理科に限定）。
・方向性：多方面から人材の倍増を図り事業の拡大と充実を図る。

○平成20年度の取組みの成果
　基本的生活習慣の定着等に取り組む幼・保、小が増え、午後10時前までに就寝す
る子どもの割合が増加した。
○平成21年度の取組み状況
　幼・保、小、中連携セミナーや各種研修で、就学前教育の充実と連携強化の取組
みを推進している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　基本的生活習慣の定着率向上、家庭の教育力向上及び教育・保育内容の充実の
ための教員・保育士の資質向上及び就学前教育の振興・充実モデル実践研究事業
の充実に取り組む必要がある。

○平成20年度の取組みの成果
・1ヶ月に1冊以上本を読む小・中学生、高校生の割合
    ※平成19年度（84％）→平成20年度（85％）
○平成21年度の取組み状況
・読書応援ボランティア養成講座においては、各個人の資質向上を目指す内容に加
え、学校図書館や公共図書館等でボランティアとして活動できる研修を取り入れた。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・1ヶ月に1冊も本を読まない小・中学生、高校生が減ってきているが、完全に解消で
きていない。読書ボランティアの養成と活用をさらに推進していく必要がある。
・肥後っ子いきいき読書プランの着実な推進を図る。
・市町村子ども読書推進計画の策定率が40.4％である。（平成21年3月末現在）未策
定市町村に対しての働きかけが必要である。

○平成20年度の取組みの成果
・公立小中学校における不登校児童生徒の割合が減少した。
    (H19: 1.09% → H20: 1.05%)
・「今の学年になっていじめられたと感じた」公立小中学校の児童生徒の割合は減少
傾向(H19:15.1%→H20:12.1%)にあり、いじめに関する認識は高まりつつある。
○平成21年度の取組み状況
  スクールカウンセラー等を配置し、楽しく登校できる学校づくりを推進している。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　教職員のカウンセリング技能を高めるとともに、人権感覚や感性を磨く校内研修を
実施し、子ども一人一人のよさを「認め、ほめ、励まし、伸ばす」という教育行動指標
に立った教育をより一層実践する。

・いじめ・不登校対策検討委員会を開催
し、いじめや不登校の積極的予防及び解
消に向け、様々な角度から総合的な施策
を実施する。
・教員のカウンセリング技能向上のための
研修を、各教育事務所で実施する。
・学校における教育相談体制を支援する
ため、スクールカウンセラー、いじめ・不登
校アドバイザー、スクールソーシャルワー
カーを配置する。

いじめ・不登校対策総合推
進事業

86,141

「かがやけ！肥後っ子」事
業

4,486

・就学前教育の振興・充実について幅広く
意見を聴取する「かがやけ！肥後っ子」会
議を実施する。
・幼・保、小、中連携を推進するためのセミ
ナーを県内10ヶ所で、就学前教育の振興・
充実のためのモデル実践研究を２町で実
施する。
・幼稚園教員・保育士の資質向上のため
各種研修、県民啓発のための就学前教育
フォーラムを実施する。

　「肥後っ子いきいき読書プラン（熊本県子
どもの読書活動推進計画）」第二次計画を
着実に推進するため、以下の取組を実施
する。
・熊本県子どもの読書活動推進会議の開
催。
・熊本県子ども読書活動推進フェスティバ
ルの開催。
・読書応援ボランティアの育成。
・こどもの読書体験交流会の実施。
・広報啓発活動の展開

子どもの読書活動推進支
援事業

1,924

教員が子どもと向き合う環境づくりをおこ
なうため、非常勤職員を配置する。
□小中学校サポーター
　熊本市及び各教育事務所管内に2名程
度の非常勤講師を配置し、教室外に登校
する児童生徒や特別支援学級の児童生
徒等の学習指導を行う。
□特別支援学校サポーター
　特別支援学校に13名の非常勤介助員を
配置し、重度・重複障がいを有する児童・
生徒の食事、排泄、教室の移動補助等、
日常生活の支援を行う。

社会教育課

「夢への架け橋」教育支援
事業（地域教育力を活用し
た学習向上アドバイザー事
業）

5,235

　子どもの学習活動に専門的な知見を有
する退職教員等を放課後学習向上アドバ
イザーとして５名配置し、効果的な学習プ
ログラムの作成やモデル的な指導を実施
すること等により、「放課後子ども教室」に
おける学習活動の充実を図る。

学校人事課
「夢への架け橋」教育支援
事業（教育サポート事業）

48,325

義務教育課 学力向上対策事業 11,190

・教育基本法や学校教育法等の趣旨を生
かして、学校運営の改善・充実に必要な研
修を行い、管理職としての指導力の向上
を図るための教職員研修会の実施する。
・教科の基礎的・基本的事項の定着状況
を客観的に把握できる問題の開発を行
い、児童生徒の学習到達状況を把握する
ための市町村教育委員会の取組みを支
援する。
　また、学習指導要領において身に付ける
ことが求められている資質や能力がどの
程度身に付いているかを調査・分析し、新
たな取組の方向性を明らかにするととも
に、今後の学校における基礎・基本の確
実な定着を図るための指導方法の工夫改
善を行う。
・発展問題を開発し､発展的な学習内容に
も興味･関心を持ち､自らを高めようとする
生徒の育成等を行う。
・学校関係者、有識者、県民代表等から広
く意見を聴取し、児童生徒の学力を向上さ
せるための今後の対策について検討を行
う。

確かな学力の
向上

義務教育課

義務教育課

豊かな心をは
ぐくむ教育の
充実

社会教育課
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事業評価（教育委員会）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成２０年度の取組みの成果（指標の達成率等）
※平成21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・公立高校65校、特別支援学校（高等部）15校より、77個人3団体を表彰し、知事から
直接授与した。
・生徒たちは、知事・教育長と一緒に記念撮影をし、その顔は喜びに溢れていた。
又、保護者の参加も多く､関心が高かった。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・表彰式において知事との交流場面の改善を図るとともに、生徒を中心とした表彰式
を考える。

○平成20年度の取組みの成果
　家庭教育テレビ番組の放送（平均視聴率１４．４％）やキャンペーン参加団体の増
加（９３７団体（前年７８４））、くまもと家庭教育１０か条の認知率の向上（22％→４
０％）等、家庭教育力の向上が図られた。
○平成21年度の取組み状況
　昨年度の事業の成果と課題を踏まえ、本年度新たな事業（家庭教育に関するプロ
グラム開発等）を展開中
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　各家庭の実態に応じたきめ細かな家庭教育支援をさらに充実する必要するための
新たな施策を実施する（「親の学び」プログラム（仮称）の開発・提供等）。

○平成20年度の取組みの成果
※H21年度からの新規事業
○平成21年度の取組み状況
・１１名の支援員を小学校に配置
・配置校の教師の負担軽減が図られている
・地域家庭の実態に応じた「双方向」の支援ができつつあり、学校への信頼感が増し
てきている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・課題：支援員のネットワーク化が必要。支援員の役割が広すぎる。
・方向性：支援員の役割をより明確化する。
　　（例）家庭教育支援協議会の立ち上げ、「親の学び」プログラム（仮称）の普及

○平成20年度の取組みの成果
　前年度に比べ、ほぼ倍増の６０教室が開設された。
○平成21年度の取組み状況
・３２市町村６９小学校で放課後子ども教室を実施中
・事業３年目となり、それぞれの地域の特性（実態）を活かした特色ある活動が展開
された。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　運営スタッフの確保と活動内容の工夫・充実

○平成20年度の取組みの成果
・講話や先進的な優れた学校の実践発表等を実施し、研修の満足度が90％を超え、
また、県内各学校・地域における人権教育としての再構築の推進につながった。
○平成21年度の取組み状況
・「人権教育取組の方向」の内容及び形式を大幅に見直し、重点努力事項を具体的
に示すとともに、各種人権教育研修会等で周知した。
・人権教育の更なる推進のため、各人権教育研修会等の研修内容等の工夫・改善
に取り組んだ。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・量的成果から質的効果への転換を図るため、研修内容と時間、予算の費用対効果
を精査する。
・各事業の実績等に基づき、事業内容等の点検をするとともに、本課としての方向性
を明確にし、事業内容等の工夫・改善を図り、質的効果を下げないように見直す。

○平成20年度の取組みの成果
・「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」に基づいた研究実
践を行い、11月開催の研究発表会では、取組の成果を県下に広めることができた。
○平成21年度の取組み状況
・授業研究会の実施や職員校内研修の充実等を通して、人権教育の指導方法等の
工夫・改善を更に推進している。10月に研究発表会が開催された。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・国事業（文部科学省：人権教育開発事業「人権教育研究指定校」）との整理統合に
より廃止。

○平成20年度の取組みの成果
・調査結果を分析し、校長等人権教育研修会をはじめとする各種研修会や教育事務
所を通じて、改善すべき点等の指導を行った。
○平成21年度の取組み状況
・調査内容の検討を行い、１１月～１２月にかけて調査実施の準備をしている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・調査内容を再検討し、より効果的な調査とするとともに、調査結果の一層の普及に
取り組む。また、回答様式を改善し、集計等において負担が少なくなるようにする。

243

１　事業目的
・今後の人権問題の解決に向けた施策を
推進していくうえで必要な基礎資料を得、
その後の指導に役立てることを目的とす
る。
２　事業計画の概要
・県内公立小中・幼稚園、県立学校、市町
村人権教育主管課等を対象に調査を行
う。
・調査内容は、人権教育の推進状況の調
査、人権学習の実施状況、人権教育推進
上の課題、教職員の意識等とする。

人権教育研究指定校推進
事業

205

「夢への架け橋」教育支援
事業（家庭教育支援員配置
事業）

11,723

　県内の１１小学校に家庭教育支援員を
配置し、学校と連携して、家庭教育に関す
る情報の提供、家庭教育講座の開催等に
よる学習機会の提供及び保護者や教職員
の求めに応じた相談対応を実施する。

放課後子ども教室推進事
業

36,182

　学校、地域、行政が連携し、放課後に子
どもたちが安心して健やかに育まれる環
境を作る。また、その中で、子どもたちの
豊かな人間性や社会性の育成、学力の充
実及び地域の活性化を図る。

　公立学校に通う生徒で、夢を持ち、夢に
向かって、学業、スポーツ、文化活動（ボラ
ンティア活動含む）において日々努力して
いる高校生を表彰し、もって熊本における
夢のある教育の実現を図る。
・各校の推薦に基づき、学業、スポーツ、
文化活動（ボランティア活動含む）におい
て他の生徒の模範となる高校生を表彰。
・表彰者は各校１人とし、表彰式を実施し、
知事が直接表彰状を授与。
 ・表彰者全員に対して表彰状と副賞を授
与。

「親の学び」推進事業 8,684

　子育て上の悩みごと、困りごとを抱えて
いる家庭に家庭教育支援が十分届くよう、
相談機会の充実を図る。また、様々な機
会場所で家庭教育に関する学習や情報提
供ができる環境を整えるため、系統的な家
庭教育に関する学習プログラム・教材の開
発を行い、家庭教育力の向上を図る。

がんばる高校生県表彰事
業
（再掲）

4,000

豊かな心をは
ぐくむ教育の
充実

高校教育課

社会教育課

人権同和教
育課

各種人権教育研修事業 2,548

１　事業目的
・人権教育推進のために、管理職及び人
権教育主任等の同和問題をはじめ様々な
人権問題についての認識を深め、実践的
指導力の向上を図る。
２　事業計画の概要
(1) 校長等人権教育研修会
(2) 人権教育フォーラム
(3) 県立学校等人権教育ブロック別研究協
力校事業
(4) 教育庁職員人権問題研修会
(5) 人権教育研修会

１　事業目的
・学校及び地域の実態に即した実践的な
指導方法等の研究を行い、その成果と課
題を明らかにすることにより本県における
人権教育の充実に資する。
２　事業計画の概要
・県内の中学校から１校を指定する。
・研究推進校は、研究主題を設定し、研究
を推進することで課題の克服を図る。
・研究推進校は、研究発表会等を行い、研
究の成果等についての普及に努める。

人権教育推進状況調査
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事業評価（教育委員会）

政策評価（事業評価）Ｈ２１年度事業の概要重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）

○平成20年度の取組みの成果
・現年、繰越併せ、18,356（千円）を回収した。
○平成21年度の取組み状況
・９月末現在、繰越分2,028（千円）を回収。未収金特別対策として臨戸訪問による返
還指導を試験的に開始した。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・担当市町村と連携協力のもと、さらなる未収者への催告、分納による返還指導に
取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
・すべての教員に資料集を配布したことにより、「人権教育の指導方法等の在り方に
ついて［第三次とりまとめ］」についての自己研修や、学校内外の研修における資料
として活用された。
○平成21年度の取組み状況
・理論から具体的な実践へ、また、児童生徒の発達段階別の事例掲載により、使い
やすい資料集となるよう準備をしている。
・資料の作成に関する助言を行う講師の選定を行っている。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・平成21年度に作成した人権教育に関する学習プログラムの実効性の検証や、人権
教育推進資料に掲載する各学校の実践事例の収集方法について検討する必要が
ある。

○平成20年度の取組みの成果
・発表内容については、自他を大切にする心や人権問題の不合理さに気付くことの
大切さを、参加者が共有できる内容であった。
・各学校では、子ども集会に関して、学年集会や全校集会、感想文の作成など、事
前・事後の取組が丁寧に行われており、発表内容を自分のこととして考えを深める
活動が行われているなど、児童生徒の人権意識の高揚が図られている。
○平成21年度の取組み状況
・児童生徒の安全確保及び業務の効率化のため業務委託を行う。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
・会場における参加者の安全確保に努める。
・集会の運営の在り方を含めた業務の見直しを図り、充実した学習機会となるよう、
集会運営に効率的に取り組む。

○平成20年度の取組みの成果
　健康教育担当者研修会において、本県の性感染症等の説明及びＷＹＳＨ方式の
指導方法の推進者である講師を招聘し、効果的な指導方法の在り方を講演しても
らった。また、全国連絡協議会への参加者が、受講したことをもとに授業を行い、そ
の取組みを研修会等で実践発表を行った。
○平成21年度の取組みの状況
 　健康教育担当者研修会において、本県の性感染症等の説明及びＷＹＳＨ方式の
授業実践発表を通して健康教育担当者への性教育の重要性と効果的な指導法の
在り方を推進した。また、本年度の全国連絡協議会の参加者による研修内容に基づ
く授業実践を行った。他にその取組み等を中心に取組みの報告書として資料を作成
する。
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
 　性教育の重要性（ＷＹＳＨ方式の「性に関する教育」の在り方を含めた）について
の認識を更に深め、取組みを更に推進するためにも管理職を対象とした協議会を行
い学校現場での推進を図る必要があると考える。

※ＷＹＳＨ方式…Well-being of Youth in Social Happinessの略。生命尊重、人間尊
重に基づく性教育に、性感染症予防等の危機管理教育を加えたより効果的な性教
育

○平成20年度の取組みの成果
　全ての県立高校（６１校）においてインターンシップを実施し「インターンシップに参
加して進路について考えるきっかけとなった」と回答した生徒の割合は８７．３％で
あった。
　※モデル校6校においてデュアルシステム(※企業等における実習と学校での講義
を組み合わせた人材育成システム）を導入
○平成21年度の取組み状況
　インターンシップを全ての県立高校で継続実施中
　※５校においてデュアルシステムを実施中
○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　「インターンシップに参加して進路について考えるきっかけとなった」と回答した生徒
の割合を平成２３年度までに９３％とする目標のためには毎年２％の向上が求めら
れる。事前・事後指導の一層の充実を指導する必要がある。

１　事業目的
・熊本県人権教育・啓発基本計画の趣旨
を踏まえ、子どもを主体とした活動を通し
て、すべての人々の人権意識の高揚を図
る。
２　事業計画の概要
(1) 熊本県人権子ども集会
・生徒による子ども実行委員会を組織し、
企画運営を実施する。
(2) 熊本県子ども人権作品展
・小中学校、高校等より人権に関する作品
を募り、出展作品を展示する。

人権フェスティバル事業 1,747

１ 事業目的
・平成14年３月31日において高等学校等
に在学し、現に本事業による奨学金の貸
与を受けている者で、経済的理由により修
学が困難な者に対して奨学資金等を助成
することにより、教育の機会均等を保障し
同和問題の解決の一助とする。
２ 事業計画の概要
・奨学生から県へ返還された奨学金及び、
国基準の免除条件を満たさずに県基準で
返還免除したものについて、そのうちの国
庫補助相当額を県から国へ返還する。

人権教育啓発活動事業 187

１　事業目的
・熊本県教育振興基本計画」及び「熊本県
人権教育・啓発基本計画」の着実な推進
を図るため、県内の優れた実践を収集す
るとともに、教育現場の意見を取り入れた
推進資料集を作成し、今後の人権教育の
系統的、計画的な推進に資する。
２　事業計画の概要
・学校人権教育推進資料を作成し、全学
校及び関係機関等へ配布する。また、各
種人権教育研修会等で活用を促進する。

高等学校進学奨励事業（補
助）

30,028

豊かな心をは
ぐくむ教育の
充実

　性の逸脱行動や若年層の性感染症の増
加が問題となっており、学校における性教
育の充実は喫緊の課題である。その課題
解決のために、健康教育担当者研修会の
実施、指導法の普及を図るための指導者
の養成を図り、性教育の指導の充実を図
る。
（事業内容）
１  県教育委員会主催の健康教育担当者
研修会において研修を深める。
２　指導方法の普及を図るための指導者
の養成を図る。
・文部科学省主催のＷＹＳＨ方式の「性に
関する教育」普及推進事業連絡協議会に
指導者を派遣し、指導者の養成を図る。
３  指導資料作成事業を行う。

979体育保健課
性教育の実践調査研究事
業

　インターンシップやデュアルシステム等を
通して、生徒に望ましい勤労観・職業観
や、実践的な知識・技能を身に付けさせ、
学習意欲を喚起するとともに、自己の職業
適性や将来設計について考えさせ、主体
的な職業選択能力や態度の育成を目指
す。

若年者の就
労支援

高校教育課 キャリア教育推進事業 10,963
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県警本部（事業評価）

【県警本部】

政策評価（事業評価）

○平成20年度の取組みの成果
  防犯ボランティアの育成や物的支援等により、地域の防犯活動が促進され、刑法
犯認知件数は前年比で大幅に減少した。

○平成21年度の取組み状況
　防犯ボランティアのリーダー研修会や意見交換会等を行い、防犯ボランティアの育
成や活動の活性化を図った。
  警察本部に「子ども・女性対象犯罪対策班」を設置した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　高齢者が主役の地域づくりに向け、高齢者の防犯ボランティア団体への支援等と
ともに、熊本の拠点性の向上に向け、女性も安心して歩ける繁華街づくりに向けた
活動を行う。

○平成20年度の取組みの成果
※平成21年度からの新規事業

○平成21年度の取組み状況
　県下７警察署管内において、高齢者世帯等に対する訪問啓発活動を２６，７９２世
帯、各種キャンペーン等の啓発活動を２４２回実施した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　活動地域における高齢者の交通事故死者数、振り込め詐欺被害件数及び被害額
ともに大幅に減少しており、今後も継続した啓発活動と活動地域の拡大が必要であ
る。

○平成20年度の取組みの成果
　交番相談員を72人に増員（6人増）し、交番機能を強化した。
 　4月から交番相談員と防犯ボランティア等との連携・協働による地域連携モデル事
業を実施し、モデル校区における刑法犯認知件数及び交通事故件数ともに前年を
下回った。

○平成21年度の取組み状況
　交番相談員を76人に増員（4人）するとともに、地域連携推進事業（平成20年度まで
の「地域連携モデル事業」）を4校区から8校区に拡大した。

○今後の事業推進上の課題及び改善の方向性
　県民が安全で安心して生活できる社会づくりに向け、今後も交番相談員の増員が
必要である。

地域課 交番・駐在所の機能強化 134,329

　安全で安心して県民が生活できる平穏な
社会づくりを目指し、交番相談員の増強
等、治安の維持・犯罪の抑止対策に係る
人的・物的基盤の充実強化を図る。

Ｈ２１年度事業の概要

犯罪抑止総
合対策

生活安全企
画課

安全で安心なまちづくり事
業

32,434

　県警察が、地域住民、防犯ボランティア
団体、自治体等と連携・協働した活動を積
極的に推進し、地域社会が一体となって
安全確保に取り組み、犯罪に強い地域社
会の実現を目指す。

生活安全企
画課、交通
企画課

高齢者を対象とした防犯・
交通安全教育広報啓発事
業

67,779

　県下における振り込め詐欺・悪質商法等
の犯罪や交通事故から高齢者を守るた
め、防犯、交通安全教育広報活動に従事
する支援要員を雇用し、高齢者世帯戸別
訪問活動等を実施することにより、高齢者
の防犯、交通安全意識の啓発・高揚を図
る。

分　　野

長寿安心くまもと

重点的に取り組む施策 担当課 平成２１年度事業／予算（千円）
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